
【訪問型サービス】  

【通所型サービス】

サービス名

元気ヘルプⅡ・共生型９３2-3-5

5-3-4 元気デイ２・共生型９５ ３割 A7 41
A7
A7

42
43

元気デイ１・共生型９０
元気デイ２・共生型９０

5-3-5
5-3-6

３割
３割

5-3-3 元気デイ１・共生型９５ ３割 A7 40
5-3-2 元気デイ２・共生型９３ ３割 A7 39
5-3-1 元気デイ１・共生型９３ ３割 A7 38
5-2-6 元気デイ２・共生型９０ ２割 A7 37
5-2-5 元気デイ１・共生型９０ ２割 A7 36
5-2-4 元気デイ２・共生型９５ ２割 A7 35
5-2-3 元気デイ１・共生型９５ ２割 A7 34
5-2-2 元気デイ２・共生型９３ ２割 A7 33

A7 30
5-1-4 元気デイ２・共生型９５ 1割 A7 29

5-2-1 元気デイ１・共生型９３ ２割 A7 32
5-1-6 元気デイ２・共生型９０ 1割 A7 31

5-1-1 元気デイ１・共生型９３ 1割 A7 26
4-3 予防デイ・共生型９０ - A6 25

（サービスA）

5-1-3 元気デイ１・共生型９５ 1割 A7 28
5-1-2 元気デイ２・共生型９３ 1割 A7 27

5-1-5 元気デイ１・共生型９０ 1割

A6 24

種別 ページ数

4-1 予防デイ・共生型９３ - A6 23
（国基準）

項目 サービス名 負担割合

3-2-1～3 生活ヘルプ・共生型９３ -

4-2 予防デイ・共生型９５ -

18
2-3-3 元気ヘルプⅢ・共生型７０ ３割 A3 17

A3 22
3-1-1～3 生活ヘルプ・共生型７０ - A3 21

３割 A3 19

（サービスA）

20

元気ヘルプⅡ・共生型９３ 1割

14
2-2-5 元気ヘルプⅡ・共生型９３ ２割 A3 13

9

2-2-4 元気ヘルプⅠ・共生型９３ ２割 A3 12
2-2-3 元気ヘルプⅢ・共生型７０ ２割 A3 11
2-2-2 10
2-2-1

【共生型】
久留米市介護予防・日常生活支援総合事業費

単位数サービスコード表
（令和６年６月施行版）

2

ページ数

1-1 身体ヘルプ・共生型７０ - A2 1

2-1-2 元気ヘルプⅡ・共生型７０ 1割 A3 4
2-1-1 元気ヘルプⅠ・共生型７０ 1割 A3

（サービスA）

2-3-2 元気ヘルプⅡ・共生型７０ ３割 A3 16
2-3-1

A3３割元気ヘルプⅢ・共生型９３2-3-6

2-2-6 元気ヘルプⅢ・共生型９３ ２割 A3

2-3-4 元気ヘルプⅠ・共生型９３ ３割 A3

元気ヘルプⅠ・共生型７０ ３割 A3 15

２割 A3

2-1-3 元気ヘルプⅢ・共生型７０ 1割 A3

2-1-6 元気ヘルプⅢ・共生型９３

A3

1割 A3
A3 7

2-1-4 元気ヘルプⅠ・共生型９３ 1割 6

元気ヘルプⅠ・共生型７０ ２割 A3
元気ヘルプⅡ・共生型７０

8
2-1-5

項目 負担割合 種別

1-2 身体ヘルプ・共生型９３ - A2
（国基準）

5

3



[脚注]

１．単位数算定記号の説明

＋○○単位 ⇒ 所定単位数　＋　○○単位

－○○単位 ⇒ 所定単位数　－　○○単位

×○○％ ⇒ 所定単位数　×　○○／１００

○○％加算 ⇒ 所定単位数　＋　所定単位数　×　○○／１００

２．市町村が独自に設定する項目について
以下の項目については、市町村が規定する。
各項目の留意点は以下のとおり。

訪問型サービス（独自） 合成単位数 国が規定する単位数を勘案し、
通所型サービス（独自） 市町村が規定する。
介護予防ケアマネジメント 単位数は数字５桁以内とする。

訪問型サービス（独自／定率） サービスコード 数字又は英字とする。
訪問型サービス（独自／定額） 英字は大文字アルファベットのみ
通所型サービス（独自／定率） であり、「I」、「O」、「Q」を除く。
通所型サービス（独自／定額） 全角３２文字以内とする。
その他の生活支援サービス 対象者 以下のいずれかとする。

（※サービス種類ごとに異なる。）
・事業対象者
・要支援１
・要支援２

合成単位数 数字５桁以内とする。

算定単位 以下のいずれかとする。
・１回につき
・１日につき
・１月につき
・１週間につき

サービス 項目 留意点

サービス内容略称

【色分けルール】

・水色→新設

・青色→令和７年３月３１日までの間は適用しない

・赤字→変更

・灰色→廃止



久留米市総合事業サービスコード 1-1 訪問型（身体ヘルプ）共生型７０

サービスコード 合成 算定

種類 項目 単位数 単位

A2 1121 共生70・訪問型独自サービスⅠ 単位 823 1月につき

A2 2121 共生70・訪問型独自サービスⅠ・日割 単位 27 1日につき

A2 1221 共生70・訪問型独自サービスⅡ 単位 1,644 1月につき

A2 2221 共生70・訪問型独自サービスⅡ・日割 単位 54 1日につき

A2 1331 共生70・訪問型独自サービスⅢ 単位 2,609 1月につき

A2 2331 共生70・訪問型独自サービスⅢ・日割 単位 86 1日につき

A2 C221 共生70・訪問型独自高齢者虐待防止未実施減算Ⅰ 単位 -8 1月につき

A2 C230 共生70・訪問型独自高齢者虐待防止未実施減算Ⅰ・日割 単位 -1 1日につき

A2 C222 共生70・訪問型独自高齢者虐待防止未実施減算Ⅱ 単位 -16 1月につき

A2 C223 共生70・訪問型独自高齢者虐待防止未実施減算Ⅱ・日割 単位 -1 1日につき

A2 C224 共生70・訪問型独自高齢者虐待防止未実施減算Ⅲ 単位 -26 1月につき

A2 C225 共生70・訪問型独自高齢者虐待防止未実施減算Ⅲ・日割 単位 -1 1日につき

A2 6001 訪問型独自サービス同一建物減算１ 所定単位数の 減算 1月につき

A2 6003 訪問型独自サービス同一建物減算２ 所定単位数の 減算 1月につき

A2 6002 訪問型独自サービス同一建物減算３ 所定単位数の 減算 1月につき

A2 8000 訪問型独自サービス特別地域加算 特別地域加算 所定単位数の 加算 1月につき

A2 8001 訪問型独自サービス特別地域加算・日割 所定単位数の 加算 1日につき

A2 8002 訪問型独自サービス特別地域加算回数 所定単位数の 加算 1回につき

A2 8100 訪問型独自サービス小規模事業所加算 所定単位数の 加算 1月につき

A2 8101 訪問型独自サービス小規模事業所加算・日割 所定単位数の 加算 1日につき

A2 8102 訪問型独自サービス小規模事業所加算回数 所定単位数の 加算 1回につき

A2 8110 訪問型独自サービス中山間地域等提供加算 所定単位数の 加算 1月につき

A2 8111 訪問型独自サービス中山間地域等加算・日割 所定単位数の 加算 1日につき

A2 8112 訪問型独自サービス中山間地域等加算回数 所定単位数の 加算 1回につき

A2 4011 共生70・訪問型独自サービス初回加算 チ 初回加算 単位加算 200 1月につき

A2 4013 共生70・訪問型独自サービス生活機能向上連携加算Ⅰ リ 生活機能向上連携加算 (1)生活機能向上連携加算（Ⅰ） 単位加算 100

A2 4012 共生70・訪問型独自サービス生活機能向上連携加算Ⅱ (2)生活機能向上連携加算（Ⅱ） 単位加算 200

A2 6112 共生70・訪問型独自口腔連携強化加算 ヌ 口腔連携強化加算 単位加算 50 1回につき

A2 6269 訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅰ ル 介護職員処遇改善加算 (1)介護職員等処遇改善加算（Ⅰ） 所定単位数の 245/1000 1月につき

A2 6270 訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅱ (2)介護職員等処遇改善加算（Ⅱ） 所定単位数の 224/1000

A2 6271 訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅲ (3)介護職員等処遇改善加算（Ⅲ） 所定単位数の 182/1000

A2 6380 訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅳ (4)介護職員等処遇改善加算（Ⅳ） 所定単位数の 145/1000

A2 6381 訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅴ１ (5)介護職員等処遇改善加算（Ⅴ） 1 所定単位数の 221/1000

A2 6382 訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅴ２ 2 所定単位数の 208/1000

A2 6383 訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅴ３ 3 所定単位数の 200/1000

A2 6384 訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅴ４ 4 所定単位数の 187/1000

A2 6385 訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅴ５ 5 所定単位数の 184/1000

A2 6386 訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅴ６ 6 所定単位数の 163/1000

A2 6387 訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅴ７ 7 所定単位数の 163/1000

A2 6388 訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅴ８ 8 所定単位数の 158/1000

A2 6389 訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅴ９ 9 所定単位数の 142/1000

A2 6390 訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅴ１０ 10 所定単位数の 139/1000

A2 6391 訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅴ１１ 11 所定単位数の 121/1000

A2 6392 訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅴ１２ 12 所定単位数の 118/1000

A2 6393 訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅴ１３ 13 所定単位数の 100/1000

A2 6394 訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅴ１４ 14 所定単位数の 76/1000

A2 6278 訪問型独自サービス特定処遇改善加算Ⅰ ヲ 介護職員等特定処遇改善加算 (1)介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） 所定単位数の 63/1000

A2 6279 訪問型独自サービス特定処遇改善加算Ⅱ (2)介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ） 所定単位数の 42/1000

A2 6281 訪問型独自サービスベースアップ等支援加算 ワ 介護職員等ベースアップ等支援加算 所定単位数の 24/1000

200

54

15%

50

15%

15%

※同一建物減算、特別地域加算、中山間地域等における小規模事業所加算、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算及び介護職員等処遇改善加算は、介護職員等特定処遇改善加
算、介護職員等ベースアップ等支援加算は、訪問型サービス（従前相当）のサービスコードと同じです。

事業対象者・要支援２（週2回を超え
る程度）

ハ　訪問型
サービス費
（独自）（Ⅲ）

事業対象者・要支援２（週2回を超え
る程度）

事業対象者・要支援１・２（週2回程
度）

ロ  訪問型
サービス費
（独自）（Ⅱ）

5%

10%

10%

中山間地域等に居住する者へのサービス提供
加算

5%

5%

2,609

86

100

200

中山間地域等における小規模事業所加算 10%

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一
建物の利用者20人以上にサービスを行う場合

10%

事業所と同一建物の利用者50人以上にサービス
を行う場合

※指定居宅介護事業所において、障害者居宅介護従事者基礎研修過程修了者等が共生型訪問型サービスを行う場
合、使用します。（７０／１００）

事業対象者・要支援１・２（週2回程
度）

823

1,644

27

1-1
【身体援助訪問サービス（国基準）】
身体ヘルプ・共生型７０

サービス内容略称 算定項目

事業対象者・要支援１・２（週1回程
度）イ　訪問型

サービス費
（独自）（Ⅰ） 事業対象者・要支援１・２（週1回程

度）

高齢者虐待
防止措置未
実施減算

12%

15%

同一の建物等に居住する利用者の割合が100分
の90以上の場合

8

事業対象者・要支援１・２（週1回程
度）

1

事業対象者・要支援１・２（週2回程
度）

16

事業対象者・要支援１・２（週1回程
度）

事業対象者・要支援２（週2回を超え
る程度） 26

事業対象者・要支援２（週2回を超え
る程度） 1

事業対象者・要支援１・２（週2回程
度）

1

- 2 - 1-1 訪問型（身体ヘルプ）共生型７０



久留米市総合事業サービスコード 1-2 訪問型（身体ヘルプ）共生型９３

サービスコード 合成 算定

種類 項目 単位数 単位

A2 1131 共生93・訪問型独自サービスⅠ 単位 1,094 1月につき

A2 2131 共生93・訪問型独自サービスⅠ・日割 単位 36 1日につき

A2 1231 共生93・訪問型独自サービスⅡ 単位 2,185 1月につき

A2 2231 共生93・訪問型独自サービスⅡ・日割 単位 72 1日につき

A2 1341 共生93・訪問型独自サービスⅢ 単位 3,466 1月につき

A2 2341 共生93・訪問型独自サービスⅢ・日割 単位 114 1日につき

A2 C231 共生93・訪問型独自高齢者虐待防止未実施減算Ⅰ 単位 -11 1月につき

A2 C240 共生93・訪問型独自高齢者虐待防止未実施減算Ⅰ・日割 単位 -1 1日につき

A2 C232 共生93・訪問型独自高齢者虐待防止未実施減算Ⅱ 単位 -22 1月につき

A2 C233 共生93・訪問型独自高齢者虐待防止未実施減算Ⅱ・日割 単位 -1 1日につき

A2 C234 共生93・訪問型独自高齢者虐待防止未実施減算Ⅲ 単位 -35 1月につき

A2 C235 共生93・訪問型独自高齢者虐待防止未実施減算Ⅲ・日割 単位 -1 1日につき

A2 6001 訪問型独自サービス同一建物減算１ 所定単位数の 減算 1月につき

A2 6003 訪問型独自サービス同一建物減算２ 所定単位数の 減算 1月につき

A2 6002 訪問型独自サービス同一建物減算３ 所定単位数の 減算 1月につき

A2 8000 訪問型独自サービス特別地域加算 特別地域加算 所定単位数の 加算 1月につき

A2 8001 訪問型独自サービス特別地域加算・日割 所定単位数の 加算 1日につき

A2 8002 訪問型独自サービス特別地域加算回数 所定単位数の 加算 1回につき

A2 8100 訪問型独自サービス小規模事業所加算 所定単位数の 加算 1月につき

A2 8101 訪問型独自サービス小規模事業所加算・日割 所定単位数の 加算 1日につき

A2 8102 訪問型独自サービス小規模事業所加算回数 所定単位数の 加算 1回につき

A2 8110 訪問型独自サービス中山間地域等提供加算 所定単位数の 加算 1月につき

A2 8111 訪問型独自サービス中山間地域等加算・日割 所定単位数の 加算 1日につき

A2 8112 訪問型独自サービス中山間地域等加算回数 所定単位数の 加算 1回につき

A2 4021 共生93・訪問型独自サービス初回加算 チ 初回加算 単位加算 200 1月につき

A2 4023 共生93・訪問型独自サービス生活機能向上連携加算Ⅰ リ 生活機能向上連携加算 (1)生活機能向上連携加算（Ⅰ） 単位加算 100

A2 4022 共生93・訪問型独自サービス生活機能向上連携加算Ⅱ (2)生活機能向上連携加算（Ⅱ） 単位加算 200

A2 6122 共生93・訪問型独自口腔連携強化加算 ヌ 口腔連携強化加算 単位加算 50 1回につき

A2 6269 訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅰ ル 介護職員処遇改善加算 (1)介護職員等処遇改善加算（Ⅰ） 所定単位数の 245/1000 1月につき

A2 6270 訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅱ (2)介護職員等処遇改善加算（Ⅱ） 所定単位数の 224/1000

A2 6271 訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅲ (3)介護職員等処遇改善加算（Ⅲ） 所定単位数の 182/1000

A2 6380 訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅳ (4)介護職員等処遇改善加算（Ⅳ） 所定単位数の 145/1000

A2 6381 訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅴ１ (5)介護職員等処遇改善加算（Ⅴ） 1 所定単位数の 221/1000

A2 6382 訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅴ２ 2 所定単位数の 208/1000

A2 6383 訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅴ３ 3 所定単位数の 200/1000

A2 6384 訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅴ４ 4 所定単位数の 187/1000

A2 6385 訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅴ５ 5 所定単位数の 184/1000

A2 6386 訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅴ６ 6 所定単位数の 163/1000

A2 6387 訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅴ７ 7 所定単位数の 163/1000

A2 6388 訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅴ８ 8 所定単位数の 158/1000

A2 6389 訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅴ９ 9 所定単位数の 142/1000

A2 6390 訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅴ１０ 10 所定単位数の 139/1000

A2 6391 訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅴ１１ 11 所定単位数の 121/1000

A2 6392 訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅴ１２ 12 所定単位数の 118/1000

A2 6393 訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅴ１３ 13 所定単位数の 100/1000

A2 6394 訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅴ１４ 14 所定単位数の 76/1000

A2 6278 訪問型独自サービス特定処遇改善加算Ⅰ ヲ 介護職員等特定処遇改善加算 (1)介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） 所定単位数の 63/1000

A2 6279 訪問型独自サービス特定処遇改善加算Ⅱ (2)介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ） 所定単位数の 42/1000

A2 6281 訪問型独自サービスベースアップ等支援加算 ワ 介護職員等ベースアップ等支援加算 所定単位数の 24/1000

事業所と同一建物の利用者50人以上にサービス
を行う場合

15%

同一の建物等に居住する利用者の割合が100分
の90以上の場合

12%

50

ロ  訪問型
サービス費
（独自）（Ⅱ）

事業対象者・要支援１・２（週2回程
度）

※指定居宅介護事業所において、重度訪問介護従事者養成研修修了者が共生型訪問型サービスを行う場合、または、
指定重度訪問介護事業所において共生型訪問型サービスを行う場合、使用します。（９３／１００）

200

中山間地域等における小規模事業所加算

中山間地域等に居住する者へのサービス提供
加算

事業対象者・要支援１・２（週2回程
度）

ハ　訪問型
サービス費
（独自）（Ⅲ）

事業対象者・要支援２（週2回を超え
る程度）

1-2
【身体援助訪問サービス（国基準）】
身体ヘルプ・共生型９３

サービス内容略称 算定項目

イ　訪問型
サービス費
（独自）（Ⅰ）

事業対象者・要支援１・２（週1回程
度）

事業対象者・要支援１・２（週1回程
度）

事業対象者・要支援２（週2回を超え
る程度）

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一
建物の利用者20人以上にサービスを行う場合

10%

114

※同一建物減算、特別地域加算、中山間地域等における小規模事業所加算、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算及び介護職員等処遇改善加算は、介護職員等特定処遇改善加
算、介護職員等ベースアップ等支援加算は、訪問型サービス（従前相当）のサービスコードと同じです。

100

200

15%

15%

15%

10%

10%

10%

5%

5%

5%

高齢者虐待
防止措置未
実施減算

1,094

36

2,185

72

3,466

事業対象者・要支援１・２（週1回程
度）

11

事業対象者・要支援１・２（週1回程
度）

1

事業対象者・要支援１・２（週2回程
度）

22

事業対象者・要支援１・２（週2回程
度）

1

事業対象者・要支援２（週2回を超え
る程度） 35

事業対象者・要支援２（週2回を超え
る程度） 1

- 3 - 1-2 訪問型（身体ヘルプ）共生型９３



久留米市総合事業サービスコード 2-1-1 訪問型（元気ヘルプⅠ・1割）共生型７０

サービスコード 合成 算定

種類 項目 自己負担割合 単位数 単位

A3 2010 共生70・元気ヘルプⅠ・1割 1割 729 1月につき

A3 2012 共生70・元気ヘルプⅠ・同一90・1割
単位

× 1割 656

A3 2000 共生70・元気ヘルプⅠ・同一85・1割 × 1割 620

A3 2001 共生70・元気ヘルプⅠ・同一88・1割 × 1割 642

A3 2002 共生70・元気ヘルプⅠ・虐待・1割 単位減算 1割 -7

A3 2003 共生70・元気ヘルプⅠ・BCP・1割 単位減算 1割 -7

A3 2110 共生70・元気ヘルプⅠ・日割・1割 1割 24 1日につき

A3 2112 共生70・元気ヘルプⅠ・日割・同一90・1割
単位

× 1割 22

A3 2100 共生70・元気ヘルプⅠ・日割・同一85・1割 × 1割 20

A3 2101 共生70・元気ヘルプⅠ・日割・同一88・1割 × 1割 21

A3 2102 共生70・元気ヘルプⅠ・日割・虐待・1割 単位減算 1割 -1

A3 2103 共生70・元気ヘルプⅠ・日割・BCP・1割 単位減算 1割 -1

A3 2050 共生70・元気ヘルプ初回加算・1割 ニ 初回加算 単位加算 1割 200 1月につき

A3 2052 共生70・元気ヘルプ初回連携加算・1割 ホ 初回連携加算 単位加算 1割 50

A3 2060 共生70・元気ヘルプ生活機能向上連携加算Ⅰ・１割 ヘ 生活機能向上連携加算 (1)生活機能向上連携加算（Ⅰ） 単位加算 1割 100

A3 2061 共生70・元気ヘルプ生活機能向上連携加算Ⅱ・１割 (2)生活機能向上連携加算（Ⅱ） 単位加算 1割 200

A3 2070 共生70・元気ヘルプ口腔連携強化加算・１割 口腔連携強化加算 単位加算 1割 50 1回につき

A3 2600 共生70・元気ヘルプ軽度化加算Ⅰ ト 軽度化加算（利用者負担なし） (1)軽度化加算（Ⅰ） 単位加算 0割 50 1月につき

A3 2610 共生70・元気ヘルプ軽度化加算Ⅱ１ (2)軽度化加算（Ⅱ）イ 単位加算 0割 100

A3 2620 共生70・元気ヘルプ軽度化加算Ⅱ２ (3)軽度化加算（Ⅱ）ロ 単位加算 0割 100

高齢者虐待防止措置未実施減算

100

200

50

100

200

50

100

50

7

7業務継続計画未策定減算
※令和７年３月３１日までの間は
　適用しない

業務継続計画未策定減算
※令和７年３月３１日までの間は
　適用しない

1

ロ　【日割】
共生70・元
気ヘルプ

サービス費
（Ⅰ）

2-1-1
【元気援助訪問サービスⅠ（サービスA）】
共生70・元気ヘルプⅠ・1割負担・共生型７０

※指定居宅介護事業所において、障害者居宅介護従事者基礎研修過程修了者等が共生型訪問型サービスを行う場合、使用
します。（７０／１００）

サービス内容略称 算定項目

イ　共生70・
元気ヘルプ
サービス費

（Ⅰ）

事業対象者・要支援１・
２（週1回）

729

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上に
サービスを行う場合

90%

事業所と同一建物の利用者50人以上にサービスを行う場合 85%

同一の建物等に居住する利用者の割合が100分の90以上の場合 88%

85%

同一の建物等に居住する利用者の割合が100分の90以上の場合

高齢者虐待防止措置未実施減算

事業所と同一建物の利用者50人以上にサービスを行う場合

90%

88%

事業対象者・要支援１・
２（週1回）

24

1

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上に
サービスを行う場合

- 5 - 2-1-1 訪問型（元気ヘルプⅠ・1割）共生型７０



久留米市総合事業サービスコード 2-1-2 訪問型（元気ヘルプⅡ・1割）共生型７０

サービスコード 合成 算定

種類 項目 自己負担割合 単位数 単位

A3 2020 共生70・元気ヘルプⅡ・1割 1割 1,565 1月につき

A3 2022 共生70・元気ヘルプⅡ・同一90・1割
単位

× 1割 1,409

A3 2004 共生70・元気ヘルプⅡ・同一85・1割 × 1割 1,330

A3 2005 共生70・元気ヘルプⅡ・同一88・1割 × 1割 1,377

A3 2006 共生70・元気ヘルプⅡ・虐待・1割 単位減算 1割 -16

A3 2007 共生70・元気ヘルプⅡ・BCP・1割 単位減算 1割 -16

A3 2120 共生70・元気ヘルプⅡ・日割・1割 1割 51 1日につき

A3 2122 共生70・元気ヘルプⅡ・日割・同一90・1割
単位

× 1割 46

A3 2104 共生70・元気ヘルプⅡ・日割・同一85・1割 × 1割 43

A3 2105 共生70・元気ヘルプⅡ・日割・同一88・1割 × 1割 45

A3 2106 共生70・元気ヘルプⅡ・日割・虐待・1割 単位減算 1割 -1

A3 2107 共生70・元気ヘルプⅡ・日割・BCP・1割 単位減算 1割 -1

A3 2050 共生70・元気ヘルプ初回加算・1割 ニ 初回加算 単位加算 1割 200 1月につき

A3 2052 共生70・元気ヘルプ初回連携加算・1割 ホ 初回連携加算 単位加算 1割 50

A3 2060 共生70・元気ヘルプ生活機能向上連携加算Ⅰ・１割 ヘ 生活機能向上連携加算 (1)生活機能向上連携加算（Ⅰ） 単位加算 1割 100

A3 2061 共生70・元気ヘルプ生活機能向上連携加算Ⅱ・１割 (2)生活機能向上連携加算（Ⅱ） 単位加算 1割 200

A3 2070 共生70・元気ヘルプ口腔連携強化加算・１割 口腔連携強化加算 単位加算 1割 50 1回につき

A3 2600 共生70・元気ヘルプ軽度化加算Ⅰ ト 軽度化加算（利用者負担なし） (1)軽度化加算（Ⅰ） 単位加算 0割 50 1月につき

A3 2610 共生70・元気ヘルプ軽度化加算Ⅱ１ (2)軽度化加算（Ⅱ）イ 単位加算 0割 100

A3 2620 共生70・元気ヘルプ軽度化加算Ⅱ２ (3)軽度化加算（Ⅱ）ロ 単位加算 0割 100

50

100

100

50

200

50

100

200

88%

1

16

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを
行う場合

90%

1高齢者虐待防止措置未実施減算

業務継続計画未策定減算
※令和７年３月３１日までの間は
　適用しない

業務継続計画未策定減算
※令和７年３月３１日までの間は
　適用しない

16高齢者虐待防止措置未実施減算

事業所と同一建物の利用者50人以上にサービスを行う場合 85%

イ　元気ヘル
プサービス

費（Ⅱ）

事業対象者・要支援１・
２（週2回）

51

ロ　【日割】
元気ヘルプ
サービス費

（Ⅱ）

1,565

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上に
サービスを行う場合

90%

事業所と同一建物の利用者50人以上にサービスを行う場合 85%

同一の建物等に居住する利用者の割合が100分の90以上の場合 88%

同一の建物等に居住する利用者の割合が100分の90以上の場合

2-1-2
元気援助訪問サービスⅡ（サービスA）・
元気ヘルプⅡ・1割負担・共生型７０

※指定居宅介護事業所において、障害者居宅介護従事者基礎研修過程修了者等が共生型訪問型サービスを行う場合、使用
します。（７０／１００）

サービス内容略称 算定項目

事業対象者・要支援１・
２（週2回）

- 5 - 2-1-2 訪問型（元気ヘルプⅡ・1割）共生型７０



久留米市総合事業サービスコード 2-1-3 訪問型（元気ヘルプⅢ・1割）共生型７０

サービスコード 合成 算定

種類 項目 自己負担割合 単位数 単位

A3 2030 共生70・元気ヘルプⅢ・1割 1割 2,545 1月につき

A3 2032 共生70・元気ヘルプⅢ・同一90・1割
単位

× 1割 2,291

A3 2008 共生70・元気ヘルプⅢ・同一85・1割 × 1割 2,163

A3 2009 共生70・元気ヘルプⅢ・同一88・1割 × 1割 2,240

A3 2014 共生70・元気ヘルプⅢ・虐待・1割 単位減算 1割 -25

A3 2015 共生70・元気ヘルプⅢ・BCP・1割 単位減算 1割 -25

A3 2130 共生70・元気ヘルプⅢ・日割・1割 1割 84 1日につき

A3 2132 共生70・元気ヘルプⅢ・日割・同一90・1割
単位

× 1割 76

A3 2108 共生70・元気ヘルプⅢ・日割・同一85・1割 × 1割 71

A3 2109 共生70・元気ヘルプⅢ・日割・同一88・1割 × 1割 74

A3 2114 共生70・元気ヘルプⅢ・日割・虐待・1割 単位減算 1割 -1

A3 2115 共生70・元気ヘルプⅢ・日割・BCP・1割 単位減算 1割 -1

A3 2050 共生70・元気ヘルプ初回加算・1割 ニ 初回加算 単位加算 1割 200 1月につき

A3 2052 共生70・元気ヘルプ初回連携加算・1割 ホ 初回連携加算 単位加算 1割 50

A3 2060 共生70・元気ヘルプ生活機能向上連携加算Ⅰ・１割 ヘ 生活機能向上連携加算 (1)生活機能向上連携加算（Ⅰ） 単位加算 1割 100

A3 2061 共生70・元気ヘルプ生活機能向上連携加算Ⅱ・１割 (2)生活機能向上連携加算（Ⅱ） 単位加算 1割 200

A3 2070 共生70・元気ヘルプ口腔連携強化加算・１割 口腔連携強化加算 単位加算 1割 50 1回につき

A3 2600 共生70・元気ヘルプ軽度化加算Ⅰ ト 軽度化加算（利用者負担なし） (1)軽度化加算（Ⅰ） 単位加算 0割 50 1月につき

A3 2610 共生70・元気ヘルプ軽度化加算Ⅱ１ (2)軽度化加算（Ⅱ）イ 単位加算 0割 100

A3 2620 共生70・元気ヘルプ軽度化加算Ⅱ２ (3)軽度化加算（Ⅱ）ロ 単位加算 0割 100

50

100

100

200

50

100

200

2-1-3
【元気援助訪問サービスⅢ（サービスA）】
元気ヘルプⅢ・1割負担・共生型７０

※指定居宅介護事業所において、障害者居宅介護従事者基礎研修過程修了者等が共生型訪問型サービスを行う場合、使用し
ます。（７０／１００）

サービス内容略称 算定項目

イ　元気ヘル
プサービス

費（Ⅲ）

要支援２（週3回）

2,545

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサー
ビスを行う場合

90%

事業所と同一建物の利用者50人以上にサービスを行う場合 85%

同一の建物等に居住する利用者の割合が100分の90以上の場合

25

88%

高齢者虐待防止措置未実施減算 25

ロ　【日割】元
気ヘルプ

サービス費
（Ⅲ）

50

要支援２（週3回）

84

1

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサー
ビスを行う場合

同一の建物等に居住する利用者の割合が100分の90以上の場合

業務継続計画未策定減算
※令和７年３月３１日までの間は
　適用しない

事業所と同一建物の利用者50人以上にサービスを行う場合

業務継続計画未策定減算
※令和７年３月３１日までの間は
　適用しない

85%

88%

高齢者虐待防止措置未実施減算 1

90%

- 5 - 2-1-3 訪問型（元気ヘルプⅢ・1割）共生型７０



久留米市総合事業サービスコード 2-1-4 訪問型（元気ヘルプⅠ・1割）共生型９3

サービスコード 合成 算定

種類 項目 自己負担割合 単位数 単位

A3 3010 共生93・元気ヘルプⅠ・1割 1割 968 1月につき

A3 3012 共生93・元気ヘルプⅠ・同一90・1割
単位

× 1割 871

A3 3000 共生93・元気ヘルプⅠ・同一85・1割 × 1割 823

A3 3001 共生93・元気ヘルプⅠ・同一88・1割 × 1割 852

A3 3002 共生93・元気ヘルプⅠ・虐待・1割 単位減算 1割 -10

A3 3003 共生93・元気ヘルプⅠ・BCP・1割 単位減算 1割 -10

A3 3110 共生93・元気ヘルプⅠ・日割・1割 1割 32 1日につき

A3 3112 共生93・元気ヘルプⅠ・日割・同一90・1割
単位

× 1割 29

A3 3100 共生93・元気ヘルプⅠ・日割・同一85・1割 × 1割 27

A3 3101 共生93・元気ヘルプⅠ・日割・同一88・1割 × 1割 28

A3 3102 共生93・元気ヘルプⅠ・日割・虐待・1割 単位減算 1割 -1

A3 3103 共生93・元気ヘルプⅠ・日割・BCP・1割 単位減算 1割 -1

A3 3050 共生93・元気ヘルプ初回加算・1割 ニ 初回加算 単位加算 1割 200 1月につき

A3 3052 共生93・元気ヘルプ初回連携加算・1割 ホ 初回連携加算 単位加算 1割 50

A3 3060 共生93・元気ヘルプ生活機能向上連携加算Ⅰ・１割 ヘ 生活機能向上連携加算 (1)生活機能向上連携加算（Ⅰ） 単位加算 1割 100

A3 3061 共生93・元気ヘルプ生活機能向上連携加算Ⅱ・１割 (2)生活機能向上連携加算（Ⅱ） 単位加算 1割 200

A3 3070 共生93・元気ヘルプ口腔連携強化加算・１割 口腔連携強化加算 単位加算 1割 50 1回につき

A3 3600 共生93・元気ヘルプ軽度化加算Ⅰ ト 軽度化加算（利用者負担なし） (1)軽度化加算（Ⅰ） 単位加算 0割 50 1月につき

A3 3610 共生93・元気ヘルプ軽度化加算Ⅱ１ (2)軽度化加算（Ⅱ）イ 単位加算 0割 100

A3 3620 共生93・元気ヘルプ軽度化加算Ⅱ２ (3)軽度化加算（Ⅱ）ロ 単位加算 0割 100100

200

50

100

200

50

100

2-1-4
【元気援助訪問サービスⅠ（サービスA）】
元気ヘルプⅠ・1割負担・共生型９３

※指定居宅介護事業所において、重度訪問介護従事者養成研修修了者が共生型訪問型サービスを行う場合、または、指定
重度訪問介護事業所において共生型訪問型サービスを行う場合、使用します。（９３／１００）

サービス内容略称 算定項目

イ　元気ヘ
ルプサービ
ス費（Ⅰ）

事業対象者・要支援１・
２（週1回）

968

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行
う場合 90%

事業所と同一建物の利用者50人以上にサービスを行う場合 85%

同一の建物等に居住する利用者の割合が100分の90以上の場合

10

88%

高齢者虐待防止措置未実施減算 10

ロ　【日割】
元気ヘルプ
サービス費

（Ⅰ）

50

事業対象者・要支援１・
２（週1回）

32

1

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行
う場合

同一の建物等に居住する利用者の割合が100分の90以上の場合

業務継続計画未策定減算
※令和７年３月３１日までの間は
　適用しない

事業所と同一建物の利用者50人以上にサービスを行う場合

業務継続計画未策定減算
※令和７年３月３１日までの間は
　適用しない

85%

88%

高齢者虐待防止措置未実施減算 1

90%

- 6 - 2-1-4 訪問型（元気ヘルプⅠ・1割）共生型９3



久留米市総合事業サービスコード 2-1-5 訪問型（元気ヘルプⅡ・1割）共生型９3

サービスコード 合成 算定

種類 項目 自己負担割合 単位数 単位

A3 3020 共生93・元気ヘルプⅡ・1割 1割 2,079 1月につき

A3 3022 共生93・元気ヘルプⅡ・同一90・1割
単位

× 1割 1,871

A3 3004 共生93・元気ヘルプⅡ・同一85・1割 × 1割 1,767

A3 3005 共生93・元気ヘルプⅡ・同一88・1割 × 1割 1,830

A3 3006 共生93・元気ヘルプⅡ・虐待・1割 単位減算 1割 -21

A3 3007 共生93・元気ヘルプⅡ・BCP・1割 単位減算 1割 -21

A3 3120 共生93・元気ヘルプⅡ・日割・1割 1割 68 1日につき

A3 3122 共生93・元気ヘルプⅡ・日割・同一90・1割
単位

× 1割 61

A3 3104 共生93・元気ヘルプⅡ・日割・同一85・1割 × 1割 58

A3 3105 共生93・元気ヘルプⅡ・日割・同一88・1割 × 1割 60

A3 3106 共生93・元気ヘルプⅡ・日割・虐待・1割 単位減算 1割 -1

A3 3107 共生93・元気ヘルプⅡ・日割・BCP・1割 単位減算 1割 -1

A3 3050 共生93・元気ヘルプ初回加算・1割 ニ 初回加算 単位加算 1割 200 1月につき

A3 3052 共生93・元気ヘルプ初回連携加算・1割 ホ 初回連携加算 単位加算 1割 50

A3 3060 共生93・元気ヘルプ生活機能向上連携加算Ⅰ・１割 ヘ 生活機能向上連携加算 (1)生活機能向上連携加算（Ⅰ） 単位加算 1割 100

A3 3061 共生93・元気ヘルプ生活機能向上連携加算Ⅱ・１割 (2)生活機能向上連携加算（Ⅱ） 単位加算 1割 200

A3 3070 共生93・元気ヘルプ口腔連携強化加算・１割 口腔連携強化加算 単位加算 1割 50 1回につき

A3 3600 共生93・元気ヘルプ軽度化加算Ⅰ ト 軽度化加算（利用者負担なし） (1)軽度化加算（Ⅰ） 単位加算 0割 50 1月につき

A3 3610 共生93・元気ヘルプ軽度化加算Ⅱ１ (2)軽度化加算（Ⅱ）イ 単位加算 0割 100

A3 3620 共生93・元気ヘルプ軽度化加算Ⅱ２ (3)軽度化加算（Ⅱ）ロ 単位加算 0割 100

50

100

100

50

200

50

100

200

2-1-5
【元気援助訪問サービスⅡ（サービスA）】
元気ヘルプⅡ・1割負担・共生型９３

※指定居宅介護事業所において、重度訪問介護従事者養成研修修了者が共生型訪問型サービスを行う場合、または、指定重
度訪問介護事業所において共生型訪問型サービスを行う場合、使用します。（９３／１００）

サービス内容略称 算定項目

イ　元気ヘル
プサービス

費（Ⅱ）

事業対象者・要支援１・
２（週2回）

2,079

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサー
ビスを行う場合

90%

事業所と同一建物の利用者50人以上にサービスを行う場合 85%

同一の建物等に居住する利用者の割合が100分の90以上の場合

21

88%

高齢者虐待防止措置未実施減算 21

ロ　【日割】元
気ヘルプ

サービス費
（Ⅱ）

事業対象者・要支援１・
２（週2回）

68

1

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサー
ビスを行う場合

同一の建物等に居住する利用者の割合が100分の90以上の場合

業務継続計画未策定減算
※令和７年３月３１日までの間は
　適用しない

事業所と同一建物の利用者50人以上にサービスを行う場合

業務継続計画未策定減算
※令和７年３月３１日までの間は
　適用しない

85%

88%

高齢者虐待防止措置未実施減算 1

90%

- 6 - 2-1-5 訪問型（元気ヘルプⅡ・1割）共生型９3



久留米市総合事業サービスコード 2-1-6 訪問型（元気ヘルプⅢ・1割）共生型９3

サービスコード 合成 算定

種類 項目 自己負担割合 単位数 単位

A3 3030 共生93・元気ヘルプⅢ・1割 1割 3,381 1月につき

A3 3032 共生93・元気ヘルプⅢ・同一90・1割
単位

× 1割 3,043

A3 3008 共生93・元気ヘルプⅢ・同一85・1割 × 1割 2,874

A3 3009 共生93・元気ヘルプⅢ・同一88・1割 × 1割 2,975

A3 3014 共生93・元気ヘルプⅢ・虐待・1割 単位減算 1割 -34

A3 3015 共生93・元気ヘルプⅢ・BCP・1割 単位減算 1割 -34

A3 3130 共生93・元気ヘルプⅢ・日割・1割 1割 111 1日につき

A3 3132 共生93・元気ヘルプⅢ・日割・同一90・1割
単位

× 1割 100

A3 3108 共生93・元気ヘルプⅢ・日割・同一85・1割 × 1割 94

A3 3109 共生93・元気ヘルプⅢ・日割・同一88・1割 × 1割 98

A3 3114 共生93・元気ヘルプⅢ・日割・虐待・1割 単位減算 1割 -1

A3 3115 共生93・元気ヘルプⅢ・日割・BCP・1割 単位減算 1割 -1

A3 3050 共生93・元気ヘルプ初回加算・1割 ニ 初回加算 単位加算 1割 200 1月につき

A3 3052 共生93・元気ヘルプ初回連携加算・1割 ホ 初回連携加算 単位加算 1割 50

A3 3060 共生93・元気ヘルプ生活機能向上連携加算Ⅰ・１割 ヘ 生活機能向上連携加算 (1)生活機能向上連携加算（Ⅰ） 単位加算 1割 100

A3 3061 共生93・元気ヘルプ生活機能向上連携加算Ⅱ・１割 (2)生活機能向上連携加算（Ⅱ） 単位加算 1割 200

A3 3070 共生93・元気ヘルプ口腔連携強化加算・１割 口腔連携強化加算 単位加算 1割 50 1回につき

A3 3600 共生93・元気ヘルプ軽度化加算Ⅰ ト 軽度化加算（利用者負担なし） (1)軽度化加算（Ⅰ） 単位加算 0割 50 1月につき

A3 3610 共生93・元気ヘルプ軽度化加算Ⅱ１ (2)軽度化加算（Ⅱ）イ 単位加算 0割 100

A3 3620 共生93・元気ヘルプ軽度化加算Ⅱ２ (3)軽度化加算（Ⅱ）ロ 単位加算 0割 100

50

100

100

50

200

50

100

200

2-1-6
【元気援助訪問サービスⅢ（サービスA）】
元気ヘルプⅢ・1割負担・共生型９３

※指定居宅介護事業所において、重度訪問介護従事者養成研修修了者が共生型訪問型サービスを行う場合、または、指定
重度訪問介護事業所において共生型訪問型サービスを行う場合、使用します。（９３／１００）

サービス内容略称 算定項目

イ　元気ヘ
ルプサービ
ス費（Ⅲ）

要支援２（週3回）

3,381

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上に
サービスを行う場合

90%

事業所と同一建物の利用者50人以上にサービスを行う場合 85%

同一の建物等に居住する利用者の割合が100分の90以上の場合

34

88%

高齢者虐待防止措置未実施減算 34

ロ　【日割】
元気ヘルプ
サービス費

（Ⅲ）

要支援２（週3回）

111

1

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上に
サービスを行う場合

同一の建物等に居住する利用者の割合が100分の90以上の場合

業務継続計画未策定減算
※令和７年３月３１日までの間は
　適用しない

事業所と同一建物の利用者50人以上にサービスを行う場合

業務継続計画未策定減算
※令和７年３月３１日までの間は
　適用しない

85%

88%

高齢者虐待防止措置未実施減算 1

90%

- 6 - 2-1-6 訪問型（元気ヘルプⅢ・1割）共生型９3



久留米市総合事業サービスコード 2-2-1 訪問型（元気ヘルプⅠ・2割）共生型７０

サービスコード 合成 算定

種類 項目 自己負担割合 単位数 単位

A3 2210 共生70・元気ヘルプⅠ・2割 2割 729 1月につき

A3 2212 共生70・元気ヘルプⅠ・同一90・2割
単位

× 2割 656

A3 2200 共生70・元気ヘルプⅠ・同一85・2割 × 2割 620

A3 2201 共生70・元気ヘルプⅠ・同一88・2割 × 2割 642

A3 2202 共生70・元気ヘルプⅠ・虐待・2割 単位減算 2割 -7

A3 2203 共生70・元気ヘルプⅠ・BCP・2割 単位減算 2割 -7

A3 2310 共生70・元気ヘルプⅠ・日割・2割 2割 24 1日につき

A3 2312 共生70・元気ヘルプⅠ・日割・同一90・2割
単位

× 2割 22

A3 2300 共生70・元気ヘルプⅠ・日割・同一85・2割 × 2割 20

A3 2301 共生70・元気ヘルプⅠ・日割・同一88・2割 × 2割 21

A3 2302 共生70・元気ヘルプⅠ・日割・虐待・2割 単位減算 2割 -1

A3 2303 共生70・元気ヘルプⅠ・日割・BCP・2割 単位減算 2割 -1

A3 2250 共生70・元気ヘルプ初回加算・2割 ニ 初回加算 単位加算 2割 200 1月につき

A3 2252 共生70・元気ヘルプ初回連携加算・2割 ホ 初回連携加算 単位加算 2割 50

A3 2260 共生70・元気ヘルプ生活機能向上連携加算Ⅰ・２割 ヘ 生活機能向上連携加算 (1)生活機能向上連携加算（Ⅰ） 単位加算 2割 100

A3 2261 共生70・元気ヘルプ生活機能向上連携加算Ⅱ・２割 (2)生活機能向上連携加算（Ⅱ） 単位加算 2割 200

A3 2270 共生70・元気ヘルプ口腔連携強化加算・2割 口腔連携強化加算 単位加算 2割 50 1回につき

A3 2600 共生70・元気ヘルプ軽度化加算Ⅰ ト 軽度化加算（利用者負担なし） (1)軽度化加算（Ⅰ） 単位加算 0割 50 1月につき

A3 2610 共生70・元気ヘルプ軽度化加算Ⅱ１ (2)軽度化加算（Ⅱ）イ 単位加算 0割 100

A3 2620 共生70・元気ヘルプ軽度化加算Ⅱ２ (3)軽度化加算（Ⅱ）ロ 単位加算 0割 100

50

100

100

50

200

50

100

200

2-2-1
【元気援助訪問サービスⅠ（サービスA）】
元気ヘルプⅠ・2割負担・共生型７０

※指定居宅介護事業所において、障害者居宅介護従事者基礎研修過程修了者等が共生型訪問型サービスを行う場合、使用
します。（７０／１００）

サービス内容略称 算定項目

イ　元気ヘル
プサービス

費（Ⅰ）

事業対象者・要支援１・
２（週1回）

729

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上に
サービスを行う場合

90%

事業所と同一建物の利用者50人以上にサービスを行う場合 85%

同一の建物等に居住する利用者の割合が100分の90以上の場合

7

88%

高齢者虐待防止措置未実施減算 7

ロ　【日割】
元気ヘルプ
サービス費

（Ⅰ）

事業対象者・要支援１・
２（週1回）

24

1

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上に
サービスを行う場合

同一の建物等に居住する利用者の割合が100分の90以上の場合

業務継続計画未策定減算
※令和７年３月３１日までの間は
　適用しない

事業所と同一建物の利用者50人以上にサービスを行う場合

業務継続計画未策定減算
※令和７年３月３１日までの間は
　適用しない

85%

88%

高齢者虐待防止措置未実施減算 1

90%

- 5 - 2-2-1 訪問型（元気ヘルプⅠ・2割）共生型７０



久留米市総合事業サービスコード 2-2-2 訪問型（元気ヘルプⅡ・2割）共生型７０

サービスコード 合成 算定

種類 項目 自己負担割合 単位数 単位

A3 2220 共生70・元気ヘルプⅡ・2割 2割 1,565 1月につき

A3 2222 共生70・元気ヘルプⅡ・同一90・2割
単位

× 2割 1,409

A3 2204 共生70・元気ヘルプⅡ・同一85・2割 × 2割 1,330

A3 2205 共生70・元気ヘルプⅡ・同一88・2割 × 2割 1,377

A3 2206 共生70・元気ヘルプⅡ・虐待・2割 単位減算 2割 -16

A3 2207 共生70・元気ヘルプⅡ・BCP・2割 単位減算 2割 -16

A3 2320 共生70・元気ヘルプⅡ・日割・2割 2割 51 1日につき

A3 2322 共生70・元気ヘルプⅡ・日割・同一90・2割
単位

× 2割 46

A3 2304 共生70・元気ヘルプⅡ・日割・同一85・2割 × 2割 43

A3 2305 共生70・元気ヘルプⅡ・日割・同一88・2割 × 2割 45

A3 2306 共生70・元気ヘルプⅡ・日割・虐待・2割 単位減算 2割 -1

A3 2307 共生70・元気ヘルプⅡ・日割・BCP・2割 単位減算 2割 -1

A3 2250 共生70・元気ヘルプ初回加算・2割 ニ 初回加算 単位加算 2割 200 1月につき

A3 2252 共生70・元気ヘルプ初回連携加算・2割 ホ 初回連携加算 単位加算 2割 50

A3 2260 共生70・元気ヘルプ生活機能向上連携加算Ⅰ・２割 ヘ 生活機能向上連携加算 (1)生活機能向上連携加算（Ⅰ） 単位加算 2割 100

A3 2261 共生70・元気ヘルプ生活機能向上連携加算Ⅱ・２割 (2)生活機能向上連携加算（Ⅱ） 単位加算 2割 200

A3 2270 共生70・元気ヘルプ口腔連携強化加算・2割 口腔連携強化加算 単位加算 2割 50 1回につき

A3 2600 共生70・元気ヘルプ軽度化加算Ⅰ ト 軽度化加算（利用者負担なし） (1)軽度化加算（Ⅰ） 単位加算 0割 50 1月につき

A3 2610 共生70・元気ヘルプ軽度化加算Ⅱ１ (2)軽度化加算（Ⅱ）イ 単位加算 0割 100

A3 2620 共生70・元気ヘルプ軽度化加算Ⅱ２ (3)軽度化加算（Ⅱ）ロ 単位加算 0割 100

業務継続計画未策定減算
※令和７年３月３１日までの間は
　適用しない

16

※令和７年３月３１日までの間は
　適用しない

90%

85%

88%同一の建物等に居住する利用者の割合が100分の90以上の場合

ロ　【日割】
元気ヘルプ
サービス費

（Ⅱ）

100

200

50

100

200

事業対象者・要支援１・
２（週2回）

51

50

1

高齢者虐待防止措置未実施減算 1

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上に
サービスを行う場合

事業所と同一建物の利用者50人以上にサービスを行う場合

50

100

2-2-2
【元気援助訪問サービスⅡ（サービスA）】
元気ヘルプⅡ・2割負担・共生型７０

※指定居宅介護事業所において、障害者居宅介護従事者基礎研修過程修了者等が共生型訪問型サービスを行う場合、使用
します。（７０／１００）

サービス内容略称 算定項目

イ　元気ヘル
プサービス

費（Ⅱ）

事業対象者・要支援１・
２（週2回）

1,565

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上に
サービスを行う場合

90%

事業所と同一建物の利用者50人以上にサービスを行う場合 85%

同一の建物等に居住する利用者の割合が100分の90以上の場合

16

88%

業務継続計画未策定減算

高齢者虐待防止措置未実施減算

- 5 - 2-2-2 訪問型（元気ヘルプⅡ・2割）共生型７０



久留米市総合事業サービスコード 2-2-3 訪問型（元気ヘルプⅢ・2割）共生型７０

サービスコード 合成 算定

種類 項目 自己負担割合 単位数 単位

A3 2230 共生70・元気ヘルプⅢ・2割 2割 2,545 1月につき

A3 2232 共生70・元気ヘルプⅢ・同一90・2割
単位

× 2割 2,291

A3 2208 共生70・元気ヘルプⅢ・同一85・2割 × 2割 2,163

A3 2209 共生70・元気ヘルプⅢ・同一88・2割 × 2割 2,240

A3 2214 共生70・元気ヘルプⅢ・虐待・2割 単位減算 2割 -25

A3 2215 共生70・元気ヘルプⅢ・BCP・2割 単位減算 2割 -25

A3 2330 共生70・元気ヘルプⅢ・日割・2割 2割 84 1日につき

A3 2332 共生70・元気ヘルプⅢ・日割・同一90・2割
単位

× 2割 76

A3 2308 共生70・元気ヘルプⅢ・日割・同一85・2割 × 2割 71

A3 2309 共生70・元気ヘルプⅢ・日割・同一88・2割 × 2割 74

A3 2314 共生70・元気ヘルプⅢ・日割・虐待・2割 単位減算 2割 -1

A3 2315 共生70・元気ヘルプⅢ・日割・BCP・2割 単位減算 2割 -1

A3 2250 共生70・元気ヘルプ初回加算・2割 ニ 初回加算 単位加算 2割 200 1月につき

A3 2252 共生70・元気ヘルプ初回連携加算・2割 ホ 初回連携加算 単位加算 2割 50

A3 2260 共生70・元気ヘルプ生活機能向上連携加算Ⅰ・２割 ヘ 生活機能向上連携加算 (1)生活機能向上連携加算（Ⅰ） 単位加算 2割 100

A3 2261 共生70・元気ヘルプ生活機能向上連携加算Ⅱ・２割 (2)生活機能向上連携加算（Ⅱ） 単位加算 2割 200

A3 2270 共生70・元気ヘルプ口腔連携強化加算・2割 口腔連携強化加算 単位加算 2割 50 1回につき

A3 2600 共生70・元気ヘルプ軽度化加算Ⅰ ト 軽度化加算（利用者負担なし） (1)軽度化加算（Ⅰ） 単位加算 0割 50 1月につき

A3 2610 共生70・元気ヘルプ軽度化加算Ⅱ１ (2)軽度化加算（Ⅱ）イ 単位加算 0割 100

A3 2620 共生70・元気ヘルプ軽度化加算Ⅱ２ (3)軽度化加算（Ⅱ）ロ 単位加算 0割 100

50

100

100

200

50

100

200

2-2-3
【元気援助訪問サービスⅢ（サービスA）】
元気ヘルプⅢ・2割負担・共生型７０

※指定居宅介護事業所において、障害者居宅介護従事者基礎研修過程修了者等が共生型訪問型サービスを行う場合、使用
します。（７０／１００）

サービス内容略称 算定項目

イ　元気ヘル
プサービス

費（Ⅲ）

要支援２（週3回）

2,545

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上に
サービスを行う場合

90%

事業所と同一建物の利用者50人以上にサービスを行う場合 85%

同一の建物等に居住する利用者の割合が100分の90以上の場合

25

88%

高齢者虐待防止措置未実施減算 25

ロ　【日割】
元気ヘルプ
サービス費

（Ⅲ）

50

要支援２（週3回）

84

1

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上に
サービスを行う場合

同一の建物等に居住する利用者の割合が100分の90以上の場合

業務継続計画未策定減算
※令和７年３月３１日までの間は
　適用しない

事業所と同一建物の利用者50人以上にサービスを行う場合

業務継続計画未策定減算
※令和７年３月３１日までの間は
　適用しない

85%

88%

高齢者虐待防止措置未実施減算 1

90%

- 5 - 2-2-3 訪問型（元気ヘルプⅢ・2割）共生型７０



久留米市総合事業サービスコード 2-2-4 訪問型（元気ヘルプⅠ・2割）共生型９3

サービスコード 合成 算定

種類 項目 自己負担割合 単位数 単位

A3 3210 共生93・元気ヘルプⅠ・2割 2割 968 1月につき

A3 3212 共生93・元気ヘルプⅠ・同一90・2割
単位

× 2割 871

A3 3200 共生93・元気ヘルプⅠ・同一85・2割 × 2割 823

A3 3201 共生93・元気ヘルプⅠ・同一88・2割 × 2割 852

A3 3202 共生93・元気ヘルプⅠ・虐待・2割 単位減算 2割 -10

A3 3203 共生93・元気ヘルプⅠ・BCP・2割 単位減算 2割 -10

A3 3310 共生93・元気ヘルプⅠ・日割・2割 2割 32 1日につき

A3 3312 共生93・元気ヘルプⅠ・日割・同一90・2割
単位

× 2割 29

A3 3300 共生93・元気ヘルプⅠ・日割・同一85・2割 × 2割 27

A3 3301 共生93・元気ヘルプⅠ・日割・同一88・2割 × 2割 28

A3 3302 共生93・元気ヘルプⅠ・日割・虐待・2割 単位減算 2割 -1

A3 3303 共生93・元気ヘルプⅠ・日割・BCP・2割 単位減算 2割 -1

A3 3250 共生93・元気ヘルプ初回加算・2割 ニ 初回加算 単位加算 2割 200 1月につき

A3 3252 共生93・元気ヘルプ初回連携加算・2割 ホ 初回連携加算 単位加算 2割 50

A3 3260 共生93・元気ヘルプ生活機能向上連携加算Ⅰ・２割 ヘ 生活機能向上連携加算 (1)生活機能向上連携加算（Ⅰ） 単位加算 2割 100

A3 3261 共生93・元気ヘルプ生活機能向上連携加算Ⅱ・２割 (2)生活機能向上連携加算（Ⅱ） 単位加算 2割 200

A3 3270 共生93・元気ヘルプ口腔連携強化加算・2割 口腔連携強化加算 単位加算 2割 50 1回につき

A3 3600 共生93・元気ヘルプ軽度化加算Ⅰ ト 軽度化加算（利用者負担なし） (1)軽度化加算（Ⅰ） 単位加算 0割 50 1月につき

A3 3610 共生93・元気ヘルプ軽度化加算Ⅱ１ (2)軽度化加算（Ⅱ）イ 単位加算 0割 100

A3 3620 共生93・元気ヘルプ軽度化加算Ⅱ２ (3)軽度化加算（Ⅱ）ロ 単位加算 0割 100

50

100

100

50

200

50

100

200

2-2-4
【元気援助訪問サービスⅠ（サービスA）】
元気ヘルプⅠ・2割負担・共生型９３

※指定居宅介護事業所において、重度訪問介護従事者養成研修修了者が共生型訪問型サービスを行う場合、または、指定
重度訪問介護事業所において共生型訪問型サービスを行う場合、使用します。（９３／１００）

サービス内容略称 算定項目

イ　元気ヘ
ルプサービ
ス費（Ⅰ）

事業対象者・要支援１・
２（週1回）

968

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上に
サービスを行う場合

90%

事業所と同一建物の利用者50人以上にサービスを行う場合 85%

同一の建物等に居住する利用者の割合が100分の90以上の場合

10

88%

高齢者虐待防止措置未実施減算 10

ロ　【日割】
元気ヘルプ
サービス費

（Ⅰ）

事業対象者・要支援１・
２（週1回）

32

1

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上に
サービスを行う場合

同一の建物等に居住する利用者の割合が100分の90以上の場合

業務継続計画未策定減算
※令和７年３月３１日までの間は
　適用しない

事業所と同一建物の利用者50人以上にサービスを行う場合

業務継続計画未策定減算
※令和７年３月３１日までの間は
　適用しない

85%

88%

高齢者虐待防止措置未実施減算 1

90%

- 6 - 2-2-4 訪問型（元気ヘルプⅠ・2割）共生型９3



久留米市総合事業サービスコード 2-2-5 訪問型（元気ヘルプⅡ・2割）共生型９3

サービスコード 合成 算定

種類 項目 自己負担割合 単位数 単位

A3 3220 共生93・元気ヘルプⅡ・2割 2割 2,079 1月につき

A3 3222 共生93・元気ヘルプⅡ・同一90・2割
単位

× 2割 1,871

A3 3204 共生93・元気ヘルプⅡ・同一85・2割 × 2割 1,767

A3 3205 共生93・元気ヘルプⅡ・同一88・2割 × 2割 1,830

A3 3206 共生93・元気ヘルプⅡ・虐待・2割 単位減算 2割 -21

A3 3207 共生93・元気ヘルプⅡ・BCP・2割 単位減算 2割 -21

A3 3320 共生93・元気ヘルプⅡ・日割・2割 2割 68 1日につき

A3 3322 共生93・元気ヘルプⅡ・日割・同一90・2割
単位

× 2割 61

A3 3304 共生93・元気ヘルプⅡ・日割・同一85・2割 × 2割 58

A3 3305 共生93・元気ヘルプⅡ・日割・同一88・2割 × 2割 60

A3 3306 共生93・元気ヘルプⅡ・日割・虐待・2割 単位減算 2割 -1

A3 3307 共生93・元気ヘルプⅡ・日割・BCP・2割 単位減算 2割 -1

A3 3250 共生93・元気ヘルプ初回加算・2割 ニ 初回加算 単位加算 2割 200 1月につき

A3 3252 共生93・元気ヘルプ初回連携加算・2割 ホ 初回連携加算 単位加算 2割 50

A3 3260 共生93・元気ヘルプ生活機能向上連携加算Ⅰ・２割 ヘ 生活機能向上連携加算 (1)生活機能向上連携加算（Ⅰ） 単位加算 2割 100

A3 3261 共生93・元気ヘルプ生活機能向上連携加算Ⅱ・２割 (2)生活機能向上連携加算（Ⅱ） 単位加算 2割 200

A3 3270 共生93・元気ヘルプ口腔連携強化加算・2割 口腔連携強化加算 単位加算 2割 50 1回につき

A3 3600 共生93・元気ヘルプ軽度化加算Ⅰ ト 軽度化加算（利用者負担なし） (1)軽度化加算（Ⅰ） 単位加算 0割 50 1月につき

A3 3610 共生93・元気ヘルプ軽度化加算Ⅱ１ (2)軽度化加算（Ⅱ）イ 単位加算 0割 100

A3 3620 共生93・元気ヘルプ軽度化加算Ⅱ２ (3)軽度化加算（Ⅱ）ロ 単位加算 0割 100

50

100

100

50

200

50

100

200

2-2-5
【元気援助訪問サービスⅡ（サービスA）】
元気ヘルプⅡ・2割負担・共生型９３

※指定居宅介護事業所において、重度訪問介護従事者養成研修修了者が共生型訪問型サービスを行う場合、または、指定
重度訪問介護事業所において共生型訪問型サービスを行う場合、使用します。（９３／１００）

サービス内容略称 算定項目

イ　元気ヘ
ルプサービ
ス費（Ⅱ）

事業対象者・要支援１・
２（週2回）

2,079

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上に
サービスを行う場合

90%

事業所と同一建物の利用者50人以上にサービスを行う場合 85%

同一の建物等に居住する利用者の割合が100分の90以上の場合

21

88%

高齢者虐待防止措置未実施減算 21

ロ　【日割】
元気ヘルプ
サービス費

（Ⅱ）

事業対象者・要支援１・
２（週2回）

68

1

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上に
サービスを行う場合

同一の建物等に居住する利用者の割合が100分の90以上の場合

業務継続計画未策定減算
※令和７年３月３１日までの間は
　適用しない

事業所と同一建物の利用者50人以上にサービスを行う場合

業務継続計画未策定減算
※令和７年３月３１日までの間は
　適用しない

85%

88%

高齢者虐待防止措置未実施減算 1

90%

- 6 - 2-2-5 訪問型（元気ヘルプⅡ・2割）共生型９3



久留米市総合事業サービスコード 2-2-6 訪問型（元気ヘルプⅢ・2割）共生型９3

サービスコード 合成 算定

種類 項目 自己負担割合 単位数 単位

A3 3230 共生93・元気ヘルプⅢ・2割 2割 3,381 1月につき

A3 3232 共生93・元気ヘルプⅢ・同一90・2割
単位

× 2割 3,043

A3 3208 共生93・元気ヘルプⅢ・同一85・2割 × 2割 2,874

A3 3209 共生93・元気ヘルプⅢ・同一88・2割 × 2割 2,975

A3 3214 共生93・元気ヘルプⅢ・虐待・2割 単位減算 2割 -34

A3 3215 共生93・元気ヘルプⅢ・BCP・2割 単位減算 2割 -34

A3 3330 共生93・元気ヘルプⅢ・日割・2割 2割 111 1日につき

A3 3332 共生93・元気ヘルプⅢ・日割・同一90・2割
単位

× 2割 100

A3 3308 共生93・元気ヘルプⅢ・日割・同一85・2割 × 2割 94

A3 3309 共生93・元気ヘルプⅢ・日割・同一88・2割 × 2割 98

A3 3314 共生93・元気ヘルプⅢ・日割・虐待・2割 単位減算 2割 -1

A3 3315 共生93・元気ヘルプⅢ・日割・BCP・2割 単位減算 2割 -1

A3 3250 共生93・元気ヘルプ初回加算・2割 ニ 初回加算 単位加算 2割 200 1月につき

A3 3252 共生93・元気ヘルプ初回連携加算・2割 ホ 初回連携加算 単位加算 2割 50

A3 3260 共生93・元気ヘルプ生活機能向上連携加算Ⅰ・２割 ヘ 生活機能向上連携加算 (1)生活機能向上連携加算（Ⅰ） 単位加算 2割 100

A3 3261 共生93・元気ヘルプ生活機能向上連携加算Ⅱ・２割 (2)生活機能向上連携加算（Ⅱ） 単位加算 2割 200

A3 3270 共生93・元気ヘルプ口腔連携強化加算・2割 口腔連携強化加算 単位加算 2割 50 1回につき

A3 3600 共生93・元気ヘルプ軽度化加算Ⅰ ト 軽度化加算（利用者負担なし） (1)軽度化加算（Ⅰ） 単位加算 0割 50 1月につき

A3 3610 共生93・元気ヘルプ軽度化加算Ⅱ１ (2)軽度化加算（Ⅱ）イ 単位加算 0割 100

A3 3620 共生93・元気ヘルプ軽度化加算Ⅱ２ (3)軽度化加算（Ⅱ）ロ 単位加算 0割 100

50

100

100

200

50

100

200

2-2-6
【元気援助訪問サービスⅢ（サービスA）】
元気ヘルプⅢ・2割負担・共生型９３

※指定居宅介護事業所において、重度訪問介護従事者養成研修修了者が共生型訪問型サービスを行う場合、または、指定
重度訪問介護事業所において共生型訪問型サービスを行う場合、使用します。（９３／１００）

サービス内容略称 算定項目

イ　元気ヘ
ルプサービ
ス費（Ⅲ）

要支援２（週3回）

3,381

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上に
サービスを行う場合

90%

事業所と同一建物の利用者50人以上にサービスを行う場合 85%

同一の建物等に居住する利用者の割合が100分の90以上の場合

34

88%

高齢者虐待防止措置未実施減算 34

ロ　【日割】
元気ヘルプ
サービス費

（Ⅲ）

50

要支援２（週3回）

111

1

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上に
サービスを行う場合

同一の建物等に居住する利用者の割合が100分の90以上の場合

業務継続計画未策定減算
※令和７年３月３１日までの間は
　適用しない

事業所と同一建物の利用者50人以上にサービスを行う場合

業務継続計画未策定減算
※令和７年３月３１日までの間は
　適用しない

85%

88%

高齢者虐待防止措置未実施減算 1

90%

- 6 - 2-2-6 訪問型（元気ヘルプⅢ・2割）共生型９3



久留米市総合事業サービスコード 2-3-1 訪問型（元気ヘルプⅠ・3割）共生型７０

サービスコード 合成 算定

種類 項目 自己負担割合 単位数 単位

A3 2410 共生70・元気ヘルプⅠ・3割 3割 729 1月につき

A3 2412 共生70・元気ヘルプⅠ・同一90・3割
単位

× 3割 656

A3 2400 共生70・元気ヘルプⅠ・同一85・3割 × 3割 620

A3 2401 共生70・元気ヘルプⅠ・同一88・3割 × 3割 642

A3 2402 共生70・元気ヘルプⅠ・虐待・3割 単位減算 3割 -7

A3 2403 共生70・元気ヘルプⅠ・BCP・3割 単位減算 3割 -7

A3 2510 共生70・元気ヘルプⅠ・日割・3割 3割 24 1日につき

A3 2512 共生70・元気ヘルプⅠ・日割・同一90・3割
単位

× 3割 22

A3 2500 共生70・元気ヘルプⅠ・日割・同一85・3割 × 3割 20

A3 2501 共生70・元気ヘルプⅠ・日割・同一88・3割 × 3割 21

A3 2502 共生70・元気ヘルプⅠ・日割・虐待・3割 単位減算 3割 -1

A3 2503 共生70・元気ヘルプⅠ・日割・BCP・3割 単位減算 3割 -1

A3 2450 共生70・元気ヘルプ初回加算・3割 ニ 初回加算 単位加算 3割 200 1月につき

A3 2452 共生70・元気ヘルプ初回連携加算・3割 ホ 初回連携加算 単位加算 3割 50

A3 2460 共生70・元気ヘルプ生活機能向上連携加算Ⅰ・3割 ヘ 生活機能向上連携加算 (1)生活機能向上連携加算（Ⅰ） 単位加算 3割 100

A3 2461 共生70・元気ヘルプ生活機能向上連携加算Ⅱ・3割 (2)生活機能向上連携加算（Ⅱ） 単位加算 3割 200

A3 2470 共生70・元気ヘルプ口腔連携強化加算・3割 口腔連携強化加算 単位加算 3割 50 1回につき

A3 2600 共生70・元気ヘルプ軽度化加算Ⅰ ト 軽度化加算（利用者負担なし） (1)軽度化加算（Ⅰ） 単位加算 0割 50 1月につき

A3 2610 共生70・元気ヘルプ軽度化加算Ⅱ１ (2)軽度化加算（Ⅱ）イ 単位加算 0割 100

A3 2620 共生70・元気ヘルプ軽度化加算Ⅱ２ (3)軽度化加算（Ⅱ）ロ 単位加算 0割 100

50

100

100

50

200

50

100

200

2-3-1
【元気援助訪問サービスⅠ（サービスA）】
元気ヘルプⅠ・3割負担・共生型７０

※指定居宅介護事業所において、障害者居宅介護従事者基礎研修過程修了者等が共生型訪問型サービスを行う場合、使用
します。（７０／１００）

サービス内容略称 算定項目

イ　元気ヘル
プサービス

費（Ⅰ）

事業対象者・要支援１・
２（週1回）

729

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上に
サービスを行う場合

90%

事業所と同一建物の利用者50人以上にサービスを行う場合 85%

同一の建物等に居住する利用者の割合が100分の90以上の場合

7

88%

高齢者虐待防止措置未実施減算 7

ロ　【日割】
元気ヘルプ
サービス費

（Ⅰ）

事業対象者・要支援１・
２（週1回）

24

1

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上に
サービスを行う場合

同一の建物等に居住する利用者の割合が100分の90以上の場合

業務継続計画未策定減算
※令和７年３月３１日までの間は
　適用しない

事業所と同一建物の利用者50人以上にサービスを行う場合

業務継続計画未策定減算
※令和７年３月３１日までの間は
　適用しない

85%

88%

高齢者虐待防止措置未実施減算 1

90%

- 5 - 2-3-1 訪問型（元気ヘルプⅠ・3割）共生型７０



久留米市総合事業サービスコード 2-3-2 訪問型（元気ヘルプⅡ・3割）共生型７０

サービスコード 合成 算定

種類 項目 自己負担割合 単位数 単位

A3 2420 共生70・元気ヘルプⅡ・3割 3割 1,565 1月につき

A3 2422 共生70・元気ヘルプⅡ・同一90・3割
単位

× 3割 1,409

A3 2404 共生70・元気ヘルプⅡ・同一85・3割 × 3割 1,330

A3 2405 共生70・元気ヘルプⅡ・同一88・3割 × 3割 1,377

A3 2406 共生70・元気ヘルプⅡ・虐待・3割 単位減算 3割 -16

A3 2407 共生70・元気ヘルプⅡ・BCP・3割 単位減算 3割 -16

A3 2520 共生70・元気ヘルプⅡ・日割・3割 3割 51 1日につき

A3 2522 共生70・元気ヘルプⅡ・日割・同一90・3割
単位

× 3割 46

A3 2504 共生70・元気ヘルプⅡ・日割・同一85・3割 × 3割 43

A3 2505 共生70・元気ヘルプⅡ・日割・同一88・3割 × 3割 45

A3 2506 共生70・元気ヘルプⅡ・日割・虐待・3割 単位減算 3割 -1

A3 2507 共生70・元気ヘルプⅡ・日割・BCP・3割 単位減算 3割 -1

A3 2450 共生70・元気ヘルプ初回加算・3割 ニ 初回加算 単位加算 3割 200 1月につき

A3 2452 共生70・元気ヘルプ初回連携加算・3割 ホ 初回連携加算 単位加算 3割 50

A3 2460 共生70・元気ヘルプ生活機能向上連携加算Ⅰ・3割 ヘ 生活機能向上連携加算 (1)生活機能向上連携加算（Ⅰ） 単位加算 3割 100

A3 2461 共生70・元気ヘルプ生活機能向上連携加算Ⅱ・3割 (2)生活機能向上連携加算（Ⅱ） 単位加算 3割 200

A3 2470 共生70・元気ヘルプ口腔連携強化加算・3割 口腔連携強化加算 単位加算 3割 50 1回につき

A3 2600 共生70・元気ヘルプ軽度化加算Ⅰ ト 軽度化加算（利用者負担なし） (1)軽度化加算（Ⅰ） 単位加算 0割 50 1月につき

A3 2610 共生70・元気ヘルプ軽度化加算Ⅱ１ (2)軽度化加算（Ⅱ）イ 単位加算 0割 100

A3 2620 共生70・元気ヘルプ軽度化加算Ⅱ２ (3)軽度化加算（Ⅱ）ロ 単位加算 0割 100

50

100

100

50

200

50

100

200

2-3-2
【元気援助訪問サービスⅡ（サービスA）】
元気ヘルプⅡ・3割負担・共生型７０

※指定居宅介護事業所において、障害者居宅介護従事者基礎研修過程修了者等が共生型訪問型サービスを行う場合、使用
します。（７０／１００）

サービス内容略称 算定項目

イ　元気ヘル
プサービス

費（Ⅱ）

事業対象者・要支援１・
２（週2回）

1,565

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上に
サービスを行う場合

90%

事業所と同一建物の利用者50人以上にサービスを行う場合 85%

同一の建物等に居住する利用者の割合が100分の90以上の場合

16

88%

高齢者虐待防止措置未実施減算 16

ロ　【日割】
元気ヘルプ
サービス費

（Ⅱ）

事業対象者・要支援１・
２（週2回）

51

1

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上に
サービスを行う場合

同一の建物等に居住する利用者の割合が100分の90以上の場合

業務継続計画未策定減算
※令和７年３月３１日までの間は
　適用しない

事業所と同一建物の利用者50人以上にサービスを行う場合

業務継続計画未策定減算
※令和７年３月３１日までの間は
　適用しない

85%

88%

高齢者虐待防止措置未実施減算 1

90%

- 5 - 2-3-2 訪問型（元気ヘルプⅡ・3割）共生型７０



久留米市総合事業サービスコード 2-3-3 訪問型（元気ヘルプⅢ・3割）共生型７０

サービスコード 合成 算定

種類 項目 自己負担割合 単位数 単位

A3 2430 共生70・元気ヘルプⅢ・3割 3割 2,545 1月につき

A3 2432 共生70・元気ヘルプⅢ・同一90・3割
単位

× 3割 2,291

A3 2408 共生70・元気ヘルプⅢ・同一85・3割 × 3割 2,163

A3 2409 共生70・元気ヘルプⅢ・同一88・3割 × 3割 2,240

A3 2414 共生70・元気ヘルプⅢ・虐待・3割 単位減算 3割 -25

A3 2415 共生70・元気ヘルプⅢ・BCP・3割 単位減算 3割 -25

A3 2530 共生70・元気ヘルプⅢ・日割・3割 3割 84 1日につき

A3 2532 共生70・元気ヘルプⅢ・日割・同一90・3割
単位

× 3割 76

A3 2508 共生70・元気ヘルプⅢ・日割・同一85・3割 × 3割 71

A3 2509 共生70・元気ヘルプⅢ・日割・同一88・3割 × 3割 74

A3 2514 共生70・元気ヘルプⅢ・日割・虐待・3割 単位減算 3割 -1

A3 2515 共生70・元気ヘルプⅢ・日割・BCP・3割 単位減算 3割 -1

A3 2450 共生70・元気ヘルプ初回加算・3割 ニ 初回加算 単位加算 3割 200 1月につき

A3 2452 共生70・元気ヘルプ初回連携加算・3割 ホ 初回連携加算 単位加算 3割 50

A3 2460 共生70・元気ヘルプ生活機能向上連携加算Ⅰ・3割 ヘ 生活機能向上連携加算 (1)生活機能向上連携加算（Ⅰ） 単位加算 3割 100

A3 2461 共生70・元気ヘルプ生活機能向上連携加算Ⅱ・3割 (2)生活機能向上連携加算（Ⅱ） 単位加算 3割 200

A3 2470 共生70・元気ヘルプ口腔連携強化加算・3割 口腔連携強化加算 単位加算 3割 50 1回につき

A3 2600 共生70・元気ヘルプ軽度化加算Ⅰ ト 軽度化加算（利用者負担なし） (1)軽度化加算（Ⅰ） 単位加算 0割 50 1月につき

A3 2610 共生70・元気ヘルプ軽度化加算Ⅱ１ (2)軽度化加算（Ⅱ）イ 単位加算 0割 100

A3 2620 共生70・元気ヘルプ軽度化加算Ⅱ２ (3)軽度化加算（Ⅱ）ロ 単位加算 0割 100

50

100

100

50

200

50

100

200

2-3-3
【元気援助訪問サービスⅢ（サービスA）】
元気ヘルプⅢ・3割負担・共生型７０

※指定居宅介護事業所において、障害者居宅介護従事者基礎研修過程修了者等が共生型訪問型サービスを行う場合、使用
します。（７０／１００）

サービス内容略称 算定項目

イ　元気ヘル
プサービス

費（Ⅲ）

要支援２（週3回）

2,545

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上に
サービスを行う場合

90%

事業所と同一建物の利用者50人以上にサービスを行う場合 85%

同一の建物等に居住する利用者の割合が100分の90以上の場合

25

88%

高齢者虐待防止措置未実施減算 25

ロ　【日割】
元気ヘルプ
サービス費

（Ⅲ）

要支援２（週3回）

84

1

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上に
サービスを行う場合

同一の建物等に居住する利用者の割合が100分の90以上の場合

業務継続計画未策定減算
※令和７年３月３１日までの間は
　適用しない

事業所と同一建物の利用者50人以上にサービスを行う場合

業務継続計画未策定減算
※令和７年３月３１日までの間は
　適用しない

85%

88%

高齢者虐待防止措置未実施減算 1

90%

- 5 - 2-3-3 訪問型（元気ヘルプⅢ・3割）共生型７０



久留米市総合事業サービスコード 2-3-4 訪問型（元気ヘルプⅠ・3割）共生型９3

サービスコード 合成 算定

種類 項目 自己負担割合 単位数 単位

A3 3410 共生93・元気ヘルプⅠ・3割 3割 968 1月につき

A3 3412 共生93・元気ヘルプⅠ・同一90・3割
単位

× 3割 871

A3 3400 共生93・元気ヘルプⅠ・同一85・3割 × 3割 823

A3 3401 共生93・元気ヘルプⅠ・同一88・3割 × 3割 852

A3 3402 共生93・元気ヘルプⅠ・虐待・3割 単位減算 3割 -10

A3 3403 共生93・元気ヘルプⅠ・BCP・3割 単位減算 3割 -10

A3 3510 共生93・元気ヘルプⅠ・日割・3割 3割 32 1日につき

A3 3512 共生93・元気ヘルプⅠ・日割・同一90・3割
単位

× 3割 29

A3 3500 共生93・元気ヘルプⅠ・日割・同一85・3割 × 3割 27

A3 3501 共生93・元気ヘルプⅠ・日割・同一88・3割 × 3割 28

A3 3502 共生93・元気ヘルプⅠ・日割・虐待・3割 単位減算 3割 -1

A3 3503 共生93・元気ヘルプⅠ・日割・BCP・3割 単位減算 3割 -1

A3 3450 共生93・元気ヘルプ初回加算・3割 ニ 初回加算 単位加算 3割 200 1月につき

A3 3452 共生93・元気ヘルプ初回連携加算・3割 ホ 初回連携加算 単位加算 3割 50

A3 3460 共生93・元気ヘルプ生活機能向上連携加算Ⅰ・３割 ヘ 生活機能向上連携加算 (1)生活機能向上連携加算（Ⅰ） 単位加算 3割 100

A3 3461 共生93・元気ヘルプ生活機能向上連携加算Ⅱ・３割 (2)生活機能向上連携加算（Ⅱ） 単位加算 3割 200

A3 3470 共生93・元気ヘルプ口腔連携強化加算・3割 口腔連携強化加算 単位加算 3割 50 1回につき

A3 3600 共生93・元気ヘルプ軽度化加算Ⅰ ト 軽度化加算（利用者負担なし） (1)軽度化加算（Ⅰ） 単位加算 0割 50 1月につき

A3 3610 共生93・元気ヘルプ軽度化加算Ⅱ１ (2)軽度化加算（Ⅱ）イ 単位加算 0割 100

A3 3620 共生93・元気ヘルプ軽度化加算Ⅱ２ (3)軽度化加算（Ⅱ）ロ 単位加算 0割 100

50

100

100

50

200

50

100

200

2-3-4
【元気援助訪問サービスⅠ（サービスA）】
元気ヘルプⅠ・3割負担・共生型９３

※指定居宅介護事業所において、重度訪問介護従事者養成研修修了者が共生型訪問型サービスを行う場合、または、指定
重度訪問介護事業所において共生型訪問型サービスを行う場合、使用します。（９３／１００）

サービス内容略称 算定項目

イ　元気ヘ
ルプサービ
ス費（Ⅰ）

事業対象者・要支援１・
２（週1回）

968

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上に
サービスを行う場合

90%

事業所と同一建物の利用者50人以上にサービスを行う場合 85%

同一の建物等に居住する利用者の割合が100分の90以上の場合

10

88%

高齢者虐待防止措置未実施減算 10

ロ　【日割】
元気ヘルプ
サービス費

（Ⅰ）

事業対象者・要支援１・
２（週1回）

32

1

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上に
サービスを行う場合

同一の建物等に居住する利用者の割合が100分の90以上の場合

業務継続計画未策定減算
※令和７年３月３１日までの間は
　適用しない

事業所と同一建物の利用者50人以上にサービスを行う場合

業務継続計画未策定減算
※令和７年３月３１日までの間は
　適用しない

85%

88%

高齢者虐待防止措置未実施減算 1

90%

- 6 - 2-3-4 訪問型（元気ヘルプⅠ・3割）共生型９3



久留米市総合事業サービスコード 2-3-5 訪問型（元気ヘルプⅡ・3割）共生型９3

サービスコード 合成 算定

種類 項目 自己負担割合 単位数 単位

A3 3420 共生93・元気ヘルプⅡ・3割 3割 2,079 1月につき

A3 3422 共生93・元気ヘルプⅡ・同一90・3割
単位

× 3割 1,871

A3 3404 共生93・元気ヘルプⅡ・同一85・3割 × 3割 1,767

A3 3405 共生93・元気ヘルプⅡ・同一88・3割 × 3割 1,830

A3 3406 共生93・元気ヘルプⅡ・虐待・3割 単位減算 3割 -21

A3 3407 共生93・元気ヘルプⅡ・BCP・3割 単位減算 3割 -21

A3 3520 共生93・元気ヘルプⅡ・日割・3割 3割 68 1月につき

A3 3522 共生93・元気ヘルプⅡ・日割・同一90・3割
単位

× 3割 61

A3 3504 共生93・元気ヘルプⅡ・日割・同一85・3割 × 3割 58

A3 3505 共生93・元気ヘルプⅡ・日割・同一88・3割 × 3割 60

A3 3506 共生93・元気ヘルプⅡ・日割・虐待・3割 単位減算 3割 -1

A3 3507 共生93・元気ヘルプⅡ・日割・BCP・3割 単位減算 3割 -1

A3 3450 共生93・元気ヘルプ初回加算・3割 ニ 初回加算 単位加算 3割 200 1月につき

A3 3452 共生93・元気ヘルプ初回連携加算・3割 ホ 初回連携加算 単位加算 3割 50

A3 3460 共生93・元気ヘルプ生活機能向上連携加算Ⅰ・３割 ヘ 生活機能向上連携加算 (1)生活機能向上連携加算（Ⅰ） 単位加算 3割 100

A3 3461 共生93・元気ヘルプ生活機能向上連携加算Ⅱ・３割 (2)生活機能向上連携加算（Ⅱ） 単位加算 3割 200

A3 3470 共生93・元気ヘルプ口腔連携強化加算・3割 口腔連携強化加算 単位加算 3割 50 1回につき

A3 3600 共生93・元気ヘルプ軽度化加算Ⅰ ト 軽度化加算（利用者負担なし） (1)軽度化加算（Ⅰ） 単位加算 0割 50 1月につき

A3 3610 共生93・元気ヘルプ軽度化加算Ⅱ１ (2)軽度化加算（Ⅱ）イ 単位加算 0割 100

A3 3620 共生93・元気ヘルプ軽度化加算Ⅱ２ (3)軽度化加算（Ⅱ）ロ 単位加算 0割 100

事業対象者・要支援１・
２（週2回）

68

ロ　【日割】
元気ヘルプ
サービス費

（Ⅱ）

高齢者虐待防止措置未実施減算 1

同一の建物等に居住する利用者の割合が100分の90以上の場合

業務継続計画未策定減算
※令和７年３月３１日までの間は
　適用しない

50

100

100

50

200

50

100

200

88%

21

1

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上に
サービスを行う場合

90%

事業所と同一建物の利用者50人以上にサービスを行う場合 85%

業務継続計画未策定減算
※令和７年３月３１日までの間は
　適用しない

2-3-5
【元気援助訪問サービスⅡ（サービスA）】
元気ヘルプⅡ・3割負担・共生型９３

※指定居宅介護事業所において、重度訪問介護従事者養成研修修了者が共生型訪問型サービスを行う場合、または、指定
重度訪問介護事業所において共生型訪問型サービスを行う場合、使用します。（９３／１００）

サービス内容略称 算定項目

イ　元気ヘ
ルプサービ
ス費（Ⅱ）

事業対象者・要支援１・
２（週2回）

2,079

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上に
サービスを行う場合

90%

事業所と同一建物の利用者50人以上にサービスを行う場合 85%

同一の建物等に居住する利用者の割合が100分の90以上の場合 88%

高齢者虐待防止措置未実施減算 21

- 6 - 2-3-5 訪問型（元気ヘルプⅡ・3割）共生型９3



久留米市総合事業サービスコード 2-3-6 訪問型（元気ヘルプⅢ・3割）共生型９3

サービスコード 合成 算定

種類 項目 自己負担割合 単位数 単位

A3 3430 共生93・元気ヘルプⅢ・3割 3割 3,381 1月につき

A3 3432 共生93・元気ヘルプⅢ・同一90・3割
単位

× 3割 3,043

A3 3408 共生93・元気ヘルプⅢ・同一85・3割 × 3割 2,874

A3 3409 共生93・元気ヘルプⅢ・同一88・3割 × 3割 2,975

A3 3414 共生93・元気ヘルプⅢ・虐待・3割 単位減算 3割 -34

A3 3415 共生93・元気ヘルプⅢ・BCP・3割 単位減算 3割 -34

A3 3530 共生93・元気ヘルプⅢ・日割・3割 3割 111 1日につき

A3 3532 共生93・元気ヘルプⅢ・日割・同一90・3割
単位

× 3割 100

A3 3508 共生93・元気ヘルプⅢ・日割・同一85・3割 × 3割 94

A3 3509 共生93・元気ヘルプⅢ・日割・同一88・3割 × 3割 98

A3 3514 共生93・元気ヘルプⅢ・日割・虐待・3割 単位減算 3割 -1

A3 3515 共生93・元気ヘルプⅢ・日割・BCP・3割 単位減算 3割 -1

A3 3450 共生93・元気ヘルプ初回加算・3割 ニ 初回加算 単位加算 3割 200 1月につき

A3 3452 共生93・元気ヘルプ初回連携加算・3割 ホ 初回連携加算 単位加算 3割 50

A3 3460 共生93・元気ヘルプ生活機能向上連携加算Ⅰ・３割 ヘ 生活機能向上連携加算 (1)生活機能向上連携加算（Ⅰ） 単位加算 3割 100

A3 3461 共生93・元気ヘルプ生活機能向上連携加算Ⅱ・３割 (2)生活機能向上連携加算（Ⅱ） 単位加算 3割 200

A3 3470 共生93・元気ヘルプ口腔連携強化加算・3割 口腔連携強化加算 単位加算 3割 50 1回につき

A3 3600 共生93・元気ヘルプ軽度化加算Ⅰ ト 軽度化加算（利用者負担なし） (1)軽度化加算（Ⅰ） 単位加算 0割 50 1月につき

A3 3610 共生93・元気ヘルプ軽度化加算Ⅱ１ (2)軽度化加算（Ⅱ）イ 単位加算 0割 100

A3 3620 共生93・元気ヘルプ軽度化加算Ⅱ２ (3)軽度化加算（Ⅱ）ロ 単位加算 0割 100

ロ　【日割】
元気ヘルプ
サービス費

（Ⅲ） 同一の建物等に居住する利用者の割合が100分の90以上の場合

高齢者虐待防止措置未実施減算 34

要支援２（週3回）

111

高齢者虐待防止措置未実施減算 1

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行
う場合

1

業務継続計画未策定減算
※令和７年３月３１日までの間は
　適用しない

業務継続計画未策定減算
※令和７年３月３１日までの間は
　適用しない

50

100

100

50

200

50

100

200

2-3-6
【元気援助訪問サービスⅢ（サービスA）】
元気ヘルプⅢ・3割負担・共生型９３

※指定居宅介護事業所において、重度訪問介護従事者養成研修修了者が共生型訪問型サービスを行う場合、または、指定
重度訪問介護事業所において共生型訪問型サービスを行う場合、使用します。（９３／１００）

サービス内容略称 算定項目

要支援２（週3回）

イ　元気ヘ
ルプサービ
ス費（Ⅲ）

3,381

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行
う場合 90%

事業所と同一建物の利用者50人以上にサービスを行う場合 85%

同一の建物等に居住する利用者の割合が100分の90以上の場合 88%

88%

34

90%

事業所と同一建物の利用者50人以上にサービスを行う場合 85%

- 6 - 2-3-6 訪問型（元気ヘルプⅢ・3割）共生型９3



久留米市総合事業サービスコード 3-1-1~3 訪問型（生活ヘルプ）共生型７０

サービスコード 合成 算定

種類 項目 自己負担割合 単位数 単位

1月につき

単位

1日につき

単位

1月につき

単位

1日につき

単位

1月につき

単位

1日につき

単位

事業対象者・要支援１・２ ※1月の中で全部で３回まで 1回につき

単位

サービスコード 合成 算定

種類 項目 自己負担割合 単位数 単位

1月につき

単位

1日につき

単位

1月につき

単位

1日につき

単位

1月につき

単位

1日につき

単位

事業対象者・要支援１・２ ※1月の中で全部で３回まで 1回につき

単位

サービスコード 合成 算定

種類 項目 自己負担割合 単位数 単位

1月につき

単位

1日につき

単位

1月につき

単位

1日につき

単位

1月につき

単位

1日につき

単位

事業対象者・要支援１・２ ※1月の中で全部で３回まで 1回につき

単位

3-1-1
【生活援助訪問サービス（サービスA）】
生活ヘルプ・1割負担・共生型７０

※指定居宅介護事業所において、障害者居宅介護従事者基礎研修過程修了者等が共生型訪問型サービスを行う場合、使用
します。（７０／１００）

3-1-2
【生活援助訪問サービス（サービスA）】
生活ヘルプ・2割負担・共生型７０

3-1-3
【生活援助訪問サービス（サービスA）】
生活ヘルプ・3割負担・共生型７０

3割 179
179

179

A3 2940 共生70・生活ヘルプⅣ・3割
ニ　生活ヘルプ
サービス費（Ⅳ）

イ　生活ヘルプ
サービス費（Ⅰ）

ロ　生活ヘルプ
サービス費（Ⅱ）

ハ　生活ヘルプ
サービス費（Ⅲ）

2960 共生70・生活ヘルプⅡ・日割・3割
事業対象者・要支援１・２

A3 2970 共生70・生活ヘルプⅢ・日割・3割
要支援２

（週3回）
3割 71

71

A3 2860 共生70・生活ヘルプⅣ・2割
ニ　生活ヘルプ
サービス費（Ⅳ）

2割 179

3割 47
（週2回） 47

3割 716
（週1回） 716

サービス内容略称 算定項目

A3 2910 共生70・生活ヘルプⅠ・3割
事業対象者・要支援１・２

A3 2930

A3 2740 共生70・生活ヘルプⅣ・1割
ニ　生活ヘルプ
サービス費（Ⅳ）

2割 71
（週3回） 71

イ　生活ヘルプ
サービス費（Ⅰ）

ロ　生活ヘルプ
サービス費（Ⅱ）

ハ　生活ヘルプ
サービス費（Ⅲ）

（週2回） 47

A3 2890 共生70・生活ヘルプⅢ・日割・2割
要支援２

A3 2850

A3

A3 2800 共生70・生活ヘルプⅠ・2割

事業対象者・要支援１・２
2割 47

（週1回） 24
2割 24

事業対象者・要支援１・２
2割

A3 2870 共生70・生活ヘルプⅠ・日割・2割
事業対象者・要支援１・２

2880

716
（週1回） 716

2割 1,432

共生70・生活ヘルプⅢ・3割
要支援２

3割 2,149

A3 2920 共生70・生活ヘルプⅡ・3割
事業対象者・要支援１・２

3割

A3

（週3回） 2,149

2950 共生70・生活ヘルプⅠ・日割・3割
事業対象者・要支援１・２

3割 24
（週1回）

A3 2840

1,432
（週2回） 1,432

※指定居宅介護事業所において、障害者居宅介護従事者基礎研修過程修了者等が共生型訪問型サービスを行う場合、使用
します。（７０／１００）

24

（週3回） 2,149
2割 2,149

（週2回） 1,432

共生70・生活ヘルプⅢ・2割
要支援２

共生70・生活ヘルプⅡ・日割・2割

共生70・生活ヘルプⅡ・2割
事業対象者・要支援１・２

1割 2,149

（週3回） 71

サービス内容略称

1割 179
179

1割 71

※指定居宅介護事業所において、障害者居宅介護従事者基礎研修過程修了者等が共生型訪問型サービスを行う場合、使用
します。（７０／１００）

算定項目

（回数制）

共生70・生活ヘルプⅢ・日割・1割
要支援２

1割 24
（週1回） 24

イ　生活ヘルプ
サービス費（Ⅰ）

A3 2760 共生70・生活ヘルプⅡ・日割・1割

1割 716
（週1回） 716

A3 2720 共生70・生活ヘルプⅡ・1割
事業対象者・要支援１・２

1割

A3 2750 共生70・生活ヘルプⅠ・日割・1割
事業対象者・要支援１・２

1割 47

1,432

（回数制）

（回数制）

A3

サービス内容略称 算定項目

A3 2710 共生70・生活ヘルプⅠ・1割
事業対象者・要支援１・２

A3 2730 共生70・生活ヘルプⅢ・1割

（週2回） 47

ロ　生活ヘルプ
サービス費（Ⅱ）

ハ　生活ヘルプ
サービス費（Ⅲ）

（週3回） 2,149

要支援２

（週2回） 1,432
事業対象者・要支援１・２

A3 2770

- 14 - 3-1-1~3 訪問型（生活ヘルプ）共生型７０



久留米市総合事業サービスコード 3-2-1~3 訪問型（生活ヘルプ）共生型９３

サービスコード 合成 算定

種類 項目 自己負担割合 単位数 単位

1月につき

単位

1日につき

単位

1月につき

単位

1日につき

単位

1月につき

単位

1日につき

単位

事業対象者・要支援１・２ ※1月の中で全部で３回まで 1回につき

単位

サービスコード 合成 算定

種類 項目 自己負担割合 単位数 単位

1月につき

単位

1日につき

単位

1月につき

単位

1日につき

単位

1月につき

単位

1日につき

単位

事業対象者・要支援１・２ ※1月の中で全部で３回まで 1回につき

単位

サービスコード 合成 算定

種類 項目 自己負担割合 単位数 単位

1月につき

単位

1日につき

単位

1月につき

単位

1日につき

単位

1月につき

単位

1日につき

単位

事業対象者・要支援１・２ ※1月の中で全部で３回まで 1回につき

単位
A3 3940 共生93・生活ヘルプⅣ・3割

ニ　生活ヘルプ
サービス費（Ⅳ）

3割 238
238

A3 3860 共生93・生活ヘルプⅣ・2割
ニ　生活ヘルプ
サービス費（Ⅳ）

2割 238
238

A3 3970 共生93・生活ヘルプⅢ・日割・3割
要支援２

3割 94

共生93・生活ヘルプⅡ・日割・3割 3割 63
（週2回）

A3 3740 共生93・生活ヘルプⅣ・1割
ニ　生活ヘルプ
サービス費（Ⅳ）

1割 238
238

2,855
（週3回） 2,855

A3 3930 共生93・生活ヘルプⅢ・3割
ハ　生活ヘルプ
サービス費（Ⅲ）

要支援２
3割

94

1,903
（週2回） 1,903

A3

3-2-2
【生活援助訪問サービス（サービスA）】
生活ヘルプ・2割負担・共生型９３

3-2-3
【生活援助訪問サービス（サービスA）】
生活ヘルプ・3割負担・共生型９３

3960

A3 3920 共生93・生活ヘルプⅡ・3割
ロ　生活ヘルプ
サービス費（Ⅱ）

事業対象者・要支援１・２
3割

63

事業対象者・要支援１・２

サービス内容略称 算定項目

A3 3910 共生93・生活ヘルプⅠ・3割
イ　生活ヘルプ
サービス費（Ⅰ）

事業対象者・要支援１・２

（週1回） 31

（週1回） 951

A3 3950 共生93・生活ヘルプⅠ・日割・3割
事業対象者・要支援１・２

A3 3890 共生93・生活ヘルプⅢ・日割・2割
要支援２

2割 94
（週3回）

A3 3850 共生93・生活ヘルプⅢ・2割
ハ　生活ヘルプ
サービス費（Ⅲ）

要支援２
2割

94

A3 3880 共生93・生活ヘルプⅡ・日割・2割
事業対象者・要支援１・２

2割 63
（週2回）

A3 3840 共生93・生活ヘルプⅡ・2割
ロ　生活ヘルプ
サービス費（Ⅱ）

事業対象者・要支援１・２
2割

63

サービス内容略称 算定項目

A3 3800 共生93・生活ヘルプⅠ・2割
イ　生活ヘルプ
サービス費（Ⅰ）

事業対象者・要支援１・２

（週1回） 31

（週1回） 951

A3 3870 共生93・生活ヘルプⅠ・日割・2割
事業対象者・要支援１・２

2,855
（週3回） 2,855

A3 3770 共生93・生活ヘルプⅢ・日割・1割
要支援２

1割 94

A3 3730 共生93・生活ヘルプⅢ・1割
ハ　生活ヘルプ
サービス費（Ⅲ）

要支援２

（週3回） 94

1割

1,903
（週2回） 1,903

A3 3760 共生93・生活ヘルプⅡ・日割・1割
事業対象者・要支援１・２

1割 63
（週2回）

A3 3720 共生93・生活ヘルプⅡ・1割
ロ　生活ヘルプ
サービス費（Ⅱ）

事業対象者・要支援１・２
1割

63

1割 951

1割 31
（週1回） 31

3-2-1
【生活援助訪問サービス（サービスA）】
生活ヘルプ・1割負担・共生型９３

※指定居宅介護事業所において、重度訪問介護従事者養成研修修了者が共生型訪問型サービスを行う場合、または、指定
重度訪問介護事業所において共生型訪問型サービスを行う場合、使用します。（９３／１００）

（週1回） 951

A3 3750 共生93・生活ヘルプⅠ・日割・1割
事業対象者・要支援１・２

サービス内容略称 算定項目

A3 3710 共生93・生活ヘルプⅠ・1割
イ　生活ヘルプ
サービス費（Ⅰ）

事業対象者・要支援１・２

（回数制）

（回数制）

（回数制）

※指定居宅介護事業所において、重度訪問介護従事者養成研修修了者が共生型訪問型サービスを行う場合、または、指定
重度訪問介護事業所において共生型訪問型サービスを行う場合、使用します。（９３／１００）

※指定居宅介護事業所において、重度訪問介護従事者養成研修修了者が共生型訪問型サービスを行う場合、または、指定
重度訪問介護事業所において共生型訪問型サービスを行う場合、使用します。（９３／１００）

2割 951

2割 31

1,903
（週2回） 1,903

2,855
（週3回） 2,855

3割 951

3割 31

（週3回）

- 15 - 3-2-1~3 訪問型（生活ヘルプ）共生型９３



久留米市総合事業サービスコード 4-1 通所型（予防デイ）共生型９３

サービスコード 合成 算定

種類 項目 単位数 単位

A6 1213 共生93・通所型独自サービス１回数 事業対象者・要支援１ 単位 405 1回につき

A6 1223 共生93・通所型独自サービス２回数 要支援２ 単位 416

A6 C225 共生93・通所型独自高齢者虐待防止未実施減算１回数 事業対象者・要支援１ 単位減算 -4 1回につき

A6 C226 共生93・通所型独自高齢者虐待防止未実施減算２回数 要支援２ 単位減算 -4

A6 D225 共生93・通所型独自業務継続計画未策定減算１回数 事業対象者・要支援１ 単位減算 -4

A6 D226 共生93・通所型独自業務継続計画未策定減算２回数 要支援２ 単位減算 -4

A6 6227 共生93・通所型独自サービス同一建物減算 単位減算 -87 1回につき

A6 5622 共生93・通所型独自送迎減算 単位減算 -44 片道につき

A6 5020 共生93・通所型独自生活向上グループ活動加算 ロ　生活機能向上グループ活動加算 単位加算 100

A6 6129 共生93・通所型独自サービス若年性認知症利用者受入加算 ニ　若年性認知症利用者受入加算 単位加算 240

A6 6120 共生93・通所型独自サービス栄養アセスメント加算 ホ　栄養アセスメント加算 単位加算 50

A6 5013 共生93・通所型独自サービス栄養改善加算 ヘ　栄養改善加算 単位加算 200

A6 5014 共生93・通所型独自サービス口腔機能向上加算Ⅰ ト　口腔機能向上加算 (1) 口腔機能向上加算（Ⅰ） 単位加算 150

A6 5021 共生93・通所型独自サービス口腔機能向上加算Ⅱ (2) 口腔機能向上加算（Ⅱ） 単位加算 160

A6 6320 共生93・通所型独自一体的サービス提供加算 チ　一体的サービス提供加算 単位加算 480

A6 6021 共生93・通所型独自サービス提供体制加算Ⅰ１ 事業対象者・要支援１ 単位加算 88

A6 6022 共生93・通所型独自サービス提供体制加算Ⅰ２ 要支援２ 単位加算 176

A6 6127 共生93・通所型独自サービス提供体制加算Ⅱ１ 事業対象者・要支援１ 単位加算 72

A6 6128 共生93・通所型独自サービス提供体制加算Ⅱ２ 要支援２ 単位加算 144

A6 6123 共生93・通所型独自サービス提供体制加算Ⅲ１ 事業対象者・要支援１ 単位加算 24

A6 6124 共生93・通所型独自サービス提供体制加算Ⅲ２ 要支援２ 単位加算 48

A6 4011 共生93・通所型独自サービス生活機能向上連携加算Ⅰ ル 生活機能向上連携加算 (1) 生活機能向上連携加算（Ⅰ）（３月に１回を限度） 単位加算 100

A6 4012 共生93・通所型独自サービス生活機能向上連携加算Ⅱ１ (2) 生活機能向上連携加算（Ⅱ） 単位加算 200

A6 6210 共生93・通所型独自サービス口腔栄養スクリーニング加算Ⅰ (1) 口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ）（６月に１回を限度） 単位加算 20 1回につき

A6 6211 共生93・通所型独自サービス口腔栄養スクリーニング加算Ⅱ (2) 口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ）（６月に１回を限度） 単位加算 5

A6 6321 共生93・通所型独自サービス科学的介護推進体制加算 ワ 科学的介護推進体制加算 単位加算 40 1月につき

A6 6100 通所型独自サービス処遇改善加算Ⅰ (1)介護職員等処遇改善加算（Ⅰ） 所定単位数の 92/1000 加算

A6 6110 通所型独自サービス処遇改善加算Ⅱ (2)介護職員等処遇改善加算（Ⅱ） 所定単位数の 90/1000 加算

A6 6111 通所型独自サービス処遇改善加算Ⅲ (3)介護職員等処遇改善加算（Ⅲ） 所定単位数の 80/1000 加算

A6 6380 通所型独自サービス処遇改善加算Ⅳ (4)介護職員等処遇改善加算（Ⅳ） 所定単位数の 64/1000 加算

A6 6381 通所型独自サービス処遇改善加算Ⅴ１ (5)介護職員等処遇改善加算（Ⅴ） 1 所定単位数の 81/1000 加算

A6 6382 通所型独自サービス処遇改善加算Ⅴ２ 2 所定単位数の 76/1000 加算

A6 6383 通所型独自サービス処遇改善加算Ⅴ３ 3 所定単位数の 79/1000 加算

A6 6384 通所型独自サービス処遇改善加算Ⅴ４ 4 所定単位数の 74/1000 加算

A6 6385 通所型独自サービス処遇改善加算Ⅴ５ 5 所定単位数の 65/1000 加算

A6 6386 通所型独自サービス処遇改善加算Ⅴ６ 6 所定単位数の 63/1000 加算

A6 6387 通所型独自サービス処遇改善加算Ⅴ７ 7 所定単位数の 56/1000 加算

A6 6388 通所型独自サービス処遇改善加算Ⅴ８ 8 所定単位数の 69/1000 加算

A6 6389 通所型独自サービス処遇改善加算Ⅴ９ 9 所定単位数の 54/1000 加算

A6 6390 通所型独自サービス処遇改善加算Ⅴ１０ 10 所定単位数の 45/1000 加算

A6 6391 通所型独自サービス処遇改善加算Ⅴ１１ 11 所定単位数の 53/1000 加算

A6 6392 通所型独自サービス処遇改善加算Ⅴ１２ 12 所定単位数の 43/1000 加算

A6 6393 通所型独自サービス処遇改善加算Ⅴ１３ 13 所定単位数の 44/1000 加算

A6 6394 通所型独自サービス処遇改善加算Ⅴ１４ 14 所定単位数の 33/1000 加算

A6 6118 通所型独自サービス特定処遇改善加算Ⅰ (1)介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） 所定単位数の 12/1000 加算

A6 6119 通所型独自サービス特定処遇改善加算Ⅱ (2)介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ） 所定単位数の 10/1000 加算

A6 6114 通所型独自サービスベースアップ等支援加算 タ 介護職員等ベースアップ等支援加算 所定単位数の 11/1000 加算

事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用す
る者に通所型サービス（独自）を行う場合

事業所が送迎を行わない場合

※介護職員等処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算は、通所型サービス（従前相当）のサービスコードと同じです。

144

ヨ 介護職員等特定処遇改
善加算

ヲ 口腔・栄養スクリーニング加算 20

5

40

カ 介護職員処遇改善加算

(3) サービス提供体制
強化加算（Ⅲ） 24

48

100

200

(2) サービス提供体制
強化加算（Ⅱ） 72

160

480

ヌ サービス提供体制強化
加算

(1) サービス提供体制
強化加算（Ⅰ） 88

176

240

50

200

150

100

サービス内容略称 算定項目

イ　通所型サービス費
（独自）

※１月の中で全部で４回まで 405

※１月の中で全部で５回から８回まで 416

※指定生活介護事業所において、共生型共生93・通所型サービスを行う場合、使用します。（９３／１００）

87

44

高齢者虐待防止措置
未実施減算 ※１月の中で全部で４回まで 4

※１月の中で全部で８回まで 4

業務継続計画未策定
減算

※１月の中で全部で４回まで 4

※１月の中で全部で８回まで 4

4-1
【介護予防通所サービス（国基準）】
予防デイ・共生型９３

- 16 - 4-1 通所型（予防デイ）共生型９３



久留米市総合事業サービスコード 4-2 通所型（予防デイ）共生型９５

サービスコード 合成 算定

種類 項目 単位数 単位

A6 1313 共生95・通所型独自サービス１回数 事業対象者・要支援１ 単位 414 1回につき

A6 1323 共生95・通所型独自サービス２回数 要支援２ 単位 425

A6 C235 共生95・通所型独自高齢者虐待防止未実施減算１回数 事業対象者・要支援１ 単位減算 -4 1回につき

A6 C236 共生95・通所型独自高齢者虐待防止未実施減算２回数 要支援２ 単位減算 -4

A6 D235 共生95・通所型独自業務継続計画未策定減算１回数 事業対象者・要支援１ 単位減算 -4

A6 D236 共生95・通所型独自業務継続計画未策定減算２回数 要支援２ 単位減算 -4

A6 6237 共生95・通所型独自サービス同一建物減算 単位減算 -89 1回につき

A6 5632 共生95・通所型独自送迎減算 単位減算 -45 片道につき

A6 5030 共生95・通所型独自生活向上グループ活動加算 ロ　生活機能向上グループ活動加算 単位加算 100

A6 6139 共生95・通所型独自サービス若年性認知症利用者受入加算 ニ　若年性認知症利用者受入加算 単位加算 240

A6 6130 共生95・通所型独自サービス栄養アセスメント加算 ホ　栄養アセスメント加算 単位加算 50

A6 5023 共生95・通所型独自サービス栄養改善加算 ヘ　栄養改善加算 単位加算 200

A6 5024 共生95・通所型独自サービス口腔機能向上加算Ⅰ ト　口腔機能向上加算 (1) 口腔機能向上加算（Ⅰ） 単位加算 150

A6 5031 共生95・通所型独自サービス口腔機能向上加算Ⅱ (2) 口腔機能向上加算（Ⅱ） 単位加算 160

A6 6330 共生95・通所型独自一体的サービス提供加算 チ　一体的サービス提供加算 単位加算 480

A6 6031 共生95・通所型独自サービス提供体制加算Ⅰ１ 事業対象者・要支援１ 単位加算 88

A6 6032 共生95・通所型独自サービス提供体制加算Ⅰ２ 要支援２ 単位加算 176

A6 6137 共生95・通所型独自サービス提供体制加算Ⅱ１ 事業対象者・要支援１ 単位加算 72

A6 6138 共生95・通所型独自サービス提供体制加算Ⅱ２ 要支援２ 単位加算 144

A6 6133 共生95・通所型独自サービス提供体制加算Ⅲ１ 事業対象者・要支援１ 単位加算 24

A6 6134 共生95・通所型独自サービス提供体制加算Ⅲ２ 要支援２ 単位加算 48

A6 4021 共生95・通所型独自サービス生活機能向上連携加算Ⅰ ル 生活機能向上連携加算 (1) 生活機能向上連携加算（Ⅰ）（３月に１回を限度） 単位加算 100

A6 4022 共生95・通所型独自サービス生活機能向上連携加算Ⅱ１ (2) 生活機能向上連携加算（Ⅱ） 単位加算 200

A6 6220 共生95・通所型独自サービス口腔栄養スクリーニング加算Ⅰ (1) 口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ）（６月に１回を限度） 単位加算 20

A6 6221 共生95・通所型独自サービス口腔栄養スクリーニング加算Ⅱ (2) 口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ）（６月に１回を限度） 単位加算 5 1月につき

A6 6331 共生95・通所型独自サービス科学的介護推進体制加算 ワ 科学的介護推進体制加算 単位加算 40

A6 6100 通所型独自サービス処遇改善加算Ⅰ (1)介護職員等処遇改善加算（Ⅰ） 所定単位数の 92/1000 加算

A6 6110 通所型独自サービス処遇改善加算Ⅱ (2)介護職員等処遇改善加算（Ⅱ） 所定単位数の 90/1000 加算

A6 6111 通所型独自サービス処遇改善加算Ⅲ (3)介護職員等処遇改善加算（Ⅲ） 所定単位数の 80/1000 加算

A6 6380 通所型独自サービス処遇改善加算Ⅳ (4)介護職員等処遇改善加算（Ⅳ） 所定単位数の 64/1000 加算

A6 6381 通所型独自サービス処遇改善加算Ⅴ１ (5)介護職員等処遇改善加算（Ⅴ） 1 所定単位数の 81/1000 加算

A6 6382 通所型独自サービス処遇改善加算Ⅴ２ 2 所定単位数の 76/1000 加算

A6 6383 通所型独自サービス処遇改善加算Ⅴ３ 3 所定単位数の 79/1000 加算

A6 6384 通所型独自サービス処遇改善加算Ⅴ４ 4 所定単位数の 74/1000 加算

A6 6385 通所型独自サービス処遇改善加算Ⅴ５ 5 所定単位数の 65/1000 加算

A6 6386 通所型独自サービス処遇改善加算Ⅴ６ 6 所定単位数の 63/1000 加算

A6 6387 通所型独自サービス処遇改善加算Ⅴ７ 7 所定単位数の 56/1000 加算

A6 6388 通所型独自サービス処遇改善加算Ⅴ８ 8 所定単位数の 69/1000 加算

A6 6389 通所型独自サービス処遇改善加算Ⅴ９ 9 所定単位数の 54/1000 加算

A6 6390 通所型独自サービス処遇改善加算Ⅴ１０ 10 所定単位数の 45/1000 加算

A6 6391 通所型独自サービス処遇改善加算Ⅴ１１ 11 所定単位数の 53/1000 加算

A6 6392 通所型独自サービス処遇改善加算Ⅴ１２ 12 所定単位数の 43/1000 加算

A6 6393 通所型独自サービス処遇改善加算Ⅴ１３ 13 所定単位数の 44/1000 加算

A6 6394 通所型独自サービス処遇改善加算Ⅴ１４ 14 所定単位数の 33/1000 加算

A6 6118 通所型独自サービス特定処遇改善加算Ⅰ (1)介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） 所定単位数の 12/1000 加算

A6 6119 通所型独自サービス特定処遇改善加算Ⅱ (2)介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ） 所定単位数の 10/1000 加算

A6 6114 通所型独自サービスベースアップ等支援加算 タ 介護職員等ベースアップ等支援加算 所定単位数の 11/1000 加算

100

160

480

(3) サービス提供体制
強化加算（Ⅲ） 24

48

(2) サービス提供体制
強化加算（Ⅱ） 72

144

ヌ サービス提供体制強化
加算

(1) サービス提供体制
強化加算（Ⅰ） 88

176

事業所が送迎を行わない場合

89
事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用す
る者に通所型サービス（独自）を行う場合

425

240

※１月の中で全部で５回から８回まで

100

45

高齢者虐待防止措置
未実施減算 ※１月の中で全部で４回まで 4

※１月の中で全部で８回まで 4

※指定自立訓練事業所において、共生型通所型サービスを行う場合、使用します。（９５／１００）

サービス内容略称 算定項目

イ　通所型サービス費
（独自）

414

4-2
【介護予防通所サービス（国基準）】
予防デイ・共生型９５

※１月の中で全部で４回まで

※介護職員等処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算は、通所型サービス（従前相当）のサービスコードと同じです。

業務継続計画未策定
減算

※１月の中で全部で４回まで 4

※１月の中で全部で８回まで 4

200

150

50

ヨ 介護職員等特定処遇改
善加算

200

5

カ 介護職員処遇改善加算

40

ヲ 口腔・栄養スクリーニング加算 20

- 18 - 4-2 通所型（予防デイ）共生型９５



久留米市総合事業サービスコード 4-3 通所型（予防デイ）共生型９０

サービスコード 合成 算定

種類 項目 単位数 単位

A6 1413 共生90・通所型独自サービス１回数 事業対象者・要支援１ 単位 392 1回につき

A6 1423 共生90・通所型独自サービス２回数 要支援２ 単位 402

A6 C245 共生90・通所型独自高齢者虐待防止未実施減算１回数 事業対象者・要支援１ 単位減算 -4 1回につき

A6 C246 共生90・通所型独自高齢者虐待防止未実施減算２回数 要支援２ 単位減算 -4

A6 D245 共生90・通所型独自業務継続計画未策定減算１回数 事業対象者・要支援１ 単位減算 -4

A6 D246 共生90・通所型独自業務継続計画未策定減算２回数 要支援２ 単位減算 -4

A6 6247 共生90・通所型独自サービス同一建物減算 単位減算 -85 1回につき

A6 5642 共生90・通所型独自送迎減算 単位減算 -42 片道につき

A6 5040 共生90・通所型独自生活向上グループ活動加算 ロ　生活機能向上グループ活動加算 単位加算 100

A6 6149 共生90・通所型独自サービス若年性認知症利用者受入加算 ニ　若年性認知症利用者受入加算 単位加算 240

A6 6140 共生90・通所型独自サービス栄養アセスメント加算 ホ　栄養アセスメント加算 単位加算 50

A6 5033 共生90・通所型独自サービス栄養改善加算 ヘ　栄養改善加算 単位加算 200

A6 5034 共生90・通所型独自サービス口腔機能向上加算Ⅰ ト　口腔機能向上加算 (1) 口腔機能向上加算（Ⅰ） 単位加算 150

A6 5041 共生90・通所型独自サービス口腔機能向上加算Ⅱ (2) 口腔機能向上加算（Ⅱ） 単位加算 160

A6 6340 共生90・通所型独自一体的サービス提供加算 一体的サービス提供加算 単位加算 480

A6 6041 共生90・通所型独自サービス提供体制加算Ⅰ１ 事業対象者・要支援１ 単位加算 88

A6 6042 共生90・通所型独自サービス提供体制加算Ⅰ２ 要支援２ 単位加算 176

A6 6147 共生90・通所型独自サービス提供体制加算Ⅱ１ 事業対象者・要支援１ 単位加算 72

A6 6148 共生90・通所型独自サービス提供体制加算Ⅱ２ 要支援２ 単位加算 144

A6 6143 共生90・通所型独自サービス提供体制加算Ⅲ１ 事業対象者・要支援１ 単位加算 24

A6 6144 共生90・通所型独自サービス提供体制加算Ⅲ２ 要支援２ 単位加算 48

A6 4031 共生90・通所型独自サービス生活機能向上連携加算Ⅰ ル 生活機能向上連携加算 (1) 生活機能向上連携加算（Ⅰ）（３月に１回を限度） 単位加算 100

A6 4032 共生90・通所型独自サービス生活機能向上連携加算Ⅱ１ (2) 生活機能向上連携加算（Ⅱ） 単位加算 200

A6 6230 共生90・通所型独自サービス口腔栄養スクリーニング加算Ⅰ (1) 口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ）（６月に１回を限度） 単位加算 20 1回につき

A6 6231 共生90・通所型独自サービス口腔栄養スクリーニング加算Ⅱ (2) 口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ）（６月に１回を限度） 単位加算 5

A6 6341 共生90・通所型独自サービス科学的介護推進体制加算 ワ 科学的介護推進体制加算 単位加算 40 1月につき

A6 6100 通所型独自サービス処遇改善加算Ⅰ (1)介護職員等処遇改善加算（Ⅰ） 所定単位数の 92/1000 加算

A6 6110 通所型独自サービス処遇改善加算Ⅱ (2)介護職員等処遇改善加算（Ⅱ） 所定単位数の 90/1000 加算

A6 6111 通所型独自サービス処遇改善加算Ⅲ (3)介護職員等処遇改善加算（Ⅲ） 所定単位数の 80/1000 加算

A6 6380 通所型独自サービス処遇改善加算Ⅳ (4)介護職員等処遇改善加算（Ⅳ） 所定単位数の 64/1000 加算

A6 6381 通所型独自サービス処遇改善加算Ⅴ１ (5)介護職員等処遇改善加算（Ⅴ） 1 所定単位数の 81/1000 加算

A6 6382 通所型独自サービス処遇改善加算Ⅴ２ 2 所定単位数の 76/1000 加算

A6 6383 通所型独自サービス処遇改善加算Ⅴ３ 3 所定単位数の 79/1000 加算

A6 6384 通所型独自サービス処遇改善加算Ⅴ４ 4 所定単位数の 74/1000 加算

A6 6385 通所型独自サービス処遇改善加算Ⅴ５ 5 所定単位数の 65/1000 加算

A6 6386 通所型独自サービス処遇改善加算Ⅴ６ 6 所定単位数の 63/1000 加算

A6 6387 通所型独自サービス処遇改善加算Ⅴ７ 7 所定単位数の 56/1000 加算

A6 6388 通所型独自サービス処遇改善加算Ⅴ８ 8 所定単位数の 69/1000 加算

A6 6389 通所型独自サービス処遇改善加算Ⅴ９ 9 所定単位数の 54/1000 加算

A6 6390 通所型独自サービス処遇改善加算Ⅴ１０ 10 所定単位数の 45/1000 加算

A6 6391 通所型独自サービス処遇改善加算Ⅴ１１ 11 所定単位数の 53/1000 加算

A6 6392 通所型独自サービス処遇改善加算Ⅴ１２ 12 所定単位数の 43/1000 加算

A6 6393 通所型独自サービス処遇改善加算Ⅴ１３ 13 所定単位数の 44/1000 加算

A6 6394 通所型独自サービス処遇改善加算Ⅴ１４ 14 所定単位数の 33/1000 加算

A6 6118 通所型独自サービス特定処遇改善加算Ⅰ (1)介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） 所定単位数の 12/1000 加算

A6 6119 通所型独自サービス特定処遇改善加算Ⅱ (2)介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ） 所定単位数の 10/1000 加算

A6 6114 通所型独自サービスベースアップ等支援加算 タ 介護職員等ベースアップ等支援加算 所定単位数の 11/1000 加算

4-3
【介護予防通所サービス（国基準）】
予防デイ・共生型９０

※１月の中で全部で４回まで

※指定児童発達支援事業所、または指定放課後等デイサービス事業所において、共生型通所型サービスを行う場合、使用しま
す。（９０／１００）

事業所が送迎を行わない場合

サービス内容略称 算定項目

イ　通所型サービス費
（独自）

392

高齢者虐待防止措置
未実施減算 ※１月の中で全部で４回まで 4

業務継続計画未策定
減算

402

事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用す
る者に通所型サービス（独自）を行う場合

100

※１月の中で全部で５回から８回まで

※１月の中で全部で８回まで 4

※１月の中で全部で４回まで 4

※１月の中で全部で８回まで 4

42

85

240

200

150

50

160

480

24

48

ヌ サービス提供体制強化
加算

(1) サービス提供体制
強化加算（Ⅰ） 88

176

(3) サービス提供体制
強化加算（Ⅲ）

20

(2) サービス提供体制
強化加算（Ⅱ） 72

144

※介護職員等処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算は、通所型サービス（従前相当）のサービスコードと同じです。

ヨ 介護職員等特定処遇改
善加算

200

5

カ 介護職員処遇改善加算

40

100

ヲ 口腔・栄養スクリーニング加算

- 19 - 4-3 通所型（予防デイ）共生型９０



久留米市総合事業サービスコード 5-1-1 通所型（元気デイ１・1割）共生型９３【事業、支1】

サービスコード 合成 算定

種類 項目 自己負担割合 単位数 単位

A7 2010 共生93・元気デイ１（２－３）・1割 1割 180 1回につき

A7 2011 共生93・元気デイ同一建物減算１（２－３）・1割 単位 × 1割 162

A7 2000 共生93・元気デイ送迎減算１（２－３）・1割 × 1割 162

A7 2001 共生93・元気デイ１（２－３）・虐待・1割 単位減算 1割 -2

A7 2002 共生93・元気デイ１（２－３）・BCP・1割 単位減算 1割 -2

A7 2012 共生93・元気デイ１（３－５）・1割 1割 195 1回につき

A7 2013 共生93・元気デイ同一建物減算１（３－５）・1割 単位 × 1割 176

A7 2003 共生93・元気デイ送迎減算１（３－５）・1割 × 1割 176

A7 2004 共生93・元気デイ１（３－５）・虐待・1割 単位減算 1割 -2

A7 2005 共生93・元気デイ１（３－５）・BCP・1割 単位減算 1割 -2

A7 2050 共生93・元気デイ生活向上グループ活動加算・1割 ハ　生活機能向上グループ活動加算 単位加算 1割 100 1月につき

A7 2075 共生93・元気デイ栄養アセスメント加算 ニ　栄養アセスメント加算 単位加算 1割 50

A7 2052 共生93・元気デイ栄養改善加算・1割 ホ　栄養改善加算 単位加算 1割 200

A7 2053 共生93・元気デイ口腔機能向上加算Ⅰ・1割 ヘ　口腔機能向上加算 (1) 口腔機能向上加算（Ⅰ） 単位加算 1割 150

A7 2059 共生93・元気デイ口腔機能向上加算Ⅱ・1割 (2) 口腔機能向上加算（Ⅱ） 単位加算 1割 160

A7 2085 共生93・元気デイ一体的サービス提供加算・1割 ト　一体的サービス提供加算 単位加算 1割 480

A7 2058 共生93・元気デイ若年性認知症利用者受入加算・1割 チ　若年性認知症利用者受入加算 単位加算 1割 240

A7 2064 共生93・元気デイ生活機能向上連携加算Ⅰ･1割 ヌ 生活機能向上連携加算 (1) 生活機能向上連携加算（Ⅰ）（３月に１回を限度） 単位加算 1割 100

A7 2061 共生93・元気デイ生活機能向上連携加算Ⅱ１･1割 (2) 生活機能向上連携加算（Ⅱ） 単位加算 1割 200

A7 2065 共生93・元気デイ口腔・栄養スクリーニング加算Ⅰ・1割 (1) 口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ）（６月に１回を限度） 単位加算 1割 20 1回につき

A7 2063 共生93・元気デイ口腔・栄養スクリーニング加算Ⅱ・1割 (2) 口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ）（６月に１回を限度） 単位加算 1割 5

A7 2081 共生93・元気デイ科学的介護推進体制加算 ヲ 科学的介護推進体制加算 単位加算 1割 40 1月につき

A7 2072 共生93・元気デイ口腔ケア加算１・1割 ワ　口腔ケア加算 (1)口腔ケア加算１（事業対象者・要支援１） 単位加算 1割 15 1回につき

A7 2073 共生93・元気デイ口腔ケア加算２・1割 ※１月の中で全部で８回まで (2)口腔ケア加算２（要支援２） 単位加算 1割 20

A7 2600 共生93・元気デイ軽度化加算Ⅰ (1)軽度化加算（Ⅰ） 単位加算 0割 50 1月につき

A7 2610 共生93・元気デイ軽度化加算Ⅱ１ (2)軽度化加算（Ⅱ）イ 単位加算 0割 100

A7 2620 共生93・元気デイ軽度化加算Ⅱ２ (3)軽度化加算（Ⅱ）ロ 単位加算 0割 100

事業対象者・要支援１

195
事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者に通所型サービス
（独自）を行う場合 90%ロ　通所型

サービス費
（元気デイ）

（３時間以上
５時間未満）

事業所が送迎を行わない場合 90%

業務継続計画未策定減算 2

高齢者虐待防止措置未実施減算 2

100

100

240

50

160

200

150

480

20

200

100

ル 口腔・栄養スクリーニング加算

5

カ 軽度化加算
（利用者負担なし）

40

50

100

20

15

90%

5-1-1
【元気向上通所サービス（サービスA）】
元気デイ１・１割負担・共生型９３

※指定生活介護事業所において、共生型通所型サービスを行う場合、使用します。（９３／１００）

サービス内容略称 算定項目

事業対象者・要支援１

事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者に通所型サービス
（独自）を行う場合 90%イ　通所型

サービス費
（元気デイ）

（２時間以上
３時間未満）

業務継続計画未策定減算 2

高齢者虐待防止措置未実施減算 2

180

事業所が送迎を行わない場合
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久留米市総合事業サービスコード 5-1-2 通所型（元気デイ２・1割）共生型９３【支2】

サービスコード 合成 算定

種類 項目 自己負担割合 単位数 単位

A7 2020 共生93・元気デイ２（２－３）・1割 1割 358 1回につき

A7 2021 共生93・元気デイ同一建物減算２（２－３）・1割 単位 × 1割 322

A7 2006 共生93・元気デイ送迎減算２（２－３）・1割 × 1割 322

A7 2007 共生93・元気デイ２（２－３）・虐待・1割 単位減算 1割 -4

A7 2008 共生93・元気デイ２（２－３）・BCP・1割 単位減算 1割 -4

A7 2022 共生93・元気デイ２（３－５）・1割 1割 402 1回につき

A7 2023 共生93・元気デイ同一建物減算２（３－５）・1割 単位 × 1割 362

A7 2009 共生93・元気デイ送迎減算２（３－５）・1割 × 1割 362

A7 2014 共生93・元気デイ２（３－５）・虐待・1割 単位減算 1割 -4

A7 2015 共生93・元気デイ２（３－５）・BCP・1割 単位減算 1割 -4

A7 2050 共生93・元気デイ生活向上グループ活動加算・1割 ハ　生活機能向上グループ活動加算 単位加算 1割 100 1月につき

A7 2075 共生93・元気デイ栄養アセスメント加算 ニ　栄養アセスメント加算 単位加算 1割 50

A7 2052 共生93・元気デイ栄養改善加算・1割 ホ　栄養改善加算 単位加算 1割 200

A7 2053 共生93・元気デイ口腔機能向上加算Ⅰ・1割 ヘ　口腔機能向上加算 (1) 口腔機能向上加算（Ⅰ） 単位加算 1割 150

A7 2059 共生93・元気デイ口腔機能向上加算Ⅱ・1割 (2) 口腔機能向上加算（Ⅱ） 単位加算 1割 160

A7 2085 共生93・元気デイ一体的サービス提供加算・1割 ト　一体的サービス提供加算 単位加算 1割 480

A7 2058 共生93・元気デイ若年性認知症利用者受入加算・1割 チ　若年性認知症利用者受入加算 単位加算 1割 240

A7 2064 共生93・元気デイ生活機能向上連携加算Ⅰ･1割 ヌ 生活機能向上連携加算 (1) 生活機能向上連携加算（Ⅰ）（３月に１回を限度） 単位加算 1割 100

A7 2061 共生93・元気デイ生活機能向上連携加算Ⅱ１･1割 (2) 生活機能向上連携加算（Ⅱ） 単位加算 1割 200

A7 2065 共生93・元気デイ口腔・栄養スクリーニング加算Ⅰ・1割 (1) 口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ）（６月に１回を限度） 単位加算 1割 20 1回につき

A7 2063 共生93・元気デイ口腔・栄養スクリーニング加算Ⅱ・1割 (2) 口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ）（６月に１回を限度） 単位加算 1割 5

A7 2081 共生93・元気デイ科学的介護推進体制加算 ヲ 科学的介護推進体制加算 単位加算 1割 40 1月につき

A7 2072 共生93・元気デイ口腔ケア加算１・1割 ワ　口腔ケア加算 (1)口腔ケア加算１（事業対象者・要支援１） 単位加算 1割 15 1回につき

A7 2073 共生93・元気デイ口腔ケア加算２・1割 ※１月の中で全部で８回まで (2)口腔ケア加算２（要支援２） 単位加算 1割 20

A7 2600 共生93・元気デイ軽度化加算Ⅰ (1)軽度化加算（Ⅰ） 単位加算 0割 50 1月につき

A7 2610 共生93・元気デイ軽度化加算Ⅱ１ (2)軽度化加算（Ⅱ）イ 単位加算 0割 100

A7 2620 共生93・元気デイ軽度化加算Ⅱ２ (3)軽度化加算（Ⅱ）ロ 単位加算 0割 100

要支援２

402
事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者に通所型サービス
（独自）を行う場合 90%イ　通所型

サービス費
（元気デイ）

（３時間以上
５時間未満）

90%

高齢者虐待防止措置未実施減算 4

業務継続計画未策定減算 4

ル 口腔・栄養スクリーニング加算 20

100

40

15

20

カ 軽度化加算
（利用者負担なし）

50

100

150

160

5

480

240

100

200

200

100

50

高齢者虐待防止措置未実施減算 4

業務継続計画未策定減算 4

事業所が送迎を行わない場合

事業所が送迎を行わない場合 90%

5-1-2
【元気向上通所サービス（サービスA）】
元気デイ２・１割負担・共生型９３

※指定生活介護事業所において、共生型通所型サービスを行う場合、使用します。（９３／１００）

サービス内容略称 算定項目

要支援２

事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者に通所型サービス
（独自）を行う場合 90%

358
イ　通所型
サービス費
（元気デイ）

（２時間以上
３時間未満）
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久留米市総合事業サービスコード 5-1-3 通所型（元気デイ１・1割）共生型９５【事業、支1】

サービスコード 合成 算定

種類 項目 自己負担割合 単位数 単位

A7 3010 共生95・元気デイ１（２－３）・1割 1割 183 1回につき

A7 3011 共生95・元気デイ同一建物減算１（２－３）・1割 単位 × 1割 165

A7 3000 共生95・元気デイ送迎減算１（２－３）・1割 × 1割 165

A7 3001 共生95・元気デイ１（２－３）・虐待・1割 単位減算 1割 -2

A7 3002 共生95・元気デイ１（２－３）・BCP・1割 単位減算 1割 -2

A7 3012 共生95・元気デイ１（３－５）・1割 1割 200 1回につき

A7 3013 共生95・元気デイ同一建物減算１（３－５）・1割 単位 × 1割 180

A7 3003 共生95・元気デイ送迎減算１（３－５）・1割 × 1割 180

A7 3004 共生95・元気デイ１（３－５）・虐待・1割 単位減算 1割 -2

A7 3005 共生95・元気デイ１（３－５）・BCP・1割 単位減算 1割 -2

A7 3050 共生95・元気デイ生活向上グループ活動加算・1割 ハ　生活機能向上グループ活動加算 単位加算 1割 100 1月につき

A7 3075 共生95・元気デイ栄養アセスメント加算 ニ　栄養アセスメント加算 単位加算 1割 50

A7 3052 共生95・元気デイ栄養改善加算・1割 ホ　栄養改善加算 単位加算 1割 200

A7 3053 共生95・元気デイ口腔機能向上加算Ⅰ・1割 ヘ　口腔機能向上加算 (1) 口腔機能向上加算（Ⅰ） 単位加算 1割 150

A7 3059 共生95・元気デイ口腔機能向上加算Ⅱ・1割 (2) 口腔機能向上加算（Ⅱ） 単位加算 1割 160

A7 3085 共生95・元気デイ一体的サービス提供加算・1割 ト　一体的サービス提供加算 単位加算 1割 480

A7 3058 共生95・元気デイ若年性認知症利用者受入加算・1割 チ　若年性認知症利用者受入加算 単位加算 1割 240

A7 3064 共生95・元気デイ生活機能向上連携加算Ⅰ･1割 ヌ 生活機能向上連携加算 (1) 生活機能向上連携加算（Ⅰ）（３月に１回を限度） 単位加算 1割 100

A7 3061 共生95・元気デイ生活機能向上連携加算Ⅱ１･1割 (2) 生活機能向上連携加算（Ⅱ） 単位加算 1割 200

A7 3065 共生95・元気デイ口腔・栄養スクリーニング加算Ⅰ・1割 (1) 口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ）（６月に１回を限度） 単位加算 1割 20 1回につき

A7 3063 共生95・元気デイ口腔・栄養スクリーニング加算Ⅱ・1割 (2) 口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ）（６月に１回を限度） 単位加算 1割 5

A7 3081 共生95・元気デイ科学的介護推進体制加算 ヲ 科学的介護推進体制加算 単位加算 1割 40 1月につき

A7 3072 共生95・元気デイ口腔ケア加算１・1割 ワ　口腔ケア加算 (1)口腔ケア加算１（事業対象者・要支援１） 単位加算 1割 15 1回につき

A7 3073 共生95・元気デイ口腔ケア加算２・1割 ※１月の中で全部で８回まで (2)口腔ケア加算２（要支援２） 単位加算 1割 20

A7 3600 共生95・元気デイ軽度化加算Ⅰ (1)軽度化加算（Ⅰ） 単位加算 0割 50 1月につき

A7 3610 共生95・元気デイ軽度化加算Ⅱ１ (2)軽度化加算（Ⅱ）イ 単位加算 0割 100

A7 3620 共生95・元気デイ軽度化加算Ⅱ２ (3)軽度化加算（Ⅱ）ロ 単位加算 0割 100

業務継続計画未策定減算 2

事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者に通所型サービス
（独自）を行う場合 90%

200

90%

高齢者虐待防止措置未実施減算 2

100

480

ロ　通所型
サービス費
（元気デイ）

（３時間以上
５時間未満）

100

200

ル 口腔・栄養スクリーニング加算 20

5

40

15

20

カ 軽度化加算
（利用者負担なし）

50

100

事業所が送迎を行わない場合

事業対象者・要支援１

50

200

150

160

240

100

5-1-3
【元気向上通所サービス（サービスA）】
元気デイ１・１割負担・共生型９５

※指定自立訓練事業所において、共生型通所型サービスを行う場合、使用します。（９５／１００）

サービス内容略称 算定項目

事業対象者・要支援１

事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者に通所型サービス
（独自）を行う場合 90%

183

90%事業所が送迎を行わない場合

高齢者虐待防止措置未実施減算 2

業務継続計画未策定減算

イ　通所型
サービス費
（元気デイ）

（２時間以上
３時間未満）

2
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久留米市総合事業サービスコード 5-1-4 通所型（元気デイ２・1割）共生型９５【支2】

サービスコード 合成 算定

種類 項目 自己負担割合 単位数 単位

A7 3020 共生95・元気デイ２（２－３）・1割 1割 366 1回につき

A7 3021 共生95・元気デイ同一建物減算２（２－３）・1割 単位 × 1割 329

A7 3006 共生95・元気デイ送迎減算２（２－３）・1割 × 1割 329

A7 3007 共生95・元気デイ２（２－３）・虐待・1割 単位減算 1割 -4

A7 3008 共生95・元気デイ２（２－３）・BCP・1割 単位減算 1割 -4

A7 3022 共生95・元気デイ２（３－５）・1割 1割 410 1回につき

A7 3023 共生95・元気デイ同一建物減算２（３－５）・1割 単位 × 1割 369

A7 3009 共生95・元気デイ送迎減算２（３－５）・1割 × 1割 369

A7 3014 共生95・元気デイ２（３－５）・虐待・1割 単位減算 1割 -4

A7 3015 共生95・元気デイ２（３－５）・BCP・1割 単位減算 1割 -4

A7 3050 共生95・元気デイ生活向上グループ活動加算・1割 ハ　生活機能向上グループ活動加算 単位加算 1割 100 1月につき

A7 3075 共生95・元気デイ栄養アセスメント加算 ニ　栄養アセスメント加算 単位加算 1割 50

A7 3052 共生95・元気デイ栄養改善加算・1割 ホ　栄養改善加算 単位加算 1割 200

A7 3053 共生95・元気デイ口腔機能向上加算Ⅰ・1割 ヘ　口腔機能向上加算 (1) 口腔機能向上加算（Ⅰ） 単位加算 1割 150

A7 3059 共生95・元気デイ口腔機能向上加算Ⅱ・1割 (2) 口腔機能向上加算（Ⅱ） 単位加算 1割 160

A7 3085 共生95・元気デイ一体的サービス提供加算・1割 ト　一体的サービス提供加算 単位加算 1割 480

A7 3058 共生95・元気デイ若年性認知症利用者受入加算・1割 チ　若年性認知症利用者受入加算 単位加算 1割 240

A7 3064 共生95・元気デイ生活機能向上連携加算Ⅰ･1割 ヌ 生活機能向上連携加算 (1) 生活機能向上連携加算（Ⅰ）（３月に１回を限度） 単位加算 1割 100

A7 3061 共生95・元気デイ生活機能向上連携加算Ⅱ１･1割 (2) 生活機能向上連携加算（Ⅱ） 単位加算 1割 200

A7 3065 共生95・元気デイ口腔・栄養スクリーニング加算Ⅰ・1割 (1) 口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ）（６月に１回を限度） 単位加算 1割 20 1回につき

A7 3063 共生95・元気デイ口腔・栄養スクリーニング加算Ⅱ・1割 (2) 口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ）（６月に１回を限度） 単位加算 1割 5

A7 3081 共生95・元気デイ科学的介護推進体制加算 ヲ 科学的介護推進体制加算 単位加算 1割 40 1月につき

A7 3072 共生95・元気デイ口腔ケア加算１・1割 ワ　口腔ケア加算 (1)口腔ケア加算１（事業対象者・要支援１） 単位加算 1割 15 1回につき

A7 3073 共生95・元気デイ口腔ケア加算２・1割 ※１月の中で全部で８回まで (2)口腔ケア加算２（要支援２） 単位加算 1割 20

A7 3600 共生95・元気デイ軽度化加算Ⅰ (1)軽度化加算（Ⅰ） 単位加算 0割 50 1月につき

A7 3610 共生95・元気デイ軽度化加算Ⅱ１ (2)軽度化加算（Ⅱ）イ 単位加算 0割 100

A7 3620 共生95・元気デイ軽度化加算Ⅱ２ (3)軽度化加算（Ⅱ）ロ 単位加算 0割 100

90%

要支援２

事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者に通所型サービス
（独自）を行う場合 90%

410

事業所が送迎を行わない場合

ロ　通所型
サービス費
（元気デイ）

（３時間以上
５時間未満）

100

40

15

20

カ 軽度化加算
（利用者負担なし）

50

100

5

480

240

100

200

ル 口腔・栄養スクリーニング加算 20

150

160

200

100

50

高齢者虐待防止措置未実施減算 4

業務継続計画未策定減算 4

高齢者虐待防止措置未実施減算 4

業務継続計画未策定減算 4

事業所が送迎を行わない場合 90%

5-1-4
【元気向上通所サービス（サービスA）】
元気デイ２・１割負担・共生型９５

※指定自立訓練事業所において、共生型通所型サービスを行う場合、使用します。（９５／１００）

サービス内容略称 算定項目

要支援２

事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者に通所型サービス
（独自）を行う場合 90%

366
イ　通所型
サービス費
（元気デイ）

（３時間以上
５時間未満）
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久留米市総合事業サービスコード 5-1-5 通所型（元気デイ１・1割）共生型９０【事業、支1】

サービスコード 合成 算定

種類 項目 自己負担割合 単位数 単位

A7 4010 共生90・元気デイ１（２－３）・1割 1割 174 1回につき

A7 4011 共生90・元気デイ同一建物減算１（２－３）・1割 単位 × 1割 157

A7 4000 共生90・元気デイ送迎減算１（２－３）・1割 × 1割 157

A7 4001 共生90・元気デイ１（２－３）・虐待・1割 単位減算 1割 -2

A7 4002 共生90・元気デイ１（２－３）・BCP・1割 単位減算 1割 -2

A7 4012 共生90・元気デイ１（３－５）・1割 1割 189 1回につき

A7 4013 共生90・元気デイ同一建物減算１（３－５）・1割 単位 × 1割 170

A7 4003 共生90・元気デイ送迎減算１（３－５）・1割 × 1割 170

A7 4004 共生90・元気デイ１（３－５）・虐待・1割 単位減算 1割 -2

A7 4005 共生90・元気デイ１（３－５）・BCP・1割 単位減算 1割 -2

A7 4050 共生90・元気デイ生活向上グループ活動加算・1割 ハ　生活機能向上グループ活動加算 単位加算 1割 100 1月につき

A7 4075 共生90・元気デイ栄養アセスメント加算 ニ　栄養アセスメント加算 単位加算 1割 50

A7 4052 共生90・元気デイ栄養改善加算・1割 ホ　栄養改善加算 単位加算 1割 200

A7 4053 共生90・元気デイ口腔機能向上加算Ⅰ・1割 ヘ　口腔機能向上加算 (1) 口腔機能向上加算（Ⅰ） 単位加算 1割 150

A7 4059 共生90・元気デイ口腔機能向上加算Ⅱ・1割 (2) 口腔機能向上加算（Ⅱ） 単位加算 1割 160

A7 4085 共生90・元気デイ一体的サービス提供加算・1割 ト　一体的サービス提供加算 単位加算 1割 480

A7 4058 共生90・元気デイ若年性認知症利用者受入加算・1割 チ　若年性認知症利用者受入加算 単位加算 1割 240

A7 4064 共生90・元気デイ生活機能向上連携加算Ⅰ･1割 ヌ 生活機能向上連携加算 (1) 生活機能向上連携加算（Ⅰ）（３月に１回を限度） 単位加算 1割 100

A7 4061 共生90・元気デイ生活機能向上連携加算Ⅱ１･1割 (2) 生活機能向上連携加算（Ⅱ） 単位加算 1割 200

A7 4065 共生90・元気デイ口腔・栄養スクリーニング加算Ⅰ・1割 (1) 口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ）（６月に１回を限度） 単位加算 1割 20 1回につき

A7 4063 共生90・元気デイ口腔・栄養スクリーニング加算Ⅱ・1割 (2) 口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ）（６月に１回を限度） 単位加算 1割 5

A7 4081 共生90・元気デイ科学的介護推進体制加算 ヲ 科学的介護推進体制加算 単位加算 1割 40 1月につき

A7 4072 共生90・元気デイ口腔ケア加算１・1割 ワ　口腔ケア加算 (1)口腔ケア加算１（事業対象者・要支援１） 単位加算 1割 15 1回につき

A7 4073 共生90・元気デイ口腔ケア加算２・1割 ※１月の中で全部で８回まで (2)口腔ケア加算２（要支援２） 単位加算 1割 20

A7 4600 共生90・元気デイ軽度化加算Ⅰ (1)軽度化加算（Ⅰ） 単位加算 0割 50 1月につき

A7 4610 共生90・元気デイ軽度化加算Ⅱ１ (2)軽度化加算（Ⅱ）イ 単位加算 0割 100

A7 4620 共生90・元気デイ軽度化加算Ⅱ２ (3)軽度化加算（Ⅱ）ロ 単位加算 0割 100

2

イ　通所型
サービス費
（元気デイ）

（２時間以上
３時間未満）

100

ル 口腔・栄養スクリーニング加算

50

200

150

160

480

カ 軽度化加算
（利用者負担なし）

50

100

100

100

事業対象者・要支援１

事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者に通所型サービス
（独自）を行う場合

事業所が送迎を行わない場合

189

高齢者虐待防止措置未実施減算 2

業務継続計画未策定減算 2

240

15

20

200

20

5

40

90%

5-1-5
【元気向上通所サービス（サービスA）】
元気デイ１・１割負担・共生型９０

※指定児童発達支援事業所、または指定放課後等デイサービス事業所において、共生型通所型サービスを行う場合、使用
します。（９０／１００）

サービス内容略称 算定項目

事業対象者・要支援１

事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者に通所型サービス
（独自）を行う場合 90%

174

ロ　通所型
サービス費
（元気デイ）

（３時間以上
５時間未満）

事業所が送迎を行わない場合 90%

90%

高齢者虐待防止措置未実施減算 2

業務継続計画未策定減算

- 23 - 5-1-5 通所型（元気デイ１・1割）共生型９０【事業、支1】



久留米市総合事業サービスコード 5-1-6 通所型（元気デイ２・1割）共生型９０【支2】

サービスコード 合成 算定

種類 項目 自己負担割合 単位数 単位

A7 4020 共生90・元気デイ２（２－３）・1割 1割 347 1回につき

A7 4021 共生90・元気デイ同一建物減算２（２－３）・1割 単位 × 1割 312

A7 4006 共生90・元気デイ送迎減算２（２－３）・1割 × 1割 312

A7 4007 共生90・元気デイ２（２－３）・虐待・1割 単位減算 1割 -3

A7 4008 共生90・元気デイ２（２－３）・BCP・1割 単位減算 1割 -3

A7 4022 共生90・元気デイ２（３－５）・1割 1割 389 1回につき

A7 4023 共生90・元気デイ同一建物減算２（３－５）・1割 単位 × 1割 350

A7 4009 共生90・元気デイ送迎減算２（３－５）・1割 × 1割 350

A7 4014 共生90・元気デイ２（３－５）・虐待・1割 単位減算 1割 -4

A7 4015 共生90・元気デイ２（３－５）・BCP・1割 単位減算 1割 -4

A7 4050 共生90・元気デイ生活向上グループ活動加算・1割 ハ　生活機能向上グループ活動加算 単位加算 1割 100 1月につき

A7 4075 共生90・元気デイ栄養アセスメント加算 ニ　栄養アセスメント加算 単位加算 1割 50

A7 4052 共生90・元気デイ栄養改善加算・1割 ホ　栄養改善加算 単位加算 1割 200

A7 4053 共生90・元気デイ口腔機能向上加算Ⅰ・1割 ヘ　口腔機能向上加算 (1) 口腔機能向上加算（Ⅰ） 単位加算 1割 150

A7 4059 共生90・元気デイ口腔機能向上加算Ⅱ・1割 (2) 口腔機能向上加算（Ⅱ） 単位加算 1割 160

A7 4085 共生90・元気デイ一体的サービス提供加算・1割 ト　一体的サービス提供加算 単位加算 1割 480

A7 4058 共生90・元気デイ若年性認知症利用者受入加算・1割 チ　若年性認知症利用者受入加算 単位加算 1割 240

A7 4064 共生90・元気デイ生活機能向上連携加算Ⅰ･1割 ヌ 生活機能向上連携加算 (1) 生活機能向上連携加算（Ⅰ）（３月に１回を限度） 単位加算 1割 100

A7 4061 共生90・元気デイ生活機能向上連携加算Ⅱ１･1割 (2) 生活機能向上連携加算（Ⅱ） 単位加算 1割 200

A7 4065 共生90・元気デイ口腔・栄養スクリーニング加算Ⅰ・1割 (1) 口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ）（６月に１回を限度） 単位加算 1割 20 1回につき

A7 4063 共生90・元気デイ口腔・栄養スクリーニング加算Ⅱ・1割 (2) 口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ）（６月に１回を限度） 単位加算 1割 5

A7 4081 共生90・元気デイ科学的介護推進体制加算 ヲ 科学的介護推進体制加算 単位加算 1割 40 1月につき

A7 4072 共生90・元気デイ口腔ケア加算１・1割 ワ　口腔ケア加算 (1)口腔ケア加算１（事業対象者・要支援１） 単位加算 1割 15 1回につき

A7 4073 共生90・元気デイ口腔ケア加算２・1割 ※１月の中で全部で８回まで (2)口腔ケア加算２（要支援２） 単位加算 1割 20

A7 4600 共生90・元気デイ軽度化加算Ⅰ (1)軽度化加算（Ⅰ） 単位加算 0割 50 1月につき

A7 4610 共生90・元気デイ軽度化加算Ⅱ１ (2)軽度化加算（Ⅱ）イ 単位加算 0割 100

A7 4620 共生90・元気デイ軽度化加算Ⅱ２ (3)軽度化加算（Ⅱ）ロ 単位加算 0割 100

389

要支援２

事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者に通所型サービス
（独自）を行う場合

イ　通所型
サービス費
（元気デイ）

（２時間以上
３時間未満）

ロ　通所型
サービス費
（元気デイ）

（３時間以上
５時間未満）

事業所が送迎を行わない場合

90%

事業所が送迎を行わない場合 90%

高齢者虐待防止措置未実施減算 4

ル 口腔・栄養スクリーニング加算 20

100

40

15

20

カ 軽度化加算
（利用者負担なし）

50

100

150

160

5

480

240

100

200

200

100

50

高齢者虐待防止措置未実施減算 3

業務継続計画未策定減算 4

90%

業務継続計画未策定減算 3

5-1-6
【元気向上通所サービス（サービスA）】
元気デイ２・１割負担・共生型９０

※指定児童発達支援事業所、または指定放課後等デイサービス事業所において、共生型通所型サービスを行う場合、使用
します。（９０／１００）

サービス内容略称 算定項目

要支援２

事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者に通所型サービス
（独自）を行う場合 90%

347

- 23 - 5-1-6 通所型（元気デイ２・1割）共生型９０【支2】



久留米市総合事業サービスコード 5-2-1 通所型（元気デイ１・2割）共生型９３【事業、支1】

サービスコード 合成 算定

種類 項目 自己負担割合 単位数 単位

A7 2110 共生93・元気デイ１（２－３）・2割 2割 180 1回につき

A7 2111 共生93・元気デイ同一建物減算１（２－３）・2割 単位 × 2割 162

A7 2100 共生93・元気デイ送迎減算１（２－３）・2割 × 2割 162

A7 2101 共生93・元気デイ１（２－３）・虐待・2割 単位減算 2割 -2

A7 2102 共生93・元気デイ１（２－３）・BCP・2割 単位減算 2割 -2

A7 2112 共生93・元気デイ１（３－５）・2割 2割 195 1回につき

A7 2113 共生93・元気デイ同一建物減算１（３－５）・2割 単位 × 2割 176

A7 2103 共生93・元気デイ送迎減算１（３－５）・2割 × 2割 176

A7 2104 共生93・元気デイ１（３－５）・虐待・2割 単位減算 2割 -2

A7 2105 共生93・元気デイ１（３－５）・BCP・2割 単位減算 2割 -2

A7 2150 共生93・元気デイ生活向上グループ活動加算・2割 ハ　生活機能向上グループ活動加算 単位加算 2割 100 1月につき

A7 2175 共生93・元気デイ栄養アセスメント加算 ニ　栄養アセスメント加算 単位加算 2割 50

A7 2152 共生93・元気デイ栄養改善加算・2割 ホ　栄養改善加算 単位加算 2割 200

A7 2153 共生93・元気デイ口腔機能向上加算Ⅰ・2割 ヘ　口腔機能向上加算 (1) 口腔機能向上加算（Ⅰ） 単位加算 2割 150

A7 2159 共生93・元気デイ口腔機能向上加算Ⅱ・2割 (2) 口腔機能向上加算（Ⅱ） 単位加算 2割 160

A7 2185 共生93・元気デイ一体的サービス提供加算・2割 ト　一体的サービス提供加算 単位加算 2割 480

A7 2158 共生93・元気デイ若年性認知症利用者受入加算・2割 チ　若年性認知症利用者受入加算 単位加算 2割 240

A7 2164 共生93・元気デイ生活機能向上連携加算Ⅰ･2割 ヌ 生活機能向上連携加算 (1) 生活機能向上連携加算（Ⅰ）（３月に１回を限度） 単位加算 2割 100

A7 2161 共生93・元気デイ生活機能向上連携加算Ⅱ１･2割 (2) 生活機能向上連携加算（Ⅱ） 単位加算 2割 200

A7 2165 共生93・元気デイ口腔・栄養スクリーニング加算Ⅰ・2割 (1) 口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ）（６月に１回を限度） 単位加算 2割 20 1回につき

A7 2163 共生93・元気デイ口腔・栄養スクリーニング加算Ⅱ・2割 (2) 口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ）（６月に１回を限度） 単位加算 2割 5

A7 2181 共生93・元気デイ科学的介護推進体制加算 ヲ 科学的介護推進体制加算 単位加算 2割 40 1月につき

A7 2172 共生93・元気デイ口腔ケア加算１・2割 ワ　口腔ケア加算 (1)口腔ケア加算１（事業対象者・要支援１） 単位加算 2割 15 1回につき

A7 2173 共生93・元気デイ口腔ケア加算２・2割 ※１月の中で全部で８回まで (2)口腔ケア加算２（要支援２） 単位加算 2割 20

A7 2600 共生93・元気デイ軽度化加算Ⅰ (1)軽度化加算（Ⅰ） 単位加算 0割 50 1月につき

A7 2610 共生93・元気デイ軽度化加算Ⅱ１ (2)軽度化加算（Ⅱ）イ 単位加算 0割 100

A7 2620 共生93・元気デイ軽度化加算Ⅱ２ (3)軽度化加算（Ⅱ）ロ 単位加算 0割 100

業務継続計画未策定減算 2

事業対象者・要支援１

195
事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者に通所型サービス
（独自）を行う場合 90%

100

ル 口腔・栄養スクリーニング加算

50

200

150

160

480

カ 軽度化加算
（利用者負担なし）

50

240

ロ　通所型
サービス費
（元気デイ）

（３時間以上
５時間未満）

100

事業所が送迎を行わない場合

高齢者虐待防止措置未実施減算 2

90%

15

20

200

20

5

40

100

100

事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者に通所型サービス
（独自）を行う場合 90%

180
イ　通所型
サービス費
（元気デイ）

（２時間以上
３時間未満）

5-2-1
【元気向上通所サービス（サービスA）】
元気デイ１・2割負担・共生型９３

※指定生活介護事業所において、共生型通所型サービスを行う場合、使用します。（９３／１００）

サービス内容略称 算定項目

事業対象者・要支援１

90%事業所が送迎を行わない場合

高齢者虐待防止措置未実施減算 2

業務継続計画未策定減算 2

- 25 - 5-2-1 通所型（元気デイ１・2割）共生型９３【事業、支1】



久留米市総合事業サービスコード 5-2-2 通所型（元気デイ２・2割）共生型９３【支2】

サービスコード 合成 算定

種類 項目 自己負担割合 単位数 単位

A7 2120 共生93・元気デイ２（２－３）・2割 2割 358 1回につき

A7 2121 共生93・元気デイ同一建物減算２（２－３）・2割 単位 × 2割 322

A7 2106 共生93・元気デイ送迎減算２（２－３）・2割 × 2割 322

A7 2107 共生93・元気デイ２（２－３）・虐待・2割 単位減算 2割 -4

A7 2108 共生93・元気デイ２（２－３）・BCP・2割 単位減算 2割 -4

A7 2122 共生93・元気デイ２（３－５）・2割 2割 402 1回につき

A7 2123 共生93・元気デイ同一建物減算２（３－５）・2割 単位 × 2割 362

A7 2109 共生93・元気デイ送迎減算２（３－５）・2割 × 2割 362

A7 2114 共生93・元気デイ２（３－５）・虐待・2割 単位減算 2割 -4

A7 2115 共生93・元気デイ２（３－５）・BCP・2割 単位減算 2割 -4

A7 2150 共生93・元気デイ生活向上グループ活動加算・2割 ハ　生活機能向上グループ活動加算 単位加算 2割 100 1月につき

A7 2175 共生93・元気デイ栄養アセスメント加算 ニ　栄養アセスメント加算 単位加算 2割 50

A7 2152 共生93・元気デイ栄養改善加算・2割 ホ　栄養改善加算 単位加算 2割 200

A7 2153 共生93・元気デイ口腔機能向上加算Ⅰ・2割 ヘ　口腔機能向上加算 (1) 口腔機能向上加算（Ⅰ） 単位加算 2割 150

A7 2159 共生93・元気デイ口腔機能向上加算Ⅱ・2割 (2) 口腔機能向上加算（Ⅱ） 単位加算 2割 160

A7 2185 共生93・元気デイ一体的サービス提供加算・2割 ト　一体的サービス提供加算 単位加算 2割 480

A7 2158 共生93・元気デイ若年性認知症利用者受入加算・2割 チ　若年性認知症利用者受入加算 単位加算 2割 240

A7 2164 共生93・元気デイ生活機能向上連携加算Ⅰ･2割 ヌ 生活機能向上連携加算 (1) 生活機能向上連携加算（Ⅰ）（３月に１回を限度） 単位加算 2割 100

A7 2161 共生93・元気デイ生活機能向上連携加算Ⅱ１･2割 (2) 生活機能向上連携加算（Ⅱ） 単位加算 2割 200

A7 2165 共生93・元気デイ口腔・栄養スクリーニング加算Ⅰ・2割 (1) 口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ）（６月に１回を限度） 単位加算 2割 20 1回につき

A7 2163 共生93・元気デイ口腔・栄養スクリーニング加算Ⅱ・2割 (2) 口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ）（６月に１回を限度） 単位加算 2割 5

A7 2181 共生93・元気デイ科学的介護推進体制加算 ヲ 科学的介護推進体制加算 単位加算 2割 40 1月につき

A7 2172 共生93・元気デイ口腔ケア加算１・2割 ワ　口腔ケア加算 (1)口腔ケア加算１（事業対象者・要支援１） 単位加算 2割 15 1回につき

A7 2173 共生93・元気デイ口腔ケア加算２・2割 ※１月の中で全部で８回まで (2)口腔ケア加算２（要支援２） 単位加算 2割 20

A7 2600 共生93・元気デイ軽度化加算Ⅰ (1)軽度化加算（Ⅰ） 単位加算 0割 50 1月につき

A7 2610 共生93・元気デイ軽度化加算Ⅱ１ (2)軽度化加算（Ⅱ）イ 単位加算 0割 100

A7 2620 共生93・元気デイ軽度化加算Ⅱ２ (3)軽度化加算（Ⅱ）ロ 単位加算 0割 100

ロ　通所型
サービス費
（元気デイ）

（３時間以上
５時間未満）

要支援２

402
事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者に通所型サービス
（独自）を行う場合

高齢者虐待防止措置未実施減算 4

業務継続計画未策定減算 4

90%

100

40

15

20

150

160

200

100

50

事業所が送迎を行わない場合 90%

業務継続計画未策定減算 4

高齢者虐待防止措置未実施減算 4

カ 軽度化加算
（利用者負担なし）

50

100

5

480

240

100

200

ル 口腔・栄養スクリーニング加算 20

90%

5-2-2
【元気向上通所サービス（サービスA）】
元気デイ２・2割負担・共生型９３

※指定生活介護事業所において、共生型通所型サービスを行う場合、使用します。（９３／１００）

サービス内容略称 算定項目

要支援２

事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者に通所型サービス
（独自）を行う場合 90%

358
イ　通所型
サービス費
（元気デイ）

（２時間以上
３時間未満）

事業所が送迎を行わない場合

- 25 - 5-2-2 通所型（元気デイ２・2割）共生型９３【支2】



久留米市総合事業サービスコード 5-2-3 通所型（元気デイ１・2割）共生型９５【事業、支1】

サービスコード 合成 算定

種類 項目 自己負担割合 単位数 単位

A7 3110 共生95・元気デイ１（２－３）・2割 2割 183 1回につき

A7 3111 共生95・元気デイ同一建物減算１（２－３）・2割 単位 × 2割 165

A7 3100 共生95・元気デイ送迎減算１（２－３）・2割 × 2割 165

A7 3101 共生95・元気デイ１（２－３）・虐待・2割 単位減算 2割 -2

A7 3102 共生95・元気デイ１（２－３）・BCP・2割 単位減算 2割 -2

A7 3112 共生95・元気デイ１（３－５）・2割 2割 200 1回につき

A7 3113 共生95・元気デイ同一建物減算１（３－５）・2割 単位 × 2割 180

A7 3103 共生95・元気デイ送迎減算１（３－５）・2割 × 2割 180

A7 3104 共生95・元気デイ１（３－５）・虐待・2割 単位減算 2割 -2

A7 3105 共生95・元気デイ１（３－５）・BCP・2割 単位減算 2割 -2

A7 3150 共生95・元気デイ生活向上グループ活動加算・2割 ハ　生活機能向上グループ活動加算 単位加算 2割 100 1月につき

A7 3175 共生95・元気デイ栄養アセスメント加算 ニ　栄養アセスメント加算 単位加算 2割 50

A7 3152 共生95・元気デイ栄養改善加算・2割 ホ　栄養改善加算 単位加算 2割 200

A7 3153 共生95・元気デイ口腔機能向上加算Ⅰ・2割 ヘ　口腔機能向上加算 (1) 口腔機能向上加算（Ⅰ） 単位加算 2割 150

A7 3159 共生95・元気デイ口腔機能向上加算Ⅱ・2割 (2) 口腔機能向上加算（Ⅱ） 単位加算 2割 160

A7 3185 共生95・元気デイ一体的サービス提供加算・2割 ト　一体的サービス提供加算 単位加算 2割 480

A7 3158 共生95・元気デイ若年性認知症利用者受入加算・2割 チ　若年性認知症利用者受入加算 単位加算 2割 240

A7 3164 共生95・元気デイ生活機能向上連携加算Ⅰ･2割 ヌ 生活機能向上連携加算 (1) 生活機能向上連携加算（Ⅰ）（３月に１回を限度） 単位加算 2割 100

A7 3161 共生95・元気デイ生活機能向上連携加算Ⅱ１･2割 (2) 生活機能向上連携加算（Ⅱ） 単位加算 2割 200

A7 3165 共生95・元気デイ口腔・栄養スクリーニング加算Ⅰ・2割 (1) 口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ）（６月に１回を限度） 単位加算 2割 20 1回につき

A7 3163 共生95・元気デイ口腔・栄養スクリーニング加算Ⅱ・2割 (2) 口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ）（６月に１回を限度） 単位加算 2割 5

A7 3181 共生95・元気デイ科学的介護推進体制加算 ヲ 科学的介護推進体制加算 単位加算 2割 40 1月につき

A7 3172 共生95・元気デイ口腔ケア加算１・2割 ワ　口腔ケア加算 (1)口腔ケア加算１（事業対象者・要支援１） 単位加算 2割 15 1回につき

A7 3173 共生95・元気デイ口腔ケア加算２・2割 ※１月の中で全部で８回まで (2)口腔ケア加算２（要支援２） 単位加算 2割 20

A7 3600 共生95・元気デイ軽度化加算Ⅰ (1)軽度化加算（Ⅰ） 単位加算 0割 50 1月につき

A7 3610 共生95・元気デイ軽度化加算Ⅱ１ (2)軽度化加算（Ⅱ）イ 単位加算 0割 100

A7 3620 共生95・元気デイ軽度化加算Ⅱ２ (3)軽度化加算（Ⅱ）ロ 単位加算 0割 100

90%

高齢者虐待防止措置未実施減算 2

業務継続計画未策定減算 2

90%
200

事業所が送迎を行わない場合

高齢者虐待防止措置未実施減算 2

100

ル 口腔・栄養スクリーニング加算

50

200

150

160

480

カ 軽度化加算
（利用者負担なし）

50

100

ロ　通所型
サービス費
（元気デイ）

（３時間以上
５時間未満）

事業対象者・要支援１

240

100

100

事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者に通所型サービス
（独自）を行う場合

業務継続計画未策定減算 2

15

20

200

20

5

40

事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者に通所型サービス
（独自）を行う場合 90%

183
イ　通所型
サービス費
（元気デイ）

（２時間以上
３時間未満）

5-2-3
【元気向上通所サービス（サービスA）】
元気デイ１・2割負担・共生型９５

※指定自立訓練事業所において、共生型通所型サービスを行う場合、使用します。（９５／１００）

サービス内容略称 算定項目

事業対象者・要支援１

事業所が送迎を行わない場合 90%

- 26 - 5-2-3 通所型（元気デイ１・2割）共生型９５【事業、支1】



久留米市総合事業サービスコード 5-2-4 通所型（元気デイ２・2割）共生型９５【支2】

サービスコード 合成 算定

種類 項目 自己負担割合 単位数 単位

A7 3120 共生95・元気デイ２（２－３）・2割 2割 366 1回につき

A7 3121 共生95・元気デイ同一建物減算２（２－３）・2割 単位 × 2割 329

A7 3106 共生95・元気デイ送迎減算２（２－３）・2割 × 2割 329

A7 3107 共生95・元気デイ２（２－３）・虐待・2割 単位減算 2割 -4

A7 3108 共生95・元気デイ２（２－３）・BCP・2割 単位減算 2割 -4

A7 3122 共生95・元気デイ２（３－５）・2割 2割 410 1回につき

A7 3123 共生95・元気デイ同一建物減算２（３－５）・2割 単位 × 2割 369

A7 3109 共生95・元気デイ送迎減算２（３－５）・2割 × 2割 369

A7 3114 共生95・元気デイ２（３－５）・虐待・2割 単位減算 2割 -4

A7 3115 共生95・元気デイ２（３－５）・BCP・2割 単位減算 2割 -4

A7 3150 共生95・元気デイ生活向上グループ活動加算・2割 ハ　生活機能向上グループ活動加算 単位加算 2割 100 1月につき

A7 3175 共生95・元気デイ栄養アセスメント加算 ニ　栄養アセスメント加算 単位加算 2割 50

A7 3152 共生95・元気デイ栄養改善加算・2割 ホ　栄養改善加算 単位加算 2割 200

A7 3153 共生95・元気デイ口腔機能向上加算Ⅰ・2割 ヘ　口腔機能向上加算 (1) 口腔機能向上加算（Ⅰ） 単位加算 2割 150

A7 3159 共生95・元気デイ口腔機能向上加算Ⅱ・2割 (2) 口腔機能向上加算（Ⅱ） 単位加算 2割 160

A7 3185 共生95・元気デイ一体的サービス提供加算・1割 ト　一体的サービス提供加算 単位加算 1割 480

A7 3158 共生95・元気デイ若年性認知症利用者受入加算・2割 チ　若年性認知症利用者受入加算 単位加算 2割 240

A7 3164 共生95・元気デイ生活機能向上連携加算Ⅰ･2割 ヌ 生活機能向上連携加算 (1) 生活機能向上連携加算（Ⅰ）（３月に１回を限度） 単位加算 2割 100

A7 3161 共生95・元気デイ生活機能向上連携加算Ⅱ１･2割 (2) 生活機能向上連携加算（Ⅱ） 単位加算 2割 200

A7 3165 共生95・元気デイ口腔・栄養スクリーニング加算Ⅰ・2割 (1) 口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ）（６月に１回を限度） 単位加算 2割 20 1回につき

A7 3163 共生95・元気デイ口腔・栄養スクリーニング加算Ⅱ・2割 (2) 口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ）（６月に１回を限度） 単位加算 2割 5

A7 3181 共生95・元気デイ科学的介護推進体制加算 ヲ 科学的介護推進体制加算 単位加算 2割 40 1月につき

A7 3172 共生95・元気デイ口腔ケア加算１・2割 ワ　口腔ケア加算 (1)口腔ケア加算１（事業対象者・要支援１） 単位加算 2割 15 1回につき

A7 3173 共生95・元気デイ口腔ケア加算２・2割 ※１月の中で全部で８回まで (2)口腔ケア加算２（要支援２） 単位加算 2割 20

A7 3600 共生95・元気デイ軽度化加算Ⅰ (1)軽度化加算（Ⅰ） 単位加算 0割 50 1月につき

A7 3610 共生95・元気デイ軽度化加算Ⅱ１ (2)軽度化加算（Ⅱ）イ 単位加算 0割 100

A7 3620 共生95・元気デイ軽度化加算Ⅱ２ (3)軽度化加算（Ⅱ）ロ 単位加算 0割 100

要支援２

事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者に通所型サービス
（独自）を行う場合410

ロ　通所型
サービス費
（元気デイ）

（３時間以上
５時間未満）

高齢者虐待防止措置未実施減算 4

業務継続計画未策定減算 4

イ　通所型
サービス費
（元気デイ）

（２時間以上
３時間未満）

事業所が送迎を行わない場合

90%

100

40

15

20

150

160

200

100

50

事業所が送迎を行わない場合 90%

高齢者虐待防止措置未実施減算 4

業務継続計画未策定減算 4

カ 軽度化加算
（利用者負担なし）

50

100

5

480

240

100

200

ル 口腔・栄養スクリーニング加算 20

90%

5-2-4
【元気向上通所サービス（サービスA）】
元気デイ２・2割負担・共生型９５

※指定自立訓練事業所において、共生型通所型サービスを行う場合、使用します。（９５／１００）

サービス内容略称 算定項目

要支援２

事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者に通所型サービス
（独自）を行う場合 90%

366

- 26 - 5-2-4 通所型（元気デイ２・2割）共生型９５【支2】



久留米市総合事業サービスコード 5-2-5 通所型（元気デイ１・2割）共生型９０【事業、支1】

サービスコード 合成 算定

種類 項目 自己負担割合 単位数 単位

A7 4110 共生90・元気デイ１（２－３）・2割 2割 174 1回につき

A7 4111 共生90・元気デイ同一建物減算１（２－３）・2割 単位 × 2割 157

A7 4100 共生90・元気デイ送迎減算１（２－３）・2割 × 2割 157

A7 4101 共生90・元気デイ１（２－３）・虐待・2割 単位減算 2割 -2

A7 4102 共生90・元気デイ１（２－３）・BCP・2割 単位減算 2割 -2

A7 4112 共生90・元気デイ１（３－５）・2割 2割 189 1回につき

A7 4113 共生90・元気デイ同一建物減算１（３－５）・2割 単位 × 2割 170

A7 4103 共生90・元気デイ送迎減算１（３－５）・2割 × 2割 170

A7 4104 共生90・元気デイ１（３－５）・虐待・2割 単位減算 2割 -2

A7 4105 共生90・元気デイ１（３－５）・BCP・2割 単位減算 2割 -2

A7 4150 共生90・元気デイ生活向上グループ活動加算・2割 ハ　生活機能向上グループ活動加算 単位加算 2割 100 1月につき

A7 4175 共生90・元気デイ栄養アセスメント加算 ニ　栄養アセスメント加算 単位加算 2割 50

A7 4152 共生90・元気デイ栄養改善加算・2割 ホ　栄養改善加算 単位加算 2割 200

A7 4153 共生90・元気デイ口腔機能向上加算Ⅰ・2割 ヘ　口腔機能向上加算 (1) 口腔機能向上加算（Ⅰ） 単位加算 2割 150

A7 4159 共生90・元気デイ口腔機能向上加算Ⅱ・2割 (2) 口腔機能向上加算（Ⅱ） 単位加算 2割 160

A7 4185 共生90・元気デイ一体的サービス提供加算・2割 ト　一体的サービス提供加算 単位加算 2割 480

A7 4158 共生90・元気デイ若年性認知症利用者受入加算・2割 チ　若年性認知症利用者受入加算 単位加算 2割 240

A7 4164 共生90・元気デイ生活機能向上連携加算Ⅰ･2割 ヌ 生活機能向上連携加算 (1) 生活機能向上連携加算（Ⅰ）（３月に１回を限度） 単位加算 2割 100

A7 4161 共生90・元気デイ生活機能向上連携加算Ⅱ１･2割 (2) 生活機能向上連携加算（Ⅱ） 単位加算 2割 200

A7 4165 共生90・元気デイ口腔・栄養スクリーニング加算Ⅰ・2割 (1) 口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ）（６月に１回を限度） 単位加算 2割 20 1回につき

A7 4163 共生90・元気デイ口腔・栄養スクリーニング加算Ⅱ・2割 (2) 口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ）（６月に１回を限度） 単位加算 2割 5

A7 4181 共生90・元気デイ科学的介護推進体制加算 ヲ 科学的介護推進体制加算 単位加算 2割 40 1月につき

A7 4172 共生90・元気デイ口腔ケア加算１・2割 ワ　口腔ケア加算 (1)口腔ケア加算１（事業対象者・要支援１） 単位加算 2割 15 1回につき

A7 4173 共生90・元気デイ口腔ケア加算２・2割 ※１月の中で全部で８回まで (2)口腔ケア加算２（要支援２） 単位加算 2割 20

A7 4600 共生90・元気デイ軽度化加算Ⅰ (1)軽度化加算（Ⅰ） 単位加算 0割 50 1月につき

A7 4610 共生90・元気デイ軽度化加算Ⅱ１ (2)軽度化加算（Ⅱ）イ 単位加算 0割 100

A7 4620 共生90・元気デイ軽度化加算Ⅱ２ (3)軽度化加算（Ⅱ）ロ 単位加算 0割 100

2

イ　通所型
サービス費
（元気デイ）

（２時間以上
３時間未満）

100

ル 口腔・栄養スクリーニング加算

50

200

150

160

480

カ 軽度化加算
（利用者負担なし）

50

100

100

100

事業対象者・要支援１

事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者に通所型サービス
（独自）を行う場合

事業所が送迎を行わない場合

189

高齢者虐待防止措置未実施減算 2

業務継続計画未策定減算 2

240

15

20

200

20

5

40

90%

5-2-5
【元気向上通所サービス（サービスA）】
元気デイ１・2割負担・共生型９０

※指定児童発達支援事業所、または指定放課後等デイサービス事業所において、共生型通所型サービスを行う場合、使用
します。（９０／１００）

サービス内容略称 算定項目

事業対象者・要支援１

事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者に通所型サービス
（独自）を行う場合 90%

174

ロ　通所型
サービス費
（元気デイ）

（３時間以上
５時間未満）

事業所が送迎を行わない場合 90%

90%

高齢者虐待防止措置未実施減算 2

業務継続計画未策定減算

- 27 - 5-2-5 通所型（元気デイ１・2割）共生型９０【事業、支1】



久留米市総合事業サービスコード 5-2-6 通所型（元気デイ２・2割）共生型９０【支2】

サービスコード 合成 算定

種類 項目 自己負担割合 単位数 単位

A7 4120 共生90・元気デイ２（２－３）・2割 2割 347 1回につき

A7 4121 共生90・元気デイ同一建物減算２（２－３）・2割 単位 × 2割 312

A7 4106 共生90・元気デイ送迎減算２（２－３）・2割 × 2割 312

A7 4107 共生90・元気デイ２（２－３）・虐待・2割 単位減算 2割 -3

A7 4108 共生90・元気デイ２（２－３）・BCP・2割 単位減算 2割 -3

A7 4122 共生90・元気デイ２（３－５）・2割 2割 389 1回につき

A7 4123 共生90・元気デイ同一建物減算２（３－５）・2割 単位 × 2割 350

A7 4109 共生90・元気デイ送迎減算２（３－５）・2割 × 2割 350

A7 4114 共生90・元気デイ２（３－５）・虐待・2割 単位減算 2割 -4

A7 4115 共生90・元気デイ２（３－５）・BCP・2割 単位減算 2割 -4

A7 4150 共生90・元気デイ生活向上グループ活動加算・2割 ハ　生活機能向上グループ活動加算 単位加算 2割 100 1月につき

A7 4175 共生90・元気デイ栄養アセスメント加算 ニ　栄養アセスメント加算 単位加算 2割 50

A7 4152 共生90・元気デイ栄養改善加算・2割 ホ　栄養改善加算 単位加算 2割 200

A7 4153 共生90・元気デイ口腔機能向上加算Ⅰ・2割 ヘ　口腔機能向上加算 (1) 口腔機能向上加算（Ⅰ） 単位加算 2割 150

A7 4159 共生90・元気デイ口腔機能向上加算Ⅱ・2割 (2) 口腔機能向上加算（Ⅱ） 単位加算 2割 160

A7 4185 共生90・元気デイ一体的サービス提供加算・2割 ト　一体的サービス提供加算 単位加算 2割 480

A7 4158 共生90・元気デイ若年性認知症利用者受入加算・2割 チ　若年性認知症利用者受入加算 単位加算 2割 240

A7 4164 共生90・元気デイ生活機能向上連携加算Ⅰ･2割 ヌ 生活機能向上連携加算 (1) 生活機能向上連携加算（Ⅰ）（３月に１回を限度） 単位加算 2割 100

A7 4161 共生90・元気デイ生活機能向上連携加算Ⅱ１･2割 (2) 生活機能向上連携加算（Ⅱ） 単位加算 2割 200

A7 4165 共生90・元気デイ口腔・栄養スクリーニング加算Ⅰ・2割 (1) 口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ）（６月に１回を限度） 単位加算 2割 20 1回につき

A7 4163 共生90・元気デイ口腔・栄養スクリーニング加算Ⅱ・2割 (2) 口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ）（６月に１回を限度） 単位加算 2割 5

A7 4181 共生90・元気デイ科学的介護推進体制加算 ヲ 科学的介護推進体制加算 単位加算 2割 40 1月につき

A7 4172 共生90・元気デイ口腔ケア加算１・2割 ワ　口腔ケア加算 (1)口腔ケア加算１（事業対象者・要支援１） 単位加算 2割 15 1回につき

A7 4173 共生90・元気デイ口腔ケア加算２・2割 ※１月の中で全部で８回まで (2)口腔ケア加算２（要支援２） 単位加算 2割 20

A7 4600 共生90・元気デイ軽度化加算Ⅰ (1)軽度化加算（Ⅰ） 単位加算 0割 50 1月につき

A7 4610 共生90・元気デイ軽度化加算Ⅱ１ (2)軽度化加算（Ⅱ）イ 単位加算 0割 100

A7 4620 共生90・元気デイ軽度化加算Ⅱ２ (3)軽度化加算（Ⅱ）ロ 単位加算 0割 100

要支援２

事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者に通所型サービス
（独自）を行う場合

イ　通所型
サービス費
（元気デイ）

（２時間以上
３時間未満）

ロ　通所型
サービス費
（元気デイ）

（２時間以上
３時間未満）

389

高齢者虐待防止措置未実施減算

事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者に通所型サービス
（独自）を行う場合

ル 口腔・栄養スクリーニング加算 20

100

40

15

20

カ 軽度化加算
（利用者負担なし）

50

100

150

160

5

480

240

100

200

200

100

50

事業所が送迎を行わない場合

4

業務継続計画未策定減算 4

90%

事業所が送迎を行わない場合 90%

高齢者虐待防止措置未実施減算 3

業務継続計画未策定減算 3

90%

90%
347

5-2-6
【元気向上通所サービス（サービスA）】
元気デイ２・2割負担・共生型９０

※指定児童発達支援事業所、または指定放課後等デイサービス事業所において、共生型通所型サービスを行う場合、使用
します。（９０／１００）

サービス内容略称 算定項目

要支援２

- 27 - 5-2-6 通所型（元気デイ２・2割）共生型９０【支2】



久留米市総合事業サービスコード 5-3-1 通所型（元気デイ１・3割）共生型９３【事業、支1】

サービスコード 合成 算定

種類 項目 自己負担割合 単位数 単位

A7 2210 共生93・元気デイ１（２－３）・3割 3割 180 1回につき

A7 2211 共生93・元気デイ同一建物減算１（２－３）・3割 単位 × 3割 162

A7 2200 共生93・元気デイ送迎減算１（２－３）・3割 × 3割 162

A7 2201 共生93・元気デイ１（２－３）・虐待・3割 単位減算 3割 -2

A7 2202 共生93・元気デイ１（２－３）・BCP・3割 単位減算 3割 -2

A7 2212 共生93・元気デイ１（３－５）・3割 3割 195 1回につき

A7 2213 共生93・元気デイ同一建物減算１（３－５）・3割 単位 × 3割 176

A7 2203 共生93・元気デイ送迎減算１（３－５）・3割 × 3割 176

A7 2204 共生93・元気デイ１（３－５）・虐待・3割 単位減算 3割 -2

A7 2205 共生93・元気デイ１（３－５）・BCP・3割 単位減算 3割 -2

A7 2250 共生93・元気デイ生活向上グループ活動加算・3割 ハ　生活機能向上グループ活動加算 単位加算 3割 100 1月につき

A7 2275 共生93・元気デイ栄養アセスメント加算 ニ　栄養アセスメント加算 単位加算 3割 50

A7 2252 共生93・元気デイ栄養改善加算・3割 ホ　栄養改善加算 単位加算 3割 200

A7 2253 共生93・元気デイ口腔機能向上加算Ⅰ・3割 ヘ　口腔機能向上加算 (1) 口腔機能向上加算（Ⅰ） 単位加算 3割 150

A7 2259 共生93・元気デイ口腔機能向上加算Ⅱ・3割 (2) 口腔機能向上加算（Ⅱ） 単位加算 3割 160

A7 2285 共生93・元気デイ一体的サービス提供加算・3割 ト　一体的サービス提供加算 単位加算 3割 480

A7 2258 共生93・元気デイ若年性認知症利用者受入加算・3割 チ　若年性認知症利用者受入加算 単位加算 3割 240

A7 2264 共生93・元気デイ生活機能向上連携加算Ⅰ･3割 ヌ 生活機能向上連携加算 (1) 生活機能向上連携加算（Ⅰ）（３月に１回を限度） 単位加算 3割 100

A7 2261 共生93・元気デイ生活機能向上連携加算Ⅱ１･3割 (2) 生活機能向上連携加算（Ⅱ） 単位加算 3割 200

A7 2265 共生93・元気デイ口腔・栄養スクリーニング加算Ⅰ・3割 (1) 口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ）（６月に１回を限度） 単位加算 3割 20 1回につき

A7 2263 共生93・元気デイ口腔・栄養スクリーニング加算Ⅱ・3割 (2) 口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ）（６月に１回を限度） 単位加算 3割 5

A7 2281 共生93・元気デイ科学的介護推進体制加算 ヲ 科学的介護推進体制加算 単位加算 3割 40 1月につき

A7 2272 共生93・元気デイ口腔ケア加算１・3割 ワ　口腔ケア加算 (1)口腔ケア加算１（事業対象者・要支援１） 単位加算 3割 15 1回につき

A7 2273 共生93・元気デイ口腔ケア加算２・3割 ※１月の中で全部で８回まで (2)口腔ケア加算２（要支援２） 単位加算 3割 20

A7 2600 共生93・元気デイ軽度化加算Ⅰ (1)軽度化加算（Ⅰ） 単位加算 0割 50 1月につき

A7 2610 共生93・元気デイ軽度化加算Ⅱ１ (2)軽度化加算（Ⅱ）イ 単位加算 0割 100

A7 2620 共生93・元気デイ軽度化加算Ⅱ２ (3)軽度化加算（Ⅱ）ロ 単位加算 0割 100

事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者に通所型サービス
（独自）を行う場合 90%

180
イ　通所型
サービス費
（元気デイ）

（２時間以上
３時間未満）

ロ　通所型
サービス費
（元気デイ）

（３時間以上
５時間未満）

90%

90%

事業所が送迎を行わない場合 90%

高齢者虐待防止措置未実施減算 2

業務継続計画未策定減算 2

5-3-1
【元気向上通所サービス（サービスA）】
元気デイ１・3割負担・共生型９３

※指定生活介護事業所において、共生型通所型サービスを行う場合、使用します。（９３／１００）

サービス内容略称 算定項目

事業対象者・要支援１

240

100

100

事業対象者・要支援１

195

業務継続計画未策定減算 2

高齢者虐待防止措置未実施減算 2

事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者に通所型サービス
（独自）を行う場合

事業所が送迎を行わない場合

100

ル 口腔・栄養スクリーニング加算

50

200

150

160

480

カ 軽度化加算
（利用者負担なし）

50

100

20

200

20

5

40

15

- 29 - 5-3-1 通所型（元気デイ１・3割）共生型９３【事業、支1】



久留米市総合事業サービスコード 5-3-2 通所型（元気デイ２・3割）共生型９３【支2】

サービスコード 合成 算定

種類 項目 自己負担割合 単位数 単位

A7 2220 共生93・元気デイ２（２－３）・3割 3割 358 1回につき

A7 2221 共生93・元気デイ同一建物減算２（２－３）・3割 単位 × 3割 322

A7 2206 共生93・元気デイ送迎減算２（２－３）・3割 × 3割 322

A7 2207 共生93・元気デイ２（２－３）・虐待・3割 単位減算 3割 -4

A7 2208 共生93・元気デイ２（２－３）・BCP・3割 単位減算 3割 -4

A7 2222 共生93・元気デイ２（３－５）・3割 3割 402 1回につき

A7 2223 共生93・元気デイ同一建物減算２（３－５）・3割 単位 × 3割 362

A7 2209 共生93・元気デイ送迎減算２（３－５）・3割 × 3割 362

A7 2214 共生93・元気デイ２（３－５）・虐待・3割 単位減算 3割 -4

A7 2215 共生93・元気デイ２（３－５）・BCP・3割 単位減算 3割 -4

A7 2250 共生93・元気デイ生活向上グループ活動加算・3割 ハ　生活機能向上グループ活動加算 単位加算 3割 100 1月につき

A7 2275 共生93・元気デイ栄養アセスメント加算 ニ　栄養アセスメント加算 単位加算 3割 50

A7 2252 共生93・元気デイ栄養改善加算・3割 ホ　栄養改善加算 単位加算 3割 200

A7 2253 共生93・元気デイ口腔機能向上加算Ⅰ・3割 ヘ　口腔機能向上加算 (1) 口腔機能向上加算（Ⅰ） 単位加算 3割 150

A7 2259 共生93・元気デイ口腔機能向上加算Ⅱ・3割 (2) 口腔機能向上加算（Ⅱ） 単位加算 3割 160

A7 2285 共生93・元気デイ一体的サービス提供加算・3割 ト　一体的サービス提供加算 単位加算 3割 480

A7 2258 共生93・元気デイ若年性認知症利用者受入加算・3割 チ　若年性認知症利用者受入加算 単位加算 3割 240

A7 2264 共生93・元気デイ生活機能向上連携加算Ⅰ･3割 ヌ 生活機能向上連携加算 (1) 生活機能向上連携加算（Ⅰ）（３月に１回を限度） 単位加算 3割 100

A7 2261 共生93・元気デイ生活機能向上連携加算Ⅱ１･3割 (2) 生活機能向上連携加算（Ⅱ） 単位加算 3割 200

A7 2265 共生93・元気デイ口腔・栄養スクリーニング加算Ⅰ・3割 (1) 口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ）（６月に１回を限度） 単位加算 3割 20 1回につき

A7 2263 共生93・元気デイ口腔・栄養スクリーニング加算Ⅱ・3割 (2) 口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ）（６月に１回を限度） 単位加算 3割 5

A7 2281 共生93・元気デイ科学的介護推進体制加算 ヲ 科学的介護推進体制加算 単位加算 3割 40 1月につき

A7 2272 共生93・元気デイ口腔ケア加算１・3割 ワ　口腔ケア加算 (1)口腔ケア加算１（事業対象者・要支援１） 単位加算 3割 15 1回につき

A7 2273 共生93・元気デイ口腔ケア加算２・3割 ※１月の中で全部で８回まで (2)口腔ケア加算２（要支援２） 単位加算 3割 20

A7 2600 共生93・元気デイ軽度化加算Ⅰ (1)軽度化加算（Ⅰ） 単位加算 0割 50 1月につき

A7 2610 共生93・元気デイ軽度化加算Ⅱ１ (2)軽度化加算（Ⅱ）イ 単位加算 0割 100

A7 2620 共生93・元気デイ軽度化加算Ⅱ２ (3)軽度化加算（Ⅱ）ロ 単位加算 0割 100

90%

イ　通所型
サービス費
（元気デイ）

（２時間以上
３時間未満）

要支援２

402
90%

事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者に通所型サービス
（独自）を行う場合 90%

358

高齢者虐待防止措置未実施減算 4

業務継続計画未策定減算 4

事業所が送迎を行わない場合

5-3-2
【元気向上通所サービス（サービスA）】
元気デイ２・3割負担・共生型９３

※指定生活介護事業所において、共生型通所型サービスを行う場合、使用します。（９３／１００）

サービス内容略称 算定項目

要支援２

90%

150

160

200

100

50

事業所が送迎を行わない場合

高齢者虐待防止措置未実施減算 4

業務継続計画未策定減算 4

カ 軽度化加算
（利用者負担なし）

50

100

事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者に通所型サービス
（独自）を行う場合

100

40

15

20

5

480

240

100

200

ル 口腔・栄養スクリーニング加算 20

ロ　通所型
サービス費
（元気デイ）

（３時間以上
５時間未満）

- 29 - 5-3-2 通所型（元気デイ２・3割）共生型９３【支2】



久留米市総合事業サービスコード 5-3-3 通所型（元気デイ１・3割）共生型９５【事業、支1】

サービスコード 合成 算定

種類 項目 自己負担割合 単位数 単位

A7 3210 共生95・元気デイ１（２－３）・3割 3割 183 1回につき

A7 3211 共生95・元気デイ同一建物減算１（２－３）・3割 単位 × 3割 165

A7 3200 共生95・元気デイ送迎減算１（２－３）・3割 × 3割 165

A7 3201 共生95・元気デイ１（２－３）・虐待・3割 単位減算 3割 -2

A7 3202 共生95・元気デイ１（２－３）・BCP・3割 単位減算 3割 -2

A7 3212 共生95・元気デイ１（３－５）・3割 3割 200 1回につき

A7 3213 共生95・元気デイ同一建物減算１（３－５）・3割 単位 × 3割 180

A7 3203 共生95・元気デイ送迎減算１（３－５）・3割 × 3割 180

A7 3204 共生95・元気デイ１（３－５）・虐待・3割 単位減算 3割 -2

A7 3205 共生95・元気デイ１（３－５）・BCP・3割 単位減算 3割 -2

A7 3250 共生95・元気デイ生活向上グループ活動加算・3割 ハ　生活機能向上グループ活動加算 単位加算 3割 100 1月につき

A7 3275 共生95・元気デイ栄養アセスメント加算 ニ　栄養アセスメント加算 単位加算 3割 50

A7 3252 共生95・元気デイ栄養改善加算・3割 ホ　栄養改善加算 単位加算 3割 200

A7 3253 共生95・元気デイ口腔機能向上加算Ⅰ・3割 ヘ　口腔機能向上加算 (1) 口腔機能向上加算（Ⅰ） 単位加算 3割 150

A7 3259 共生95・元気デイ口腔機能向上加算Ⅱ・3割 (2) 口腔機能向上加算（Ⅱ） 単位加算 3割 160

A7 3285 共生95・元気デイ一体的サービス提供加算・3割 ト　一体的サービス提供加算 単位加算 3割 480

A7 3258 共生95・元気デイ若年性認知症利用者受入加算・3割 チ　若年性認知症利用者受入加算 単位加算 3割 240

A7 3264 共生95・元気デイ生活機能向上連携加算Ⅰ･3割 ヌ 生活機能向上連携加算 (1) 生活機能向上連携加算（Ⅰ）（３月に１回を限度） 単位加算 3割 100

A7 3261 共生95・元気デイ生活機能向上連携加算Ⅱ１･3割 (2) 生活機能向上連携加算（Ⅱ） 単位加算 3割 200

A7 3265 共生95・元気デイ口腔・栄養スクリーニング加算Ⅰ・3割 (1) 口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ）（６月に１回を限度） 単位加算 3割 20 1回につき

A7 3263 共生95・元気デイ口腔・栄養スクリーニング加算Ⅱ・3割 (2) 口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ）（６月に１回を限度） 単位加算 3割 5

A7 3281 共生95・元気デイ科学的介護推進体制加算 ヲ 科学的介護推進体制加算 単位加算 3割 40 1月につき

A7 3272 共生95・元気デイ口腔ケア加算１・3割 ワ　口腔ケア加算 (1)口腔ケア加算１（事業対象者・要支援１） 単位加算 3割 15 1回につき

A7 3273 共生95・元気デイ口腔ケア加算２・3割 ※１月の中で全部で８回まで (2)口腔ケア加算２（要支援２） 単位加算 3割 20

A7 3600 共生95・元気デイ軽度化加算Ⅰ (1)軽度化加算（Ⅰ） 単位加算 0割 50 1月につき

A7 3610 共生95・元気デイ軽度化加算Ⅱ１ (2)軽度化加算（Ⅱ）イ 単位加算 0割 100

A7 3620 共生95・元気デイ軽度化加算Ⅱ２ (3)軽度化加算（Ⅱ）ロ 単位加算 0割 100

事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者に通所型サービス
（独自）を行う場合 90%

183
イ　通所型
サービス費
（元気デイ）

（２時間以上
３時間未満）

ロ　通所型
サービス費
（元気デイ）

（３時間以上
５時間未満）

事業所が送迎を行わない場合 90%

90%
200

事業対象者・要支援１

事業所が送迎を行わない場合 90%

5-3-3
【元気向上通所サービス（サービスA）】
元気デイ１・3割負担・共生型９５

※指定自立訓練事業所において、共生型通所型サービスを行う場合、使用します。（９５／１００）

サービス内容略称 算定項目

事業対象者・要支援１

40

高齢者虐待防止措置未実施減算 2

業務継続計画未策定減算 2

高齢者虐待防止措置未実施減算 2

業務継続計画未策定減算 2

100

事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者に通所型サービス
（独自）を行う場合

100

100

ル 口腔・栄養スクリーニング加算

50

200

150

160

480

カ 軽度化加算
（利用者負担なし）

50

100

240

15

20

200

20

5

- 30 - 5-3-3 通所型（元気デイ１・3割）共生型９５【事業、支1】



久留米市総合事業サービスコード 5-3-4 通所型（元気デイ２・3割）共生型９５【支2】

サービスコード 合成 算定

種類 項目 自己負担割合 単位数 単位

A7 3220 共生95・元気デイ２（２－３）・3割 3割 366 1回につき

A7 3221 共生95・元気デイ同一建物減算２（２－３）・3割 単位 × 3割 329

A7 3206 共生95・元気デイ送迎減算２（２－３）・3割 × 3割 329

A7 3207 共生95・元気デイ２（２－３）・虐待・3割 単位減算 3割 -4

A7 3208 共生95・元気デイ２（２－３）・BCP・3割 単位減算 3割 -4

A7 3222 共生95・元気デイ２（３－５）・3割 3割 410 1回につき

A7 3223 共生95・元気デイ同一建物減算２（３－５）・3割 単位 × 3割 369

A7 3209 共生95・元気デイ送迎減算２（３－５）・3割 × 3割 369

A7 3214 共生95・元気デイ２（３－５）・虐待・3割 単位減算 3割 -4

A7 3215 共生95・元気デイ２（３－５）・BCP・3割 単位減算 3割 -4

A7 3250 共生95・元気デイ生活向上グループ活動加算・3割 ハ　生活機能向上グループ活動加算 単位加算 3割 100 1月につき

A7 3275 共生95・元気デイ栄養アセスメント加算 ニ　栄養アセスメント加算 単位加算 3割 50

A7 3252 共生95・元気デイ栄養改善加算・3割 ホ　栄養改善加算 単位加算 3割 200

A7 3253 共生95・元気デイ口腔機能向上加算Ⅰ・3割 ヘ　口腔機能向上加算 (1) 口腔機能向上加算（Ⅰ） 単位加算 3割 150

A7 3259 共生95・元気デイ口腔機能向上加算Ⅱ・3割 (2) 口腔機能向上加算（Ⅱ） 単位加算 3割 160

A7 3285 共生95・元気デイ一体的サービス提供加算・3割 ト　一体的サービス提供加算 単位加算 3割 480

A7 3258 共生95・元気デイ若年性認知症利用者受入加算・3割 チ　若年性認知症利用者受入加算 単位加算 3割 240

A7 3264 共生95・元気デイ生活機能向上連携加算Ⅰ･3割 ヌ 生活機能向上連携加算 (1) 生活機能向上連携加算（Ⅰ）（３月に１回を限度） 単位加算 3割 100

A7 3261 共生95・元気デイ生活機能向上連携加算Ⅱ１･3割 (2) 生活機能向上連携加算（Ⅱ） 単位加算 3割 200

A7 3265 共生95・元気デイ口腔・栄養スクリーニング加算Ⅰ・3割 (1) 口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ）（６月に１回を限度） 単位加算 3割 20 1回につき

A7 3263 共生95・元気デイ口腔・栄養スクリーニング加算Ⅱ・3割 (2) 口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ）（６月に１回を限度） 単位加算 3割 5

A7 3281 共生95・元気デイ科学的介護推進体制加算 ヲ 科学的介護推進体制加算 単位加算 3割 40 1月につき

A7 3272 共生95・元気デイ口腔ケア加算１・3割 ワ　口腔ケア加算 (1)口腔ケア加算１（事業対象者・要支援１） 単位加算 3割 15 1回につき

A7 3273 共生95・元気デイ口腔ケア加算２・3割 ※１月の中で全部で８回まで (2)口腔ケア加算２（要支援２） 単位加算 3割 20

A7 3600 共生95・元気デイ軽度化加算Ⅰ (1)軽度化加算（Ⅰ） 単位加算 0割 50 1月につき

A7 3610 共生95・元気デイ軽度化加算Ⅱ１ (2)軽度化加算（Ⅱ）イ 単位加算 0割 100

A7 3620 共生95・元気デイ軽度化加算Ⅱ２ (3)軽度化加算（Ⅱ）ロ 単位加算 0割 100

ロ　通所型
サービス費
（元気デイ）

（３時間以上
５時間未満）

要支援２

事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者に通所型サービス
（独自）を行う場合 90%

事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者に通所型サービス
（独自）を行う場合 90%

366

高齢者虐待防止措置未実施減算 4

業務継続計画未策定減算 4

事業所が送迎を行わない場合 90%

410

90%

5-3-4
【元気向上通所サービス（サービスA）】
元気デイ２・3割負担・共生型９５

※指定自立訓練事業所において、共生型通所型サービスを行う場合、使用します。（９５／１００）

サービス内容略称 算定項目

要支援２

イ　通所型
サービス費
（元気デイ）

（２時間以上
３時間未満）

100

50

事業所が送迎を行わない場合

高齢者虐待防止措置未実施減算 4

業務継続計画未策定減算 4

ル 口腔・栄養スクリーニング加算 20

150

160

200

5

480

240

100

200

100

40

15

20

カ 軽度化加算
（利用者負担なし）

50

100

- 30 - 5-3-4 通所型（元気デイ２・3割）共生型９５【支2】



久留米市総合事業サービスコード 5-3-5 通所型（元気デイ１・3割）共生型９０【事業、支1】

サービスコード 合成 算定

種類 項目 自己負担割合 単位数 単位

A7 4210 共生90・元気デイ１（２－３）・3割 3割 174 1回につき

A7 4211 共生90・元気デイ同一建物減算１（２－３）・3割 単位 × 3割 157

A7 4200 共生90・元気デイ送迎減算１（２－３）・3割 × 3割 157

A7 4201 共生90・元気デイ１（２－３）・虐待・3割 単位減算 3割 -2

A7 4202 共生90・元気デイ１（２－３）・BCP・3割 単位減算 3割 -2

A7 4212 共生90・元気デイ１（３－５）・3割 3割 189 1回につき

A7 4213 共生90・元気デイ同一建物減算１（３－５）・3割 単位 × 3割 170

A7 4203 共生90・元気デイ送迎減算１（３－５）・3割 × 3割 170

A7 4204 共生90・元気デイ１（３－５）・虐待・3割 単位減算 3割 -2

A7 4205 共生90・元気デイ１（３－５）・BCP・3割 単位減算 3割 -2

A7 4250 共生90・元気デイ生活向上グループ活動加算・3割 ハ　生活機能向上グループ活動加算 単位加算 3割 100 1月につき

A7 4275 共生90・元気デイ栄養アセスメント加算 ニ　栄養アセスメント加算 単位加算 3割 50

A7 4252 共生90・元気デイ栄養改善加算・3割 ホ　栄養改善加算 単位加算 3割 200

A7 4253 共生90・元気デイ口腔機能向上加算Ⅰ・3割 ヘ　口腔機能向上加算 (1) 口腔機能向上加算（Ⅰ） 単位加算 3割 150

A7 4259 共生90・元気デイ口腔機能向上加算Ⅱ・3割 (2) 口腔機能向上加算（Ⅱ） 単位加算 3割 160

A7 4285 共生90・元気デイ一体的サービス提供加算・3割 ト　一体的サービス提供加算 単位加算 3割 480

A7 4258 共生90・元気デイ若年性認知症利用者受入加算・3割 チ　若年性認知症利用者受入加算 単位加算 3割 240

A7 4264 共生90・元気デイ生活機能向上連携加算Ⅰ･3割 ヌ 生活機能向上連携加算 (1) 生活機能向上連携加算（Ⅰ）（３月に１回を限度） 単位加算 3割 100

A7 4261 共生90・元気デイ生活機能向上連携加算Ⅱ１･3割 (2) 生活機能向上連携加算（Ⅱ） 単位加算 3割 200

A7 4265 共生90・元気デイ口腔・栄養スクリーニング加算Ⅰ・3割 (1) 口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ）（６月に１回を限度） 単位加算 3割 20 1回につき

A7 4263 共生90・元気デイ口腔・栄養スクリーニング加算Ⅱ・3割 (2) 口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ）（６月に１回を限度） 単位加算 3割 5

A7 4281 共生90・元気デイ科学的介護推進体制加算 ヲ 科学的介護推進体制加算 単位加算 3割 40 1月につき

A7 4272 共生90・元気デイ口腔ケア加算１・3割 ワ　口腔ケア加算 (1)口腔ケア加算１（事業対象者・要支援１） 単位加算 3割 15 1回につき

A7 4273 共生90・元気デイ口腔ケア加算２・3割 ※１月の中で全部で８回まで (2)口腔ケア加算２（要支援２） 単位加算 3割 20

A7 4600 共生90・元気デイ軽度化加算Ⅰ (1)軽度化加算（Ⅰ） 単位加算 0割 50 1月につき

A7 4610 共生90・元気デイ軽度化加算Ⅱ１ (2)軽度化加算（Ⅱ）イ 単位加算 0割 100

A7 4620 共生90・元気デイ軽度化加算Ⅱ２ (3)軽度化加算（Ⅱ）ロ 単位加算 0割 100

事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者に通所型サービス
（独自）を行う場合 90%

174
イ　通所型
サービス費
（元気デイ）

（２時間以上
３時間未満）

ロ　通所型
サービス費
（元気デイ）

（３時間以上
５時間未満

事業所が送迎を行わない場合 90%

90%
189

事業対象者・要支援１）

事業所が送迎を行わない場合 90%

5-3-5
【元気向上通所サービス（サービスA）】
元気デイ１・3割負担・共生型９０

※指定児童発達支援事業所、または指定放課後等デイサービス事業所において、共生型通所型サービスを行う場合、使用
します。（９０／１００）

サービス内容略称 算定項目

事業対象者・要支援１

40

高齢者虐待防止措置未実施減算 2

業務継続計画未策定減算 2

高齢者虐待防止措置未実施減算 2

業務継続計画未策定減算 2

100

事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者に通所型サービス
（独自）を行う場合

100

100

ル 口腔・栄養スクリーニング加算

50

200

150

160

480

カ 軽度化加算
（利用者負担なし）

50

100

240

15

20

200

20

5
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久留米市総合事業サービスコード 5-3-6 通所型（元気デイ２・3割）共生型９０【支2】

サービスコード 合成 算定

種類 項目 自己負担割合 単位数 単位

A7 4220 共生90・元気デイ２（２－３）・3割 3割 347 1回につき

A7 4221 共生90・元気デイ同一建物減算２（２－３）・3割 単位 × 3割 312

A7 4206 共生90・元気デイ送迎減算２（２－３）・3割 × 3割 312

A7 4207 共生90・元気デイ２（２－３）・虐待・3割 単位減算 3割 -3

A7 4208 共生90・元気デイ２（２－３）・BCP・3割 単位減算 3割 -3

A7 4222 共生90・元気デイ２（３－５）・3割 3割 389 1回につき

A7 4223 共生90・元気デイ同一建物減算２（３－５）・3割 単位 × 3割 350

A7 4209 共生90・元気デイ送迎減算２（３－５）・3割 × 3割 350

A7 4214 共生90・元気デイ２（３－５）・虐待・3割 単位減算 3割 -4

A7 4215 共生90・元気デイ２（３－５）・BCP・3割 単位減算 3割 -4

A7 4250 共生90・元気デイ生活向上グループ活動加算・3割 ハ　生活機能向上グループ活動加算 単位加算 3割 100 1月につき

A7 4275 共生90・元気デイ栄養アセスメント加算 ニ　栄養アセスメント加算 単位加算 3割 50

A7 4252 共生90・元気デイ栄養改善加算・3割 ホ　栄養改善加算 単位加算 3割 200

A7 4253 共生90・元気デイ口腔機能向上加算Ⅰ・3割 ヘ　口腔機能向上加算 (1) 口腔機能向上加算（Ⅰ） 単位加算 3割 150

A7 4259 共生90・元気デイ口腔機能向上加算Ⅱ・3割 (2) 口腔機能向上加算（Ⅱ） 単位加算 3割 160

A7 4285 共生90・元気デイ一体的サービス提供加算・3割 ト　一体的サービス提供加算 単位加算 3割 480

A7 4258 共生90・元気デイ若年性認知症利用者受入加算・3割 チ　若年性認知症利用者受入加算 単位加算 3割 240

A7 4264 共生90・元気デイ生活機能向上連携加算Ⅰ･3割 ヌ 生活機能向上連携加算 (1) 生活機能向上連携加算（Ⅰ）（３月に１回を限度） 単位加算 3割 100

A7 4261 共生90・元気デイ生活機能向上連携加算Ⅱ１･3割 (2) 生活機能向上連携加算（Ⅱ） 単位加算 3割 200

A7 4265 共生90・元気デイ口腔・栄養スクリーニング加算Ⅰ・3割 (1) 口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ）（６月に１回を限度） 単位加算 3割 20 1回につき

A7 4263 共生90・元気デイ口腔・栄養スクリーニング加算Ⅱ・3割 (2) 口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ）（６月に１回を限度） 単位加算 3割 5

A7 4281 共生90・元気デイ科学的介護推進体制加算 ヲ 科学的介護推進体制加算 単位加算 3割 40 1月につき

A7 4272 共生90・元気デイ口腔ケア加算１・3割 ワ　口腔ケア加算 (1)口腔ケア加算１（事業対象者・要支援１） 単位加算 3割 15 1回につき

A7 4273 共生90・元気デイ口腔ケア加算２・3割 ※１月の中で全部で８回まで (2)口腔ケア加算２（要支援２） 単位加算 3割 20

A7 4600 共生90・元気デイ軽度化加算Ⅰ (1)軽度化加算（Ⅰ） 単位加算 0割 50 1月につき

A7 4610 共生90・元気デイ軽度化加算Ⅱ１ (2)軽度化加算（Ⅱ）イ 単位加算 0割 100

A7 4620 共生90・元気デイ軽度化加算Ⅱ２ (3)軽度化加算（Ⅱ）ロ 単位加算 0割 100

要支援２

事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者に通所型サービス
（独自）を行う場合

イ　通所型
サービス費
（元気デイ）

（２時間以上
３時間未満）

ロ　通所型
サービス費
（元気デイ）

（３時間以上
５時間未満）

389

事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者に通所型サービス
（独自）を行う場合

5-3-6
【元気向上通所サービス（サービスA）】
元気デイ２・3割負担・共生型９０

※指定児童発達支援事業所、または指定放課後等デイサービス事業所において、共生型通所型サービスを行う場合、使用
します。（９０／１００）

サービス内容略称 算定項目

要支援２

90%
347

高齢者虐待防止措置未実施減算 3

業務継続計画未策定減算 3

事業所が送迎を行わない場合 90%

90%

高齢者虐待防止措置未実施減算 4

業務継続計画未策定減算 4

事業所が送迎を行わない場合

ル 口腔・栄養スクリーニング加算 20

150

160

90%

200

100

50

5

480

240

100

200

100

40

15

20

カ 軽度化加算
（利用者負担なし）

50

100
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